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１ 後期基本計画の位置付け               

総合計画は、市民と市にとってまちづくりを進める上での指針となるもので、目指す

べき将来都市像を描き、その実現に向けた目標や必要な方策を定めています。 

第三次川越市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成されています。 

「基本構想」は、平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年間におけるまちづくりの
基本的な方針や総合的・計画的な行政運営の方針を明らかにしています。 

「基本計画」は、「基本構想」で定めた目標の実現に向け、基本的な施策を体系化・重

点化しています。 

「実施計画」は、「基本計画」で定めた基本的な施策の実施内容や実施方法などを具体

化しています。 
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○将来人口（平成27年で34万人） 
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     （各施策の実施内容、実施方法を具体化） 

 
 
 
 
１ 未 来 に つ な ぐ 

ひ と づ く り 戦 略 

 

２ 活力と魅力あふれる 

ま ち づ く り 戦 略  

 

３ 快 適 で安心できる 

く らしづくり戦略 

 

 

 
（行政分野を総合的に網羅する 1 つの共

通章と6つの分野別の章） 

【共通章】 

【第１章】保健・医療・福祉 

【第２章】教育・文化・スポーツ 

【第３章】都市基盤・生活基盤 

【第４章】産業・観光 

【第５章】環境 

【第６章】地域社会と市民生活 

分野別計画 小江戸かわごえ重点戦略 



 

- 2 - 
 

２ 後期基本計画の名称及び期間             

 (1) 計画の名称 

計画の名称は、「第三次川越市総合計画後期基本計画」とします。 

 

 (2) 計画の期間 

計画の期間は、平成 23 年度を初年度とし、基本構想の目標年度である平成 27 年
度までの 5年間とします。 
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平成１８年度～平成２７年度（１０年間） 

平成１８年度～平成２２年度 

（前期基本計画・５年間） 

平成２３年度～平成２７年度 

（後期基本計画・５年間） 

３年間・毎年改定 

３年間・毎年改定 

３年間・毎年改定 

３年間・毎年改定 

３年間・毎年改定 

３年間・毎年改定 

３年間・毎年改定 

３年間・毎年改定
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３ 社会状況の変化と施策に対する市民の意識       

（1） 社会状況の変化 

① 急激な少子高齢化と人口減少 

少子高齢化の進行により人口構造が大きく変化し、年少人口及び生産年齢人口

の減少傾向と老年人口の増加傾向が顕著になってきます。 
平成 7 年以降 30 年間の人口の推移をみると、年少人口については、国では

40.3％（約 807 万人）の減少が、市では 26.2％（約 13,000 人）の減少が見込ま
れています。 
生産年齢人口についても、国では18.7％（約1,630万人）の減少が、市では20.7％

（約 5万人）の減少が見込まれています。 
一方、老年人口については、国では 2倍（約 1,808万人）の増加が、市では 3

倍（約 65,000人）の増加が見込まれています。 
総人口も年少人口及び生産年齢人口の減少に伴い、今後は減少局面に向かうと

見込まれています。ピーク時の総人口と比較すると、平成 37年には国で 6.7％（約
850万人）の減少が、市では 4.8％（約 16,000人）の減少が見込まれています。 
少子高齢化は、労働力の縮小、社会保障費の増大、地域社会の変化など社会的

経済的にさまざまな影響を及ぼすといわれています。 
本市においても、少子高齢化や人口減少による財政状況の悪化、行政サービス

の低下、地域活力の低下などが懸念されることから、少子化対策や高齢者福祉の

推進、地域コミュニティの再生に向けた取組が求められています。 

49,836人

市・年少人口

36,775人

241,110人
市・生産年齢人口

191,254人

32,407人

市・老年人口
97,371人

市・総人口
341,877人 325,400人

2,003万人
国・年少人口

1,196万人

8,726万人
国・生産年齢人口

7,096万人

1,827万人

国・老年人口
3,635万人

国・総人口
12,777万人

11,927万人

0
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国・市における年齢３区分人口の推移

 

総務省「国勢調査（平成7年・12年・17年）」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口

（平成18年 12月推計）」により作成 
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二酸化炭素

98％

1,760.2千t-CO２
平成16年度

（2004年度）

その他のガス 2％
（メタン、一酸化二窒素、HFC、

PFC、SF6）
｜

② 持続可能な社会への新たな展開 

世界規模での人口の増加や経済活動に伴うエネルギー消費量の増加等を背景

として、地球環境に対する負荷が増大しています。特に、温室効果ガス排出量の

増加に伴う地球温暖化は、平均気温や海面水位の上昇を引き起こすほか、大規模

な洪水や異常気象の発生に影響を及ぼすといわれています。 
本市でも、平均気温が 20 年あまりで約 1℃程度上昇しているほか、温室効果

ガスの大半を占める二酸化炭素の排出量も基準年度である平成2年度（1990年度）
と比較して 33.8％の増加となっています。 
我が国は、地球環境への負荷の低減に向け、温室効果ガスを平成 32 年（2020
年）までに平成 2年（1990年）比で 25％（平成 17年（2005年）比 30％）削減
する新たな中期目標を表明しています。また、将来に向けて持続可能な社会を形

成するためには、環境を良くする取組とともに環境と両立する経済活動への変革

が求められています。 
本市は、平成 8年（1996年）の 1％節電運動の開始、太陽光発電システムの導
入、ISO14001 を通じた環境に与える影響の継続的改善などに取り組んできまし
た。 
今後も、市民・事業者・民間団体・行政が環境問題について共通の認識を持つ

とともに、経済発展や生活の質を維持向上させながら、環境への負荷を軽減する

ための具体的な行動を各主体が実践していくことが求められています。 
 

川越市における温室効果ガス総排出量の推移及び種類別の内訳 
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（四捨五入の都合上、合計が一致しない場合がある）

ＳＦ6 ＰＦＣ

ＨＦＣ 一酸化二窒素

メタン 二酸化炭素

1,335.4 1 ,311.4

 

出典：川越市「川越市地球温暖化対策地域推進計画（平成21年 3月）」 

 

 

③ 世界経済の連動性の高まりと地方自治体への影響 

経済のグローバル化や BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）をはじめと
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する新興国での急速な経済成長と産業構造の高度化に伴い、生産ネットワークの

構築や経済連携の動きが世界規模で活発化しています。日本経済もこれまで以上

に世界経済の影響を受けるようになっています。 
平成 14年初めから息の長い回復を続けてきた我が国の経済は、平成 20年にア

メリカ経済を発信源とする世界同時不況により、失業率の上昇と有効求人倍率の

低下が起こっています。「派遣切り」や「ワーキングプア」に象徴されるように、

雇用環境は厳しさを増しており、所得や生活に対する国民の不安感は依然として

大きい状況にあります。 
平成 9年度に 353万 6千円であった 1人当たりの市民所得は、10年間で約 17％

減少し、平成 18 年度には 293 万 4 千円となり、埼玉県における県民所得（296
万 3千円）を下回っています。 
また、生活保護による被保護人員は本市でも増加傾向にあり、平成 10 年度末

に 1,520人であった被保護人員は 10年後の平成 20年度末で 2.11倍（3,211人）
となっています。こうした経済情勢や雇用環境の変化に加え、少子高齢化や人口

構造の変化を受けて、本市の財政は今後も厳しい状況が続くと見込まれています。 
社会状況が大きく変化し、行政需要の高度化・多様化が見込まれる中で、効果

的な行財政運営を図るには、施策や事業に関する評価を踏まえながら、限られた

行財政資源を経営的な視点で活用することが求められています。 

市民所得
↓

県民所得
↓ 国民所得

↓

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

平成9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

千円

年度

市民所得・県民所得・国民所得の推移

 
内閣府「平成19年度国民経済計算確報」、「平成19年度県民経済計算」及び埼玉県「埼玉の 

市町村民経済計算（各年度）」により作成 

 
    

④ 求められる安全・安心な暮らし 

自然災害の頻発、新型インフルエンザなどの新たな感染症の流行、社会を震撼

させる凶悪事件の発生などを背景に、安全・安心に対する人々の意識は高まって

います。 
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全国における刑法犯の認知件数は、平成 14年に 285万件となって以降減少に転
じ、平成 20 年には 181 万件となるなど改善傾向が続いています。本市において
も平成 16年の 9,521件をピークとして平成 20年には 6,190件まで減少していま
す。しかし、振り込め詐欺や食品の偽装表示など、日常生活の安全や安心を脅か

す犯罪が多発しています。 
こうした犯罪へ対応するため、本市では、平成 16年 3月に川越市防犯のまちづ
くり基本方針に基づき、犯罪を起こさせない地域環境づくりを行政、警察、市民、

事業者、関係団体とともに推進し犯罪の防止に努めています。 
我が国は、地理的、地形的、気象的な諸条件から地震、台風、豪雨などの自然

災害が発生しやすい国土であるといえます。特に近年は、局地的な集中豪雨の増

加や被害が甚大化する傾向が見られます。本市も、過去に台風や集中豪雨による

大規模な被害が発生していますが、近年では、東京湾北部地震や直下型地震など

の危険性や市街地における集中豪雨の被害が懸念されています。 
暮らしの安全や安心を確保するためには、犯罪や災害に対する危機管理体制の

強化や充実を図ることが求められています。また、市民自らも防災・防犯意識を

高め、地域コミュニティでの活動を強化するなどの取組が求められています。 

刑法犯罪

←認知件数（国）

刑法犯罪

←認知件数（市）

刑法犯罪

検挙率（国）
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警察庁「平成21年 警察白書」及び川越市「統計かわごえ（各年版）」により作成。なお、 

市の刑法犯罪認知件数の単位は十件 

 

 

⑤ ＩＣＴ化・グローバル化の進展 

インターネットや携帯電話をはじめとする近年のＩＣＴ（Information and 
Communications Technology：情報通信技術）の飛躍的な発達は、生活の利便
性を向上させ、産業の生産性・効率性を高めるなど、社会生活・経済活動に変化
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をもたらしました。 
保健・医療・福祉などの生活に密着した分野や地域コミュニティの再生や安全・

安心の確保など地域の課題についてもＩＣＴが人々の活動を補完、活性化してい

ます。今後も、さまざまな分野での技術革新とともにＩＣＴが社会経済の発展に

ますます寄与することが期待されています。 
本市も、ホームページのアクセス件数が年間 100万件を超えるようになり、行

政情報を提供する媒体として、また、各種行政手続の手段としてＩＣＴ化を進め

ています。一方で、高度情報化の進展は、情報格差や個人情報の流出といった事

態も懸念されることから、ＩＣＴ化による利便性の向上とともに安全性・信頼性

の確保が求められています。 
また、情報通信技術や交通・輸送手段の発達により、人やモノ、情報、資金な

どが活発に行き来し、異なる国や地域との結びつきがこれまで以上に緊密になっ

ています。本市の外国人登録人口は、4,700人を超えて 10年間で 1.5倍となるな
ど、地域社会での外国籍市民との交流の機会が拡大しています。このため、共に

地域に暮らす市民として認め合える多文化共生社会の実現など相互の理解、協力

が求められます。 
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出典：川越市「統計かわごえ（各年版）」 

 

 

⑥ 地方の自主性・自律性の確立 

平成 12 年 4 月に地方分権一括法が施行され、我が国の行政システムが中央集
権から地方分権に向けて大きく踏み出すこととなりました。地方自治体の行財政

基盤の強化に向けて、各種規制や関与の見直し、権限や税源の移譲、市町村合併

などが実施されました。 
本市も、平成 15 年に中核市へ移行し、福祉、環境、保健衛生、都市計画など

の分野で行政基盤の強化により自主性や自律性を高め、本市の特性に合った行政
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サービスを展開しています。 
平成 16 年度から実施された三位一体の改革では、約 3 兆円の税源移譲が行わ

れたものの、約 4.7 兆円となる国庫補助負担金の廃止、縮減や約 5.1 兆円の地方
交付税総額の削減により、地方財政は厳しさを増し、地方間における格差が拡大

することとなりました。本市も、平成 18年度から地方交付税の不交付団体となり
ましたが、今後も大幅な税収の増加が見込まれない中で、持続的に行政サービス

を提供するためには、行財政改革を通じた簡素で効率的な行財政運営が求められ

ています。 
また、少子高齢化や環境問題など多様化・高度化する行政課題に対応するため、

関係する地方自治体による広域的な連携のしくみも活用されています。 
本市は、川島町と一部事務組合による消防行政を展開しています。また、本市

を含む 4市 3町による川越都市圏まちづくり協議会では、歴史文化や交通網での
つながりを生かし圏域の発展に向けた広域行政を推進しています。 
今後も少子高齢化や人口減少などの社会状況の変化に地方自治体がきめ細か

く対応するためには、行財政基盤の強化とともに地方自治体間の連携を推進して

広域的なまちづくりや行政ニーズに対応することが求められています。 

 
⑦ 市民、事業者、民間団体との協働 

近年、核家族化や隣近所との関係の希薄化が進むことにより、子育てや介護と

いった個人や家族で解決できない課題も生じるようになっています。このような

変化を背景として、日常生活において必要とされる公共サービスのニーズも多様

化しています。 
こうしたニーズに対し、これまでは行政が主に対応してきましたが、ニーズの

多様化とともに限りある行政資源の下では、行政がすべてにきめ細かく対応する

ことが困難になっています。 
その一方で、公共サービスに対する人々の意識も変化しています。生活水準の

向上により、物の豊かさから心の豊かさを求める人々も増えており、家庭や職場

埼玉県川越都市圏まちづくり協議会（4市 3町で構成） 
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ではなく、自分の経験や能力を生かせる地域での活動に生きがいや喜びを見いだ

す動きも盛んになっています。 
地域で必要とされる公共サービスを市民、事業者、民間団体、NPO及び行政と

いう多元的な主体がそれぞれの役割と責任に応じて協働で担っていく取組が進め

られています。 
これからのまちづくりにおいては、多元的な主体がよきパートナーとして連携

し、それぞれの知恵と責任で地域にふさわしいまちづくりに取り組む「市民協働

型のまちづくり」が求められています。 

 

出典：川越市「川越市協働指針（平成21年 1月）」 
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重
要
度
平
均

満足度平均 

満足度 

重 

要 

度 

Ａ Ｂ 

Ｃ Ｄ 

（2） 市民意識の現状 

本市では、平成 20年 7月～8月に満 20歳以上の市民 3,000人を対象として、施
策に対する市民の重要度・満足度を把握するため、市民満足度調査を実施しました。 
調査では、第三次川越市総合計画前期基本計画に位置付けられた 59施策について、 
・施策に対する市の取組がどのぐらい重要であると考えているのか（重要度） 
・施策に対する市の取組の結果に対し、どのぐらい施策が効果的に行われており

充分と感じているのか（満足度） 
を 5 段階で調査しました。施策の重要度の評価と満足度の評価を相関させた評価
分布図からは、次のような傾向がうかがえます。 
① 施策の重要度に関する評価 

施策に対する市の取組の重要度が高いと評価する施策としては、年代や性別を

問わず「高齢者福祉の推進」、「社会保障の推進」、「児童福祉の推進」を挙げてい

ます。市民生活に直接関わる福祉や社会保障の分野に対し、市の取組の充実を求

める傾向にあるといえます。 
一方、市の取組の重要度が低いと評価する施策としては、年代や性別を問わず

「芸術文化活動の充実」、「多文化共生と国際交流・協力の推進」を挙げています。 
② 施策の満足度に関する評価 
施策に対する市の取組の結果に対する評価としては、順序に違いはあるものの、

年代や性別を問わず「葬祭事業の充実」、「文化財の保存・活用」、「水道水の安定

供給」を挙げています。市民生活との関わりが深い分野の取組や本市の貴重な財

産である文化財の保護に対する取組に対し、高い評価となっています。 
一方、市の取組の満足度が低いと評価する施策としては、年代や性別にかかわ

らず「道路交通体系の整備」が最も高くなっています。また、「交通円滑化方策の

推進」も挙げています。 
 

【評価分布図の見方について（満足度と重要度の相関関係について）】 

 満足度と重要度の評価点で各施策の位置を表した上記の分布図について、縦横の平均線で区切られた領域にある施策

の位置付けは、以下のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄに分類できます。 

 
Ａゾーン：重要度が高く満足度が低いもの（重点化・見直し領域） 

      今後のまちづくりにおける重要度が高いが、施策の推進や改善に対

するニーズが高く、施策の重点化や抜本的な見直しなども含め満足度

を高める必要のある領域。 

 

Ｂゾーン：重要度・満足度ともに高いもの（現状維持領域） 

      今後のまちづくりにおける重要度も高く、また、施策的には成果が

表れている分野であり、現在の水準を維持する必要がある領域。 

 

Ｃゾーン：重要度が低く、満足度が高いもの（現状維持・見直し領域） 

      今後のまちづくりにおける重要度は相対的に低いものの、満足度が高く、満足度の 

水準を維持していくか、施策のあり方を含めて見直すべき領域。 

 

Ｄゾーン：重要度、満足度ともに低いもの（改善・見直し領域） 

      今後のまちづくりにおける重要度も満足度も低く、施策の目的やニーズを再確認するとともに、施策のあり方や進め方

を改めて見直す領域。 

なお、上記のそれぞれの領域に該当した施策の満足度や重要度の高低については、あくまで施策全体の平均と比較し

て相対的に満足度や重要度が高い、あるいは低いということを意味しています。 
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「施策の重要度」と「現在の満足度」の評価分布図 

  
【評価点の算出式】 
  重要度評価点＝（ 「重要である」×２点＋「まあ重要である」×１点＋「あまり重要でない」×▲１点 

＋「重要でない」×▲２点）÷回答者数 
  満足度評価点＝（ 「満足である」×２点＋「やや満足である」×１点＋「やや不満である」×▲１点 

＋「不満である」×▲２点）÷回答者数 
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重
要
度
評
価
点

高

低

満足度評価点 高低

地球温暖化対策の推進

雇用の促進と労働環境の改善

交通円滑化方策の推進

新たな行財政運営システムの構築

快適な住宅・住環境の整備

市民参加と協働の推進

効率的な社会資本整備の推進

各主体の参加のためのしくみづくり

生涯にわたる学習活動の推進

多文化共生と国際交流・協力の推進

地域コミュニティ活動の推進

男女共同参画社会の実現

地域振興拠点の整備と新しい産業の育成

新たな観光事業の推進

保健・医療・福祉の連携

景観に配慮したまちづくり

青少年健全育成の推進

総合的かつ計画的な事業推進

平和で思いやりのある地域社会づくり

消費者対策の推進

葬祭事業の充実

治水事業の推進

障害者福祉の推進

防犯対策の推進

文化財の保存・活用

商業の振興

生活環境の保全

広域行政の推進

重要度平均値（0.83）　満足度平均値（0.05）

財源の確保

水道水の安定供給

保健衛生・医療体制の充実

高齢者福祉の推進

消防・救急体制の整備

ごみの減量・資源化社会保障の推進

児童福祉の推進

防災体制の整備

廃棄物の適正処理

道路交通体系の整備

自然環境の保全

公共下水道等の整備

健康づくりの推進
農業の振興

公共交通機関の充実

交通安全対策の推進

地域福祉の推進

都市拠点の整備

工業の振興

芸術文化活動の充実

豊かな人間性をはぐくむ教育の推進

教育環境の整備・充実

公園の整備と充実

地域生活拠点の整備

水辺と森林の整備

観光環境の整備

生涯スポーツの推進

電子市役所の推進

生涯学習環境の整備・充実

計画的なまちづくり

【１章】保健・医療・福祉 【３章】都市基盤・生活基盤 【５章】環境 【共通】

【２章】教育・文化・スポーツ 【４章】産業・観光 【６章】地域社会と市民生活
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４ 人口推計                      

 (1) 本市の人口 

国勢調査における 5歳年齢階層別男女別人口とともに近年の人口動態を踏まえ、コ
ーホート要因法に基づく人口推計によると、本市の人口は、これまでのような増加傾

向から今後は減少局面に向かうものと見込まれます。 

国勢調査（各年 10月 1日現在）に基づく人口の推移をみると、平成 2年の国勢調
査で 30万人を超えた人口は、平成 7年から平成 17年にかけて緩やかに増加してきま
した。その後、住宅着工戸数の増加や大規模マンションへの入居の影響などにより、

人口も 34万人に達しました。 
平成 22 年から平成 27 年にかけては、同程度の水準で推移しますが、その後は人

口が徐々に減少していくものと見込まれます。 
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(2) 年齢別構成 

本市の人口の年齢別構成は、年少人口（0歳～14歳）と生産年齢人口（15歳～64
歳）の割合が徐々に減少することに対し、老年人口（65 歳以上）の割合は増加する
ことが見込まれます。 

平成 17年の国勢調査で 13.6％であった年少人口の構成比は、少子化による出生数
の減少などにより同 27年に 12.4％となり、その後も減少傾向は緩やかに続くものと
見込まれます。 
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生産年齢人口の構成比は、平成 17年の国勢調査で 69.5％であったのが、団塊の世
代とこれに続く世代の高齢化などに伴い、同 27年には 60.9％と 8ポイント以上大き
く低下すると見込まれます。その後は緩やかな減少傾向が続くものと見込まれます。 

老年人口の構成比は、平成 17年の国勢調査で 16.9％と約 6人に 1人が 65歳以上
となっています。その後、団塊の世代とこれに続く世代の高齢化などに伴い、同 27
年には 26.7％と 10ポイント近く増加し、約 4人に 1人が 65歳以上と見込まれます。
その後は緩やかな増加傾向が続くものと見込まれます。 
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年齢別人口構成の推移 

 
総人口 

年少人口 

（0歳～14歳） 
生産年齢人口 

（15歳～64歳） 
老年人口 

（65歳以上） 

平成 7年国勢調査 323,353人 49,836人 
(15.4%) 

241,110人 
(74.6%) 

32,407人 
(10.0%) 

平成 12年国勢調査 330,766人 47,041人 
(14.2%) 

241,301人 
(73.0%) 

42,424人 
(12.8%) 

平成 17年国勢調査 333,795人 45,513人 
(13.6%) 

232,039人 
(69.5%) 

56,243人 
(16.9%) 

平 成 2 2 年 推 計 341,877人 44,460人 
(13.0%) 

223,045人 
(65.2%) 

74,372人 
(21.8%) 

平 成 2 7 年 推 計 340,536人 42,149人 
(12.4%) 

207,399人 
(60.9%) 

90,988人 
(26.7%) 

平 成 3 2 年 推 計 335,211人 39,871人 
(11.9%) 

197,674人 
(59.0%) 

97,666人 
(29.1%) 

平 成 3 7 年 推 計 325,400人 36,775人 
(11.3%) 

191,254人 
(58.8%) 

97,371人 
(29.9%) 
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(3) 世帯の状況 

本市の世帯数は、当面緩やかに増加していくものの、1世帯平均の人員は減少して
いくものと見込まれます。 

平成 17年の国勢調査では、123,211世帯で 1世帯平均人員数は 2.64人でしたが、
同 27年には 136,761世帯へと緩やかに増加するものの 1世帯平均人員数は 2.49人
へと減少しています。 

この間、平成 17年に 30,985世帯であった一人暮らし世帯は、同 27年には 37,883
世帯と見込まれますが、特に、65歳以上の一人暮らし世帯は平成 17年の 6,948世帯
から同 27年には 12,577世帯へと 1.8倍に急増するものと見込まれます。 
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世帯構成の推移 

 
世帯総数 一人暮らし世帯数

高齢者の 

一人暮らし世帯数 
1 世帯平均人員数

平成 7年国勢調査 109,001世帯 24,081世帯 2,802世帯 2.92人 

平成 12年国勢調査 117,582世帯 27,889世帯 4,572世帯 2.76人 

平成 17年国勢調査 123,211世帯 30,985世帯 6,948世帯 2.64人 

平成 22年推計 134,069世帯 34,724世帯 9,444世帯 2.55人 

平成 27年推計 136,761世帯 37,883世帯 12,577世帯 2.49人 

平成 32年推計 137,947世帯 40,694世帯 15,056世帯 2.43人 

平成 37年推計 136,151世帯 42,751世帯 16,672世帯 2.39人 
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５ 土地利用                      

基本構想で示した都市構造の実現を目指し、計画的な土地利用のもと、人と自然にや

さしい調和のとれた都市環境を創造します。 
 

(1) 土地利用の基本方針 

1) 土地は、限られた資源であり、大切に有効に活用します。 
2) 自然環境の保全と活用を図り、自然環境と都市機能が共生する土地利用を目指し
ます。 

3) 市街化区域内の生産緑地を除く農地は、計画的な基盤整備の上に住宅系利用など、
その土地利用の変更を促進します。 

4) 既成市街地内は、商業機能と住宅機能が調和した複合的な土地利用を目指します。 
5) 駅前等の交通結節点で土地の有効高度利用が期待されるところについては、商
業・業務系の土地利用を促進します。 

6) 国・県道、都市計画道路等が交差する箇所など土地の有効利用が期待されるとこ
ろについては、地域の実情に応じた土地利用を検討します。 

7) 工業地については、交通条件を勘案しながらできる限り集約化を図り、土地利用
の純化を目指します。 

8) 公園、緑地の確保を積極的に図ります。 
9) 市街化調整区域内の優良な農地や樹林地等は、原則として保全し、それ以外の市
街化調整区域内の土地は、地域の実情を視野に入れ、将来的な土地利用の方向性を

検討します。 
 

 

(2) 用途別土地利用 

1) 住宅地は、市民生活の安定と福祉の向上を図るため、防災上安全で、障害のある人
や高齢者にやさしい、緑豊かな潤いのある住環境の形成を目指します。都心核や地

域核の住宅地は、適切な整備手法により景観や自然環境に配慮し、その周辺は、自

然環境と調和した住宅地として整備されるよう誘導に努めます。 
2) 商業地は、市民が親しめる魅力あるものにするため、都心核においては市内のみな
らず広域的な集客力を持つ商業地として都市基盤を整備し、にぎわいのある商業地

の形成に努めます。また、地域核及び幹線道路沿いの商業地については、それぞれ

の特性に合った整備がされるよう誘導に努めます。 
3) 業務地は、都心核と地域核にそれぞれ、市民生活に密着した業務施設が整備される
よう誘導に努めます。 

4) 工業地は、周辺の環境との調和を重視した整備がされるよう誘導に努めます。また、
本市産業の活性化を図るため、新しい工業基盤の整備に努めます。 
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5) 公園、緑地等は、人に潤いと安らぎを与えるオープンスペースとして、その確保を
図ります。また、各種の都市基盤整備事業や緑化推進事業、水辺環境の整備事業の

中で、新たな公園や緑地、水辺等の創出に努め、市民が自然とふれあうことのでき

る環境整備に努めます。 
6) 保全すべき農地は、農業生産の基盤として、その整備を進めるとともに、都市の貴
重な自然空間として、その保全に努めます。 

 
 

(3) 地域別土地利用 

1) 本市の中央部に位置する川越駅、本川越駅、川越市駅の三駅周辺地区は、業務や商
業等の機能の充実に努め、また、歴史的な町並みが残る北部市街地は、商業と文化

が調和する魅力ある都市空間を創造し、両地区により本市の中心市街地を形成しま

す。 
2) 霞ケ関、新河岸、南大塚、南古谷及び西川越の各駅周辺地域は、地域における社会
的、経済的活動等市民活動の基盤として、個々の特性を生かした市街地の形成を図

ります。 
3) 本市の均衡ある社会経済の発展や公共の福祉を増進するため、中心市街地と各地域
をネットワーク化し、広域的に求心力のある活力に満ちた都市活動を可能とする市

街地整備を図ります。 
4) 市域を取り囲む河川や樹林地、湿地や緑地については、保全、活用、創出に努めま
す。 

5) 土地利用転換想定箇所については、周辺環境との調和を図りながら、地区の特性
に応じた土地利用に努めます。 
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土地利用転換想定箇所
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６ 産業                        

 (1) 本市産業の現状 

① 農業 

本市の農業は、平成 18年の農業産出額が 78.6億円であり、深谷市（356.4億円）、
熊谷市（107.2億円）、本庄市（87.7億円）に次いで県内第 4位となっています。 
農業産出額の約 6割は野菜であり、かぶ、ちんげんさい、えだまめなどは県内で

も有数の収穫量となっています。 

その一方で、農家人口や経営耕地面積は減少が続き、昭和 45年と比較すると半
数以下となっています。食料自給率を向上し、大消費地である首都圏に農産物を安

定的に供給するためには、農業経営基盤の安定化を図るとともに、農業の担い手の

育成などが求められています。 
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出典：農林水産省「埼玉農林水産統計年報（各年度版）」 

② 工業 

本市の工業は、圏央道と関越道が交差する交通条件の優れた立地条件を背景とし

て、平成 20年の製造品出荷額等が 8,647億円で狭山市（1兆 4,256億円）に次い
で県内第 2位となっています。 
業種別では、一般機械器具（2,515 億円）、化学工業製品（2,176 億円）、情報通
信機械器具（1,977億円）などが上位を占めています。 
一方で、市内の事業所の約 4分の 3は従業員 30人未満の中小企業であり、経営

の安定化や人材の確保が求められます。生産年齢人口とともに市内就業者数も減少

が見込まれますが、特に、就業者数に占める第二次産業の構成比が減少傾向にある

ため、技術開発や設備投資によって労働生産性を高めることが重要になってきます。 
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出典：経済産業省「工業統計調査結果（各年版）」 

 ③ 商業 

本市の商業（卸売業・小売業）は、平成 19年の年間商品販売額が 7,420億円
でさいたま市（4 兆 7,341 億円）、川口市（9,594 億円）、熊谷市（7,838 億円）、
越谷市（7,425億円）に次いで県内第 5位となっています。このうち、卸売業は
4,317 億円で、機械器具卸売業（1,097 億円）、飲食料品卸売業（885 億円）、建
築材料、鉱物・金属材料等卸売業（566億円）などが上位を占めています。 
小売業は 3,103 億円で、百貨店、総合スーパー（543 億円）、各種食料品小売

業（379億円）、自動車（新車）小売業（291億円）などが上位を占めています。 
圏央道の延伸や周辺道路網の整備による交通利便性の向上や周辺市町での大

型店の出店などが本市に及ぼす影響は、流通構造の変化や川越商圏の縮小などを

もたらしています。 
今後は、少子高齢化を踏まえた、公共交通の利便性の向上、歩行者空間の整備、

高齢者をターゲットとしたサービスの提供など特色ある商業地域づくりや地産

地消をはじめとする地域に密着した商業地域づくりも重要になってきます。 
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出典：経済産業省「商業統計調査結果（各年版）」 
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 (2) 就業者数 

国勢調査に基づく市内に常住する就業者（収入になる仕事をした人など）の推移を

みると、平成 17年の 15歳以上の就業者数は 164,573人であったのが、同 27年には
159,094人と 5,479人（△3.3％）減少し、その後もこの傾向は続くと見込まれます。 
生産年齢人口も平成 17年の 232,039人から同 27年には 207,399人へと 24,640人

（△10.6％）減少しますが、高齢者、女性の労働参加率の高まりによって、生産年齢
人口と比較すると就業者数の減少割合は小さくなるものと考えられます。 
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 就業者数及び生産年齢人口の推移 

 就業者数 生産年齢人口 

平成 7年国勢調査 168,019人 241,110人 

平成 12年国勢調査 167,283人 241,301人 

平成 17年国勢調査 164,573人 232,039人 

平 成 2 2 年 推 計 164,252人 223,045人 

平 成 2 7 年 推 計 159,094人 207,399人 

平 成 3 2 年 推 計 154,032人 197,674人 

平 成 3 7 年 推 計 148,564人 191,254人 
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 (3) 産業別の就業者数 

国勢調査に基づく市内に従業している産業別の就業者数の推移をみると、平成 17
年の 15 歳以上の就業者数は 146,647 人であったのが、同 27 年には 138,409 人と 
8,238 人（△ 5.6％）減少し、少子高齢化の影響によりその後もこの傾向は続くもの
と見込まれます。 

産業別の就業者数は、第一次産業（農林漁業）及び第二次産業（鉱業、建設業、製

造業）は、平成 17年度以降緩やかに減少が続くものと見込まれます。 
第三次産業(卸売・小売業、サービス業など)は、産業構造のサービス化やソフト化

に伴い、平成 22 年まで構成比と就業者数とも増加していくものと見込まれます。た
だし、就業者数全体が減少することに伴い、平成 27 年以降就業者数は減少していく
ものと見込まれます。 

なお、中核市や県内市などの類似団体と本市の就業者数を比較した場合、就業者数

全体に占める第 1次産業就業者と第 2次産業就業者数の割合が高い一方で、第 3次産
業就業者数の割合は低い傾向にあります。 
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産業別就業者数の推移 

 合 計 第一次産業 第二次産業 第三次産業 

平成 7年国勢調査 138,621人 4,603人 
(3.3%) 

51,789人 
(37.4%) 

82,229人 
(59.3%) 

平成 12年国勢調査 142,004人 3,613人 
(2.5%) 

47,927人 
(33.8%) 

90,464人 
(63.7%) 

平成 17年国勢調査 146,647人 3,375人 
(2.3%) 

40,916人 
(27.9%) 

102,356人 
(69.8%) 

平 成 2 2 年 推 計 142,896人 2,910人 
(2.0%) 

35,100人 
(24.6%) 

104,886人 
(73.4%) 

平 成 2 7 年 推 計 138,409人 2,616人 
(1.9%) 

31,478人 
(22.7%) 

104,315人 
(75.4%) 

平 成 3 2 年 推 計 134,005人 2,401人 
(1.8%) 

28,602人 
(21.3%) 

103,002人 
(76.9%) 

平 成 3 7 年 推 計 129,248人 2,202人 
(1.7%) 

25,932人 
(20.1%) 

101,114人 
(78.2%) 



 

- 22 - 
 

 (4) 市内総生産額 

市内総生産額の推移をみると、平成 15 年度から増加を続け、平成 19 年度には 1
兆 2,060億円に達しました。 
しかし、平成 20年秋の世界的な金融危機をきっかけとして、我が国の経済も急速

に悪化しました。その後各国の景気刺激策の実施によりアジアを中心に世界経済も

徐々に持ち直しの動きがみられるようになりました。 

一方、我が国の経済情勢は、緩やかなデフレ状況もしばらく続き、雇用情勢も依然

として厳しさが残るものと見込まれることから名目成長率も減少が続き、景気回復に

向けた本格的な動きとなるためにはなお期間を要するものと見込まれます。 

このため、市内総生産額も緩やかな減少が続き、平成 27 年から平成 32 年にかけ
ては１兆円を割り込むものと見込まれます。 

その後は、我が国経済も徐々に景気回復が見込まれることから、市内総生産額も増

加し、平成 37年には 1兆 249億円と１兆円まで回復するものと見込まれます。 
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７ 小江戸かわごえ重点戦略                 

「小江戸かわごえ重点戦略」は、将来都市像である「ひと、まち、未来、みんなでつ

くる いきいき川越」の実現に向け、後期基本計画の期間内に集中的・重点的に取り組

む施策を体系化したものです。 

「小江戸かわごえ重点戦略」は、分野別計画に掲げる施策や事業の中から、重点的に

取り組むものを 3つの戦略ごとに整理しています。 
① 未来につなぐひとづくり戦略 

子育て支援、市民の健康づくり、学校教育の充実、生涯学習の推進など、まちづ

くりの主役である市民が健康でいきいきと暮らしていくための施策の推進 

② 活力と魅力あふれるまちづくり戦略 

都市機能の充実、交通円滑化、産業の活性化、観光施策の推進など、埼玉県南西

部地域の拠点都市としての機能の向上と活気ある産業の振興を図る施策の推進 

③ 快適で安心できるくらしづくり戦略 

コミュニティ活動の推進、環境への負荷の低減、日常生活における安全・安心の

確保など、生活の質の向上を目指す施策の推進 

① 安心して子育てができる環境づくりの推進 

② 生涯にわたる健康づくりの推進 

③ 生きる力を育む学校教育の推進 

① 魅力あふれるまちづくりに向けた都市機能の充実 

③ 活力あるまちづくりに向けた産業の活性化 

① ふれあいと思いやりのある地域づくりの推進 

② 環境への負荷を低減する施策の推進 

③ 安全で安心な施設整備の推進 

１ 
未 来 に つ な ぐ 

ひ と づ く り 戦 略 

２ 
活力と魅力あふれる 

ま ち づ く り 戦 略 

３ 
快 適 で 安 心 で き る 

く ら し づ く り 戦 略 

② 効果的な交通円滑化の推進 

④ 生涯学習と文化活動の推進 

④ 「また訪ねたい街・川越」に向けた観光施策の推進

④ 地域における防災・防犯の推進 

小江戸かわごえ重点戦略 体系図 



 

- 24 - 
 

 

 

 

 

川越のまちの歴史と伝統は、そこに暮らす人々によって守り、育てられ、現代の私

たちに受け継がれています。このすばらしいまちの魅力をさらに高め、また、未来に

引き継ぐためには、まちづくりの主役である「ひとづくり」に取り組むことが求めら

れています。 

「未来につなぐひとづくり戦略」では、子どもを安心して産み育てる環境づくりと

学校教育の充実とともに、市民の健康づくりや生涯学習・文化振興を推進します。 

 

① 安心して子育てができる環境づくりの推進 

多様化する保育ニーズに対応するため、保育の質・量の向上に努めます。また、

子育てを地域で支えるため、家庭、学校、地域、事業所、行政の連携や協力に努め

ます。 

 

② 生涯にわたる健康づくりの推進 

市民一人ひとりが健康でいきいきと暮らせるよう、健康づくりの推進、医療体制

の充実に努めます。また、スポーツを通じた市民の健康の増進や体力の維持向上を

支援します。 

 

③ 生きる力を育む学校教育の推進 

児童生徒の豊かな人間性を育み、確かな学力を身に付けるため、特色ある教育や

社会体験を実施します。また、家庭や地域社会と連携し、特色ある学校づくりを推

進します。 

 

④ 生涯学習と文化活動の推進 

市民主体の多様な学習活動を支援するとともに、芸術文化活動への支援を通じて

文化芸術の振興に努め、いきいきとしたひとづくり、活力あるまちづくりを推進し

ます。 

 

 

 

 

 

小江戸かわごえ重点戦略 

１ 未来につなぐひとづくり戦略 
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本市は、古くから交通の要衝として、また、物資の集積地として栄えてきました。

現在も首都圏という立地条件以外にも豊かな自然環境やバランスの取れた産業構造を

有するなど、都市として発展する上で高い可能性を有しています。 

「活力と魅力あふれるまちづくり戦略」では、都市機能の充実や道路交通の円滑化

により埼玉県南西部地域の拠点都市としての機能を向上させるとともに、優れた産業

基盤と川越のブランド力を生かした産業の活性化を推進します。 

 

① 魅力あふれるまちづくりに向けた都市機能の充実 

安全で住みやすい魅力あふれるまちづくりに向けて、幹線道路、駅前広場、斎場

などの都市機能の充実を図ります。 

 

② 効果的な交通円滑化の推進 

交通渋滞の要因と考えられる交差点の改良や必要な道路の整備とともに、適切な

交通規制の検討により、交通円滑化を推進します。 

 

③ 活力あるまちづくりに向けた産業の活性化 

市場から高い評価を得ている「川越ブランド」農産物の生産振興を図るとともに、

商店街のにぎわいや魅力を創出する事業を支援します。また、関係団体等と連携し、

地場産業の育成を支援します。 

 

④ 「また訪ねたい街・川越」に向けた観光施策の推進 

歴史的文化遺産や産業、地域に残る伝統などの観光資源を活かした事業を推進し

ます。また、貴重な緑や水辺を活用した小江戸川越の新たな魅力づくりを市民とと

もに推進します。 

 

 

 

 

 

小江戸かわごえ重点戦略 

２ 活力と魅力あふれるまちづくり戦略 
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核家族化や少子高齢化が進むことにより、地域社会における人と人とのふれあいや

思いやりが希薄になっています。日常生活における課題でも、災害発生時の避難や支

援に対する不安、地域住民のマナーの低下、地域での活動に対する担い手不足などが

挙げられ、地域社会の課題へ市民、各種団体、事業者、行政が協働して取り組むこと

が求められています。 

「快適で安心できるくらしづくり戦略」では、市民同士の支え合いや環境に配慮し

た施策を推進するとともに、安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。 

 

① ふれあいと思いやりのある地域づくりの推進 

地域における課題の解決に向けて、市民、事業者、民間団体、行政が協働により

各種事業の実施に努めるとともに、地域が主体的に取り組む公共的活動を支援し、

住みよい地域づくりを推進します。 

 

② 環境への負荷を低減する施策の推進 

市民の理解と協力を得ながら、ごみの減量化、資源化を推進し、二酸化炭素の排

出の削減に努めます。また、優良な農地や樹林地等の保全とともに、公共施設や一

般家庭の緑化を推進します。 

 

③ 安全で安心な施設整備の推進 

誰もが安心して住み続けられるように、道路や公共施設のバリアフリー化や歩行

者の安全確保などを推進します。また、公共施設の耐震化を推進し、災害時の避難

場所や活動拠点としての機能の確保に努めます。 

 

④ 地域における防災・防犯の推進 

地域の安全や安心を確保するため、地域の団体、関係機関、行政が連携するとと

もに、地域住民が主体的に取り組む自主的な防災活動や防犯活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

小江戸かわごえ重点戦略 

３ 快適で安心できるくらしづくり戦略 
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８ 分野別計画                     

後期基本計画では、目的に応じて行政分野を 7 つの章に分類した上で、章ごとに施
策や施策の具体的な方向性（細施策）を分野別計画として体系化しています。 

分野別計画は、各分野に共通する 1つの章と 6つの分野別の章、21の節、59の施策、
239の細施策で構成されています。 

 

 

【共通章】 

共通 節 施策 細施策

１市民参加のしくみづくり

２情報の共有化

３行政の透明性の向上

４協働のしくみづくり

１地方分権の推進

２将来に向けた中期財政計画の策定

３成果を重視したマネジメントサイクルの確立

４民間の経営手法の活用

５人材育成の推進

６行政サービスの向上

１社会資本マネジメントの推進

２庁舎等の建設

１積極的な財源の確保

２収入の向上対策

３受益者負担の適正化

１行政サービスのオンライン化の推進

２事務の電子化の推進

１関係市町の連携強化

２レインボープランの推進

３業務核都市としての機能の推進

３節 ６施策 ２０細施策

４　電子市役所の推進

１　広域行政の推進

協働による　まちづくり
と健全で効率的な行財
政運営の推進

１　協働によるま
ちづくり

２　行財政改革
の強力な推進

３　広域行政の
推進

１　市民参加と協働の推進

１　新たな行財政運営シス
テムの構築

２　効率的な社会資本整備
の推進

３　財源の確保

 

共 通 章 3節 

第 1章 保健・医療・福祉 

第 2章 教育・文化・スポーツ 

第 3章 都市基盤・生活基盤 

第 4章 産業・観光 

第 5章 環境 

第 6章 地域社会と市民生活 

3節 

5節 

3節 

2節 

3節 

2節 

6施策 

8施策 

8施策 

13施策

7施策 

7施策 

10施策

20細施策 

39細施策 

28細施策 

30細施策 

43細施策 

43細施策 

36細施策 

239細施策 59施策 21節7章 
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【第 1章 保健・医療・福祉】 
第1章 節 施策 細施策

１子どものへの支援体制の充実

２親への支援体制の充実

３地域の支援体制の充実

１生きがい対策の充実

２介護予防・生活支援の推進

３包括的地域ケア体制の整備

４介護サービスの充実

５居住環境の整備・充実

６福祉医療サービスの充実

１保健・医療サービスの充実

２生涯にわたる学習機会の充実

３雇用・就労の促進

４社会参加の拡充

５福祉サービスの充実

６障害及び障害のある人を理解するための施策の推進

１市民参加の促進

２地域における福祉サービスの適切な利用の促進

３社会福祉事業への支援

４社会福祉協議会の基盤の整備強化

１国民健康保険制度の健全な運営

２高齢者に対する医療制度の円滑な運用

３国民年金制度の啓発

４介護保険制度の健全な運営

５生活保護制度の適正な運用

１健康づくりの支援

２母子保健の充実

３成人保健の充実

１精神保健対策の推進

２感染症予防対策の推進

３地域医療体制の整備・充実

４食の安全・安心の確保

５衛生的で快適な住環境の確保

６人と動物が共生できる豊かな社会づくり

１保健・医療・福祉関係機関等の連携

２地域関係団体（者）の連携

３行政における連携体制

３節 ８施策 ３６細施策

1　だれもが幸せ
に地域で暮らせ
るまちづくり

２　生涯を通じた
健康づくりと安
全なまちづくり

３　安心できる生
活を支えるしくみ
づくり

１　健康づくりの推進

２　保健衛生・医療体制の
充実

ともに助け合い、一人ひ
とりが健康でいきいきと
安心して暮らせるまち

保健・医療・福祉

５　社会保障の推進

１　児童福祉の推進

４　地域福祉の推進

２　高齢者福祉の推進

３　障害者福祉の推進

１　保健・医療・福祉の連携
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【第 2章 教育・文化・スポーツ】 
第２章 節 施策 細施策

１生涯学習推進体制の確立

２身近な学習施設の整備・充実

３図書館サービス網の整備・充実

４博物館の整備・充実

５高等教育機関等との連携・協働の推進

１多様な学習機会の創設

２社会の変化に応じた学習機会の提供

３地域の教育力の向上

１個に応じた教育の推進

２学校間の連携の推進

３生徒指導・進路指導の充実

４地域に開かれた特色ある学校づくりの推進

５教職員の資質向上

６特別支援教育の充実

７英語教育・外国語（英語）活動及び国際理解教育の推進

８小・中学校情報教育の推進

９読書活動の充実及び体力向上の推進

１学校施設の整備・充実

２小・中学校の適正配置と通学区域の弾力化

３学校図書館の充実

４学校給食の充実

５市立川越高等学校の改革・充実

６教育センターの充実

１市民文化に関する情報提供

２芸術文化活動への支援の充実

３芸術文化の鑑賞機会の充実

４活動拠点の整備・充実

５文化施設の利用促進

６姉妹都市、友好都市等との交流

１文化財の保護と活用

２文化財保護意識の啓発

３民俗文化財の保存と後継者の育成

４重要伝統的建造物群保存地区の保存整備事業の充実

５河越館跡地等の整備・活用

１国際交流センターの充実

２外国籍市民も暮らしやすいまちづくり

３行政の国際化

４国際感覚に優れた市民の育成

５姉妹都市交流の更なる充実

１総合型地域スポーツクラブの設置・育成

２スポーツ大会・教室等の充実

３スポーツ指導者等の養成・活用

４スポーツ施設等の整備・充実

５節 ８施策 ４３細施策

１　多文化共生と国際交
流・協力の推進

２　教育環境の整備・充実

１生涯学習環境の整備・充
実

１　豊かな人間性をはぐく
む教育の推進

学びと交流を深め、豊
かな心と文化をはぐくむ
まち

教育・文化・スポーツ

1　活力ある地域
を創る生涯学習
の推進

２　個性を生か
す学校教育の推
進

３　歴史文化の
継承と新しい市
民文化の創造

４　多文化共生
と国際交流・協
力の推進

５　生涯スポー
ツの推進

１　芸術文化活動の充実

２　文化財の保存・活用

１　生涯スポーツの推進

２　生涯にわたる学習活動
の推進
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【第 3章 都市基盤・生活基盤】 
第３章 節 施策 細施策

１計画的なまちづくりの推進

２総合的な土地利用

３新たな拠点の整備

４地籍調査、町名地番整理の推進

１中心市街地活性化基本計画の推進

２三駅連携強化の推進

３中央通り地区の整備

４歴史的町並み地区の整備

１拠点の整備

２住宅地の整備

１歴史的地区の整備

２都市デザインの推進

３都市デザインの啓発、普及

４屋外広告物の適正化

１都市活動を支える広域幹線道路の整備

２地域の活動を豊かにする幹線道路の整備

３安全で人にやさしい生活道路の整備

１交通需要マネジメントの推進

２駐車場の整備

１鉄道輸送の利便性の向上

２バス輸送の充実

１河川整備

２雨水整備

３雨水の有効利用の促進

１施設・設備の改修及び更新

２災害に強い施設整備

３効率的な事業の推進

１生活排水施設の整備

２合流式下水道の改善

３公共下水道施設の維持管理

４効率的な公共下水道事業の推進

１河川空間の活用

２伊佐沼周辺の整備

３樹林地の整備

１計画的な公園の整備

２自然環境の活用と整備

３歴史的遺産の活用

４身近な活動拠点の整備

５レクリエーション・スポーツ拠点の整備

６公園の適正な管理と魅力の創出

１良好な住環境の整備

２公的住宅の供給

３高齢者等への住宅支援

３節 １３施策 ４３細施策

３　自然と調和し
た基盤づくり

２　水道水の安定供給

５　公園の整備と充実

６　快適な住宅・住環境の
整備

３　公共下水道等の整備

１　道路交通体系の整備

人と環境にやさしい、快
適な基盤を備えた魅力
あるまち

都市基盤・生活基盤

１　計画的なまちづくり

1　都市の魅力
の創出

２　都市拠点の整備

３　地域生活拠点の整備

４　景観に配慮したまちづく
り

４　水辺と森林の整備

２　交通ネット
ワークの構築

３　公共交通機関の充実

１　治水事業の推進

２　交通円滑化方策の推進
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【第 4章 産業・観光】 
第４章 節 施策 細施策

１地域振興ふれあい拠点施設の整備

２新しい産業の育成

３人材確保や人材育成の推進

４産学公連携による技術開発の支援

５川越ブランドの推奨

６高度情報化社会・ＩCＴ社会への対応支援

１雇用の促進

２労働条件改善の促進

３福祉制度の普及・促進

１食料の安定供給の促進

２担い手の育成・確保の推進

３市民ニーズへの対応と流通の多様化の推進

４環境と共生した持続可能な農業の推進

５農業基盤及び生活環境の整備

１商店街への支援

２中心市街地の活性化

３周辺商業地の形成

４健全な商業の発展と商業団体等への支援・融資制度の充実

１工業団地の拡張及び整備

２企業支援

３工業団体等への支援

４広域的産学公ネットワークの推進

１観光事業の企画・推進

２ＩCＴによる観光情報の提供

３外国人観光客の誘致

１郊外型駐車場の整備

２歴史的建築物の整備・活用

３観光施設の整備

４広域観光の推進

５ホスピタリティの向上

２節 ７施策 ３０細施策

にぎわいに満ち、活力
ある産業を育てるまち

産業・観光

２　観光による
地域振興

４　商業の振興

1　地域経済の
活性化と産業振
興

２　雇用の促進と労働環境
の改善

２　観光環境の整備

１　新たな観光事業の推進

５　工業の振興

３　農業の振興

１　地域振興拠点の整備と
新しい産業の育成
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【第 5章 環境】 
第５章 節 施策 細施策

１環境基本計画の推進

２地球温暖化対策実行計画の推進

３一般廃棄物処理基本計画の推進

４緑の基本計画の推進

５環境マネジメントシステムの推進

６新たな計画等の検討

１パートナーシップの形成

２環境学習の推進

３市民・事業者の取組の支援

１省エネルギーの推進

２新エネルギーの導入促進

３その他地球温暖化対策の推進

１減量化の推進

２資源化の推進

３市民・事業者への啓発

１一般廃棄物（ごみ）の適正処理

２一般廃棄物（し尿）の適正処理

３産業廃棄物の適正処理

４不法投棄対策の徹底

１緑樹林地の保全と活用

２緑の創出

３水辺環境・農地の保全

４身近な野生生物の保全

１水・土壌環境の保全

２大気環境の保全

３騒音・振動・悪臭対策

４化学物質対策

５監視体制の充実

３節 ７施策 ２８細施策

人と自然がともに生き
る、地球環境にやさしい
まち

環境

１　総合的かつ
計画的な環境行
政の推進

１　自然環境の保全

２　循環型社会
の構築

３　環境保全対
策の推進

２　生活環境の保全

２　ごみの減量化、資源化

１　地球温暖化対策の推進

２　環境活動参加のための
しくみづくり

１　計画的な環境事業の推
進

３　廃棄物の適正処理
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【第 6章 地域社会と市民生活】 
第６章 節 施策 細施策

１コミュニティ意識の形成

２コミュニティ活動の促進

３コミュニティ施設の充実

１人権施策の推進

２人権教育の充実

３平和意識の高揚

４市民相談の充実

１人権の尊重と男女共同参画への意識づくり

２あらゆる分野への男女共同参画の促進

３多様な生き方が選択できる環境づくり

４男女共同参画を推進するための施設の整備

１青少年の社会参加の推進

２協力体制の拡充

３青少年施設の整備・充実

４青少年の人権擁護の推進

１地域防災計画の推進

２災害応急対策の充実

３防災意識の普及・高揚

４危機管理体制の強化・充実

１初動消防力の強化

２救急業務体制の整備

３火災予防対策の推進

４庁舎建設等施設の充実

１防犯推進体制の整備

２防犯意識の高揚

３安全な地域コミュニティの推進

４規範意識の高揚と防犯教育の推進

５安全な都市環境の創出

１交通安全施策の推進

２交通安全施設の整備

３交通安全意識の啓発・高揚

４放置自転車等防止対策

５通学路安全対策の推進

１消費生活相談体制の充実

２消費者の自立の支援

３生活情報センターの整備・充実

１新斎場の整備

２現斎場の運営・管理の充実

３市民聖苑やすらぎのさとの運営管理の充実

２節 １０施策 ３９細施策

人と人とのつながりを感
じ、安全で安心して暮ら
せるまち

地域社会と市民生活

１　ふれあいと思
いやりのある地
域社会の形成

２　安全で安心
な暮らしの確保

１　地域コミュニティ活動の
推進

２　平和で思いやりのある
地域社会づくり

２　消防・救急体制の整備

１　防災体制の整備

３　防犯対策の推進

４　交通安全対策の推進

５　消費者対策の推進

３　男女共同参画社会の実
現

４　青少年健全育成の推進

６　葬祭事業の充実
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共通章 協働によるまちづくりと 

健全で効率的な行財政運営の推進 
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共 通  協働によるまちづくりと健全で効率的な行財政運営の推進 

第１節  協働によるまちづくり 

章  節  施策 施策の名称 

０ - １ - １ 市市民民参参加加とと協協働働のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

情報の共有が十分であると考える市民の割合（％） 29.8 H27年度 50.0 

（年度又は年度末の値） 

 

 

地方分権が進展する中で、市民に身近な行政を担う本市は、基礎自治体としての自主性

や自律性を高め、地域にふさわしいまちづくりを進めていくことが求められています。こ

のためには、市民と市が自治体を取りまく状況や地域の課題について共通の認識を持ち、

まちづくりに向けて互いに役割と責任を担うことが必要となります。 
本市では、各種審議会等の委員の公募、市民意見箱の設置、意見公募手続やタウンミー

ティングを実施し、市政への市民参加とともに行政運営の透明性の向上に努めてきました。

今後も、住みよい魅力あふれるまちを築くため、積極的な情報の公開とともに、市民の意

思を市政に反映していくことが求められます。 
また、地方自治体を取りまく社会経済情勢は、大きく変化し、公共サービスに対する市

民ニーズも複雑化・多様化しています。 
少子高齢化の進行は、社会保障制度の負担増、労働力人口の減少、地域社会や世帯構成

の変化などが見込まれ、公共サービスへも少なからず影響を与えるものと懸念されていま

す。また、これまで個人や家庭において対応してきた子育てや介護、地域における防犯や

防災などの課題にも公共サービスの対応が求められるようになっています。しかし、国・

地方を通じた厳しい財政状況により、従来のように行政のみが公共サービスを提供するこ

とが困難になっています。 
一方で、生活水準の向上に伴い、人々は物の豊かさから心の豊かさを求める傾向も強ま

っています。地域におけるボランティア活動に参加することに生きがいを見いだしたり、

公共的活動や行政活動にも高い関心を示すようになっています。 
本市では、平成 21年に川越市協働指針を策定し、公益的活動に対する助成や市と市民活

動団体が協働で公共サービスを実施してきました。 
川越にふさわしい、住みよい魅力あふれるまちを築くため、地域が主体となったまちづ

くりに向けて、体制整備や意識の醸成、事業の推進が求められます。 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 市民参加のしくみづくり 

① 住民自治の拡充や市政への市民参加を推進するため、自治基本条例(＊1）や住民投
票条例の制定を目指します。 
② 市政への市民参加をさらに進めるため、意見公募手続、各種審議会等の委員公募な

どについて充実を図るとともに、市政モニター制度など新たなしくみづくりについて

検討します。 
2 情報の共有化 

① 市民参加によるまちづくりを進めるため、さまざまなメディアを活用して行政情報

の積極的な提供に努めます。 
② 市民意見箱、市民意識調査、市政懇談会、タウンミーティング等に加え、事業単位

でのアンケート調査の実施などにより、市民ニーズ、意見、満足度等の把握に努め、

広聴機能の充実を図ります。 
3 行政の透明性の向上 

① 行政運営の透明性を確保するため、施策に対する説明責任の確保を図ります。 
② 公正で信頼される市政を推進するため、オンブズマン制度の充実を図ります。 
4 協働のしくみづくり 

① 協働を全庁的に推進していくため、職員の育成と行政体制の整備に努めます。 
② 協働による事業を展開していくための情報交換や相互交流など、市民活動を支援す

る場の確保に努めます。 
③ 市民、自治会等の公共的団体、ＮＰＯ、企業、大学等との協働による事業展開を図

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【指標解説】 

○ 情報の共有が十分であると考える市民の割合：市民アンケート調査において、市の行政に関する情

報提供について「満足」と答えた人の割合（％）と「やや満足」と答えた人の割合（％）を足した

ものです。 
【用語解説】                                    

＊1 自治基本条例：地方自治体における行財政運営の全般について理念や基本原則を定める条例。 

施策の推進 
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共 通  協働によるまちづくりと健全で効率的な行財政運営の推進 

第２節  行財政改革の強力な推進 

章  節  施策 施策の名称 

０ - ２ - １ 新新たたなな行行財財政政運運営営シシスステテムムのの構構築築 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

総合施策評価（％） － H27年度 100 

経常収支比率（％） 91.5 H27年度 80.0以下 

（年度又は年度末の値） 

 

 

地方自治体を取り巻く状況は、「地方分権一括法」などによる地方分権改革や，三位一体

改革などにより大きく変化しました。このような中、本市は平成 15 年に中核市へ移行し、

住民に身近なところで多くの行政サービスを提供できるようになるなど、自主性・自立性

が大きく向上しました。しかし今日の低迷する経済情勢により、歳入の根幹となる市税収

入が伸び悩み、財政状況は厳しいものとなっています。一方で、少子高齢化の進行や情報

化の進展などにより多様化する行政課題や、新たな市民ニーズに的確に対応することが求

められています。そのためには、限られた経営資源を最も有効に活用する都市経営の視点

から、本市が有する人材や公有財産、財源などの最適な活用を図ることが必要となります。 

本市では、コスト削減の観点から指定管理者制度やＰＦＩ手法(＊1)の導入を実施してき

ました。組織体制を係制からグループ制へ変更し、より効果的、効率的に業務執行できる

体制を整備しました。平成 21 年度には、財政収支見通しを基に、歳入・歳出における対応

策を盛り込んだ中期財政計画を策定しました。 

今後は、住みよい魅力的なまちづくりを推進していくために、自立した地方自治体が自

己決定と自己責任の原則のもとに、コストとサービスのバランスを考えながら、市民の視

点に立った行財政運営に努め、限られた財源や組織を有効に活用するシステムの構築が必

要となります。 

 
 

 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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【用語解説】                                    

＊1 ＰＦＩ手法：「民間資金の活用による公共施設等の促進に関する法律」に基づき、公共施設等の設

計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金や経営能力、技術的能力を活用することにより、効

率的かつ効果的に公共サービスを提供する手法です。 

1 地方分権の推進 

① 市民に身近なサービスが身近なところで行えるよう、地方分権の先導役である中核

市として更に権限の拡大を図ります。 
② 地方分権の推進及び行財政基盤の強化を図り、自立した持続可能な都市を目指すた

め、近隣自治体との合併について政令指定都市への移行の可能性も含め調査・研究を

進めます。 
2 将来に向けた中期財政計画の策定 

① 健全で持続可能な財政を維持し、「第三次川越市総合計画」に掲げた諸施策を計画

的に推進するため、中期財政計画の適切な見直しを検討します。 
3 成果を重視したマネジメントサイクルの確立 

① 計画、予算、評価の連携を図ることにより、Plan（計画）－Do（実施）－Check
（評価）－Action（改善）のマネジメントサイクルを確立し、目的と成果に基づいて
継続的な改革ができる行財政運営システムを構築します。 
② 各施策及びそれを構成する事業の重点化、効率化が適切に図れるような評価システ

ムを導入します。また、制度の成熟に合わせて市民等による外部評価の導入を検討し

ます。 
③ 行政サービスを効率的・効果的に提供するため、事業目的や効果を常に検証すると

ともに、市民等の意見を踏まえて事業を見直し、人材や財源などの経営資源の有効活

用を図ります。 
④ 経営戦略的な視点に立って重点事業を選定し、確実な施策の推進を図ります。 
⑤ 市政運営に経営的視点を取り入れるため、外部の有識者等の意見を聴くしくみを導

入します。 
4 民間の経営手法の活用 

① 事務の外部委託化をはじめ、指定管理者制度や PFI手法（＊１）の導入等により、
民間の経営ノウハウを効果的に活用し、市民サービスの更なる向上とコストの削減に

努めます。 
5 人材育成の推進 

① 人材育成基本方針に基づき、職員研修の更なる充実を図るとともに、職員の能力開

発、人事管理に関する新たな手法の確立と連携により、人材育成に努めます。 
6 行政サービスの向上 

① 申請や届出などに関する事務処理の効率化や窓口の拡大などを図り、中核市にふさ

わしい窓口サービスの充実に努めます。 
② 行政サービスをより効率的に提供するため、公共施設整備の在り方について検討し

ます。 

施策の推進 
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共 通  協働によるまちづくりと健全で効率的な行財政運営の推進 

第２節  行財政改革の強力な推進 

章  節  施策 施策の名称 

０ - ２ - ２ 効効率率的的なな社社会会資資本本整整備備のの推推進進 

 

 

 

 本市では、市民生活と経済活動を支える基盤である学校、公民館、道路、下水道など、

さまざまな社会資本を整備してきました。 
 その多くは、昭和 40年代から 50年代半ばにかけて人口急増に伴う市民サービスへの需
要の高まりに対応したことが背景となっています。学校や公民館などの公共施設について

は、その多くが今後の 10年から 20年の間に更新の時期を迎えます。 
 これらの社会資本については、今後適切な維持管理を行って施設の延命化や更新費用の

抑制に努めていくことが重要な課題となっています。また、効率的な行財政運営という観

点からも、これらの社会資本が有効に機能できるよう総合的かつ長期的視野で計画的な整

備を推進していく必要があります。 
 土地等の公有財産については、経営的視点に立った計画的かつ効率的な利用を図る必要

があります。平成 19年に「川越市公有地利活用指針」を策定し、公有地の利活用に関する
基本方針を明確にしました。平成 21年には、「指針」の実効性を高めるため、「川越市公有
地利活用計画」を策定し、計画的な利活用に取り組んでいます。 
 昭和 47年の建設から 35年以上が経過している本庁舎は、老朽化や急速なＩＴ化に対処
するため頻繁に修繕工事を実施しています。また、事務の拡大等による狭あい化に対処す

るため、平成 15年には東庁舎を建設しましたが、今後、本庁舎について積極的に検討して
いく必要があります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状と課題 
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※平成２１年５月現在、財産台帳に登録されている1,255物件（建築年不明のものを除く）
　　主な建物・・・小・中学校、保育園、公民館、市営住宅、本庁舎、文化会館等

公共施設等の建築状況（S25年～H21年）60年間　≪年別≫
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延床面積

旧耐震基準（昭和56年以前）579棟（46.1％） 新耐震基準 676棟（53.9％）

Ｓ47 本庁舎

S39市民会館

築30年

旧耐震基準（昭和56年以前）35万1,741㎡（51.5％） 新耐震基準 33万1,488㎡（48.5％）

（棟）
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1 社会資本マネジメントの推進 

① 効率的な社会資本の整備あるいは更新の時期を的確にとらえるため、社会資本に関

する整備更新計画を策定します。なお、整備や更新に当たっては、更新時期の適正化

に加えコストの削減を図ります。 
② 社会資本の効率的な整備及び運営のため、民間の経営能力や技術的能力を活用した

PFI手法の導入等の検討や外部委託化を推進します。 
③ 市が保有する公有財産の計画的かつ有効的な活用について検討します。 
2 庁舎等の建設 

① 狭あい化した本庁舎について、建設場所や規模などを検討します。 
② 市民が利用しやすい市役所・出張所とするため、施設の整備を検討します。 
③ 大東地区に地域の拠点となる機能を備えた施設の整備を推進します。 

施策の推進 
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共 通  協働によるまちづくりと健全で効率的な行財政運営の推進 

第２節  行財政改革の強力な推進 

章  節  施策 施策の名称 

０ - ２ - ３ 財財源源のの確確保保 

 

 

 

 低迷する経済の先行きが不透明なことから、歳入においては、確保できる財源が大幅

に変動することが予想され、長期的には少子高齢化による就労人口の減少などにより、

構造的な財源不足が生じる可能性があります。一方、歳出においては、高齢化社会の進

展により、社会保障関係経費の確実な伸びが見込まれ、道路など社会資本整備に充てる

財源の確保が困難な状況になることが予測されます。 
 本市の財政状況も、歳入の根幹をなす市税収入が平成２０年度には減少に転じ、一般

財源の総額は減少しています。また、歳出については、人件費、物件費などは減少した

ものの、義務的経費である扶助費や公債費の増嵩により、経常的経費が増加し、その結

果、平成２０年度には経常収支比率が９０％を超えることとなり、本市の財政構造の硬

直化は着実に進み、憂慮すべき状況と言わざるを得ません。 
 このような財政状況のもと、将来にわたって各種の施策を計画的に展開していくため

には、引き続き行財政改革を強力に推進していくとともに、限られた財源の中での事業

の重点化・効率化を図っていくことが必要です。 
また、自主財源をより多く確保するため、課税客体の的確な把握、収入率の向上、受益

者負担(＊1)の適正化を進め、安定した財政基盤を確立することが重要な課題となってい
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 
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【用語解説】                                    

＊1 受益者負担：公共サービスの提供によって、特別の利益を受ける者から、平等の原則上、当該公
共サービスに要する費用の一部を使用料、手数料、負担金等として負担していただくことです。 

＊2 市税収入率：市税の収入済額を調定額で除したものです。 

1 積極的な財源の確保 

① 厳しい財政状況に対応できる、弾力性のある財政構造と安定した財政基盤を確立す

るため、一般財源収入の確保に取り組みます。併せて適切な特定財源の確保に努めま

す。 
② 新たな地方税源の移譲等について国等に積極的に働きかけ、地方の安定した財政基

盤の確立に努めます。 
2 収入の向上対策 

① 市の主要な自主財源である市税収入を安定的に確保するため、収納体制の充実、組

織の強化に努めます。 
3 受益者負担の適正化 

① 受益者負担の適正化に向けた検討を積極的に行い、使用料等の定期的な見直しを実

施する等、受益に対する公平な負担と必要な財源の確保に努めます。 
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施策の推進 
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共 通  協働によるまちづくりと健全で効率的な行財政運営の推進 

第 2 節 行財政改革の強力な推進 

章  節  施策 施策の名称 

０ - ２ - ４ 電電子子市市役役所所のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

電子的な申請等が可能な手続数（件） 45 H27年度 100 

ホームページアクセス件数（万件） 110 H27年度 200 

（年度又は年度末の値） 

 

 

インターネットに代表されるＩＴの急速な進歩と普及は、市民生活や事業活動そして行

政サービスの在り方に大きな変化をもたらしています。 
情報通信ネットワークの基盤が整備され、様々な分野で情報化が進展したことにより、

市民がインターネットを通じて、いつでも、どこでも必要な情報を取得、活用したり、行

政サービスの提供を享受したりすることが可能となりました。しかし、その一方で、新た

なネットワーク犯罪やコンピュータウィルス、情報漏えいなどが大きな社会問題となって

います。 
本市では、行政サービスのオンライン化を推進するため、電子申請システムの充実を図

り、申請・届出可能な手続の数を段階的に増やしてきました。平成 20年度には公共施設予
約システムを導入し、平成 22年度には地方税の電子申告等を可能とするシステムを導入す
る予定です（H22.12導入予定)。 
また、市民と市との双方向による情報の流通を促進するため、ホームページで提供する

情報の充実や広範囲な市民意見等の募集を進めるとともに、バリアフリーに配慮したホー

ムページの作成を進めてきました。 
事務の電子化については、段階的に地図情報システムの構築を進めるとともに、電子入

札や課税など各種業務システムの充実を図ってきました。 
今後、更なる行政サービスの向上を図るためには、市民の視点に立ち、市民の利便性を

より重視した行政サービスのオンライン化を推進するとともに、市民が安心して行政サー

ビスを利用できるよう、情報セキュリティ対策(＊1)を強化していくことが重要です。 
また、健全で効率的な行財政運営を実現するためには、既存の業務の在り方に固執する

ことなく、費用対効果を十分考慮した事務の電子化を推進することが必要です。 

施策の指標 

現状と課題 
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1 行政サービスのオンライン化の推進 

① インターネットを経由して申請や届出ができるよう、電子申請システムで取り扱え

る手続を段階的に増やすとともに、電子的な手数料の納付などについて検討を進め、

既に運用しているシステムの利便性の向上を図ります。 

② ホームページにより、市民への情報提供を充実するとともに、市民の意見を収集し、

市民と行政との双方向による情報の流通を促進します。 

③ だれもが使いやすいホームページの充実に努めます。 

④ インターネットを用いた行政サービスを、だれもが安心して受けられるように、個

人情報の保護をはじめとする情報セキュリティ対策(＊1)の更なる充実を図ります。

2 事務の電子化の推進 

① 電子文書の処理や電子的な情報提供に対応するため、電子文書決裁・管理の検討を

行います。また、各種業務システムの導入や電子入札の推進を図ります。 

② 事務の電子化に合わせた業務の見直しを行い、更に業務の効率化を進めます。 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

【用語解説】 

＊1 情報セキュリティ対策：情報システムで取り扱う情報資産を、不正アクセス、漏えい・消失、利
用停止などの脅威から守ることを言います。 

施策の推進 
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共 通  協働によるまちづくりと健全で効率的な行財政運営の推進 

第 3 節 広域行政の推進 

章  節  施策 施策の名称 

０ - ３ - １ 広広域域行行政政のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

川越市民が川越市以外の６市町の施設を利用した人数

（人） 
84,443 H27年度 120,000 

川越市以外の６市町住民が川越市の施設を利用した人数

（人） 
44,766 H27年度 50,000 

（年度又は年度末の値） 

 

 

日常生活圏の拡大とともに人々のライフスタイルや価値観も多様化してきました。また、

地方分権が進展する中、住民に最も身近な市町村は、自主性・自律性の向上が求められて

います。このことから、広域的な問題や課題に対しては既存の市町村の枠を越え、独自性

を生かしながら相互に連携した取組を進める必要が生じてきました。 
本市は、広域的視点に立ったまちづくりを進めるため、「埼玉県川越都市圏まちづくり協

議会」(＊1)が平成 18 年４月に策定した第２次基本構想・基本計画（レインボープラン）
に基づき、公共施設の相互利用や講演会開催などの事業を通じて圏域住民の利便性の向上

や住民相互の交流を図っています。 
「埼玉県西部第一広域行政推進協議会」（＊2）では、さまざまな分野で広域的な課題に
ついて調査・研究を行い、構成市町の行政水準の向上に努めてきました。 
その他にも、本市は、各分野において住民の利便性の向上を図るべく多様な連携を進め

ています。 
また、本市は、平成１１年３月に第５次首都圏基本計画(＊3)において業務核都市(＊4)
に位置付けられたことから、埼玉県及び関係市とともに、平成 20 年 3 月に川越業務核都
市基本構想を策定し、地域の特性を生かしながら本市を中心とした個性的で魅力ある都市

の形成に努めています。 
今後も、広域行政を進める各市町との連携強化を図りながら、更なる広域行政の活用を

検討し、住民一人ひとりが心豊かな生活を送ることができるよう、個性を生かした、活力

あるまちづくりを進める必要があります。 
また、他の業務核都市との更なる連携を図りながら、自立性の高い地域として、個性的

で魅力ある都市を形成していく必要があります。 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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【用語解説】                                    

＊1 埼玉県川越都市圏まちづくり協議会：通勤・通学や商圏など一体的な日常生活圏を形成している
地域であることを踏まえ、相互に連携を図り、幅広い交流を通じて魅力ある地域づくりを進めて
いる任意の協議会です。 

＊2 埼玉県西部第一広域行政推進協議会：昭和45年10月に任意の協議会として設立され、昭和56年に
は地方自治法に基づく法定の協議会に位置付けられました。現在は、第3次埼玉県西部第一広域行
政圏計画に基づき各専門部会による広域的な課題について調査・研究を行っています。なお、平
成20年度末で国の広域行政圏施策が廃止となり、本協議会においても今後の協議会のあり方につ
いて検討が進められています。 

＊3 第5次首都圏基本計画：国土庁(現：国土交通省)が首都圏の目標とする社会や生活の姿を定めた基
本計画。計画期間は平成11年～平成27年の17年間で、現在、「川越広域連携拠点」の核都市とし
て川越市が業務核都市に位置付けられています。 

＊4 業務核都市：東京都区部に産業や人口が極端に集中することを防ぐため、業務や教養文化、レク
リエーションなどの都市機能を、首都圏の中核的な都市に分散させ、首都圏全体としてさまざま
な機能を適正配置するために整備される都市です。 

1 関係市町の連携強化 

① より効率的で効果的な広域行政の推進をめざし、関係市町との交流を深め、連携強

化に努めます。また、地方分権の進展を踏まえ広域行政の更なる活用について検討し

ます。 
2 レインボープランの推進 

① 公共施設の相互利用など広域的に対応することが望ましい事務事業の更なる拡大

や充実を図るなど、埼玉県川越都市圏まちづくり協議会の諸施策を積極的に推進しま

す。 
3 業務核都市としての機能の推進 

① 業務核都市基本構想に基づき、埼玉県及び関係市とともに、地域の特性を生かした

個性的で魅力あるまちづくりを推進します。 

施策の推進 
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第1章 

 ともに助け合い、一人ひとりが健康でいき

いきと安心して暮らせるまち 

－保健・医療・福祉－
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第 1章 ともに助け合い、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮らせるまち 

第 1 節 だれもが幸せに地域で暮らせるまちづくり 

章  節  施策 施策の名称 

１ - １ - １ 児児童童福福祉祉のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

保育園待機児童数（人） 108 H27年度 0 

（年度当初の値） 

 

 

我が国では、少子化の進行に伴い平成 17年に初めて総人口が減少に転じ、出生数、合計
特殊出生率(＊1)ともに過去最低を記録いたしました。平成 18年 12月の将来推計人口によ
れば、少子高齢化は今後一層進行し、本格的な人口減少社会が到来するとの見通しを示し

ています。 
 このような少子化の背景には、結婚、出産、子育てに関する国民の希望と現実との乖離

が存在しており、それを解消するためには「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の実現」と、その社会的基盤となる「包括的な次世代育成支援

の枠組みの構築」を「車の両輪」として進めていくことが必要不可欠であるとされていま

す。 
 こうした状況の下、本市では、平成 17 年 3 月に「かわごえ子育てプラン」前期計画を
策定し、児童福祉のみならず教育、環境、まちづくり等行政のあらゆる分野で総合的に取

り組むことにより、基本理念である「子どもと親と地域とがともに育ち支えあうまち川越」

の実現を目指して施策の推進を図ってきました。 
さらに、平成 22 年 3 月には同プランの後期計画を策定し、次代を担う子どもたちが安
心して生まれ、育つことができる地域社会の実現を目指しています。 
 今後は、ますます高まっている保育ニーズへの対応や各種保育サービスの充実、児童虐

待の予防と早期発見、家庭における子育て支援策の充実等さまざまな課題に対し、市民や

関係団体等との協働により、総合的かつ効果的な取組みを推進していくことが必要です。 
 

保育園待機児童数の推移                                              (各年 4月 1日現在) 

年 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

待機児童数 149人 93人 155人 184人 112人 99人 112人 117人 106人 108人

 

 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 子どもへの支援体制の充実 

① 子どもの健康づくりの施策を推進するため、各種健診、保健対策、小児医療等の充

実に努めます。 
② 子どもたちが心豊かに成長するように、さまざまな体験活動や交流を促進します。

③ 学童保育など放課後、休日等の子どもの居場所づくりを推進するとともに、家庭、

地域、学校等が連携して子どもの健全育成の取組に努めます。 
④ 子どもに対する虐待を未然に防ぐとともに、虐待の早期発見や被虐待児を保護する

体制を整備し、児童虐待防止対策の充実に努めます。 
⑤ 障害のある子どもや、さまざまな支援を必要としている子どもとその家族が、地域

で安心して生活できるよう、障害児施策の充実に努めます。 
2 親への支援体制の充実 

① 安心して妊娠・出産ができるよう、親の健康確保を支援します。 
② 育児についての悩みを解消し、子育ての喜びを実感することができるよう、親の学

びの機会や社会参画する機会の充実に努めます。 
③ 仕事と子育ての両立を支援するため、育児休業、再雇用制度等の普及を促進すると

ともに、各種講座等を開催し、ワーク・ライフ・バランスの推進・啓発に努めます。

④ 多様化、増大する保育ニーズにこたえるため、通常保育、延長保育等の拡充に努め

るとともに、保育の質的向上に努めます。 
⑤ ひとり親家庭等が精神的にも経済的にも自立して生活することができるよう、ひと

り親家庭等の自立支援を推進します。 
⑥ 子育て家庭の負担を軽減するため、こども医療費助成制度の充実を図ります。 
⑦ 子どもを幼稚園に通園させている保護者の負担を軽減するため、幼稚園就園奨励費

の充実を図ります。 
3 地域の支援体制の充実 

① 子どもが身近な地域で心身とも健やかに成長することができるよう、地域における

子育て支援サービスの充実に努めます。 
② 家庭教育講座や地域活動の推進により家庭や地域における教育力の向上に努めま

す。 
③ 子育て中の家庭が地域とつながり、人と人との輪を広げるため、子育てに関する情

報提供の充実に努めます。 
④ 子育て中の家庭への支援を充実するため、地域の子育てに関連する機関のネットワ

ークづくりや子育てサークル等への支援に努めます。 
 
合計特殊出生率 

年 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

川越市 1.21 1.17 1.20 1.19 1.17 1.12 1.19 1.15 1.17 1.18 

埼玉県 1.23 1.30 1.24 1.23 1.21 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 

全国 1.34 1.36 1.33 1.32 1.29 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 

   （注）埼玉県保健統計年報による 
 
【用語解説】                                    

＊1 合計特殊出生率：１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が
一生の間に生む子どもの数に相当します。 

施策の推進 
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第 1章 ともに助け合い、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮らせるまち 

第 1 節 だれもが幸せに地域で暮らせるまちづくり 

章  節  施策 施策の名称 

１ - １ - ２ 高高齢齢者者福福祉祉のの推推進進 

 

 

 

現在、我が国は世界に例のないスピードで高齢化が進行しており、今後も、引き続き高

齢者人口が増加するものと見込まれています。本市においても６５歳以上の高齢者人口は、

平成２１年１０月１日の６８，４６８人から平成２７年には９０，９８８人になると予想

されており、市民４人にひとりが高齢者という時代が間もなく訪れようとしています。ま

た、核家族化の進行により高齢者のみの世帯及び高齢単身世帯も増加しています。 
こうした状況を踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができ

るように、支援や介護が必要な高齢者に対して各種サービスを提供し、高齢者福祉の充実

を図ってきました。 
本格的な高齢社会の到来に伴い、高齢者が健康で生きがいのある充実した老後を過ごす

ことは、本人・家族のしあわせはもちろん社会全体の活力を維持し続けるためにも不可欠

なものです。今後は、支援や介護が必要な高齢者に対する施策を継続するとともに、高齢

者の社会参加や介護予防の促進を図る必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状と課題 
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1 生きがい対策の充実 

① 高齢者のふれあい交流の拠点整備を図り、生きがいづくりを支援します。 
② 高齢者の価値観やライフスタイルの多様化に合わせた生涯学習、就労機会の拡大、

世代間交流の活動などを促進します。 
2 介護予防・生活支援の推進 

① 健康の保持・増進を図り、心身の状態の悪化を防ぎ、健康で生きがいのある生活を

送れるよう、介護予防・生活支援の観点から在宅での生活を支える施策を推進します。

② 介護や支援が必要な高齢者等の日常生活を支援する在宅福祉サービスの充実に努

めます。 
3 包括的地域ケア体制の整備(＊1) 
① 地域の身近な窓口となる総合相談体制を整備します。 

② 包括的・継続的なマネジメントがはかれるよう人材の育成や保健・医療・福祉サー

ビスの関係機関との連携を促進します。 
③ 要援護高齢者等の支援のため、迅速で適切な対応が図れるよう民生委員・児童委員

やボランティア等による関係機関等のネットワークづくりを更に推進します。 
4 介護サービスの充実 

① 介護サービス事業者が、適正なケアマネジメント(＊2)に基づき介護サービスが提供
できるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)(＊3)の質的な向上を図ります。 
② 利用者による良質な介護サービスの選択を支援するため、行政と介護サービス事業

者との連携を図り、サービスの質の向上を促進します。 
③ 介護保険制度の適正で効率的な運用に基づき、計画的な介護サービスの提供を促進

します。 
5 居住環境の整備・充実 

① 住宅改善等に対する支援の充実を図ります。 

② 在宅での生活が困難な高齢者のため、養護老人ホーム等の各種施設の整備・充実を

図ります。 
6 福祉医療サービスの充実 

① 高齢者の医療サービスの充実について検討します。 

 
 
 
 
 
 
【用語解説】                                    
＊1 包括的地域ケア体制の整備：介護保険の介護サービスやケアマネジメントのみでは、高齢者の

生活をすべて支えられないことから、高齢者虐待等や権利擁護などの介護以外の問題にも対処
しながら、保健・医療・福祉の専門職やボランティアなど地域のさまざまな資源を統合した包
括的なケアが提供される体制を整備していくことを言います。 

＊2 ケアマネジメント：介護サービス計画(ケアプラン)に基づき、要介護者一人ひとりの心身の状況
や家族状況、本人や家族の意見を踏まえた上で各種サービスを適切に組み合わせ、計画的にサ
ービスが提供されるようにすることです。 

＊3 介護支援専門員（ケアマネジャー）：要介護者又は要支援者からの相談に応じたり、心身の状態
に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう、市や居宅サービス事業者、介
護保険施設等との連絡調整を行う人を言います。要介護認定に必要な訪問調査や介護サービス
計画（ケアプラン）の作成も行います。 

施策の推進 
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第 1章 ともに助け合い、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮らせるまち 

第 1 節 だれもが幸せに地域で暮らせるまちづくり 

章  節  施策 施策の名称 

１ - １ - ３ 障障害害者者福福祉祉のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

障害者施策の満足度（％） 
30.1 

(H17年度) 
H27年度 40 

(年度又は年度末の値） 

 

 

障害のある人は、年々増加傾向にあるばかりでなく、高齢化、障害の重度化・重複化が

進んでいます。 
平成 18年４月から「障害者自立支援法」が施行されたことに伴い、従来の措置費、支援
費の事業体系から新たな事業体系へと転換しつつあります。平成 19 年 3 月に「障害者自立

支援法」に基づく「川越市障害福祉計画」を策定するとともに、地域の障害福祉に関する

システムづくりの場として川越市地域自立支援協議会を設置し、障害者福祉の充実に取り

組んできました。 

障害のある人が健康でいきいきと安心して暮らすためには、市民一人ひとりの、障害や

障害のある人についての理解が重要であり、また、障害のある人の特性や障害の程度に応

じた保健・医療・福祉のサービスの充実が求められています。 
更に、障害の有無にかかわらず、だれもが人格と個性を尊重し合い、ともに生きる社会

（ノーマライゼーション）の実現が求められています。 

障害のある人が在宅で生活するためには、障害の程度に応じた支援が必要となります。

そのため、今後より一層、在宅福祉サービスの充実、就労の機会の拡大、社会参加の促進、

生涯にわたる学習機会の充実などを進めていく必要があります。 

 

 

手帳所持者数の推移             （人） 

 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

身体障害者 7,967 7,998 8,737 9,094 

知的障害者 1,389 1,394 1,439 1,524 

精神障害者 703 832 933 1,078 

 

施策の指標 

現状と課題 
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1 保健・医療サービスの充実 

① 障害の発生予防及び早期発見、早期療育事業の充実に努めます。 
② 重度障害者（児）とその家族の経済的負担を軽減するため、医療費公費負担制度の

充実を図ります。 
2 生涯にわたる学習機会の充実 

① 障害のある子どもの乳幼児期における成長を支援するため、相談・支援の充実を図

ります。 
② 障害のある子どもたちの教育を充実させるために、特別支援学級等の学校教育の充

実を図ります。 
③ 障害のある人の学習機会を提供するために、公民館等において障害のある人のため

の講座の充実を図ります。 
3 雇用・就労の促進 

① 障害のある人が、能力に応じた働く場を確保できるよう、川越市障害者就労支援セ

ンターの充実に努めます。 
② 障害の種類・程度に応じ、一般企業で働く企業就労や、施設で働く福祉的就労(＊

1)の促進に努めます。 
4 社会参加の拡充 

① 障害のある人の社会参加を促進するため、広報・広聴活動の充実を図ります。 

② 市、埼玉県等のスポーツ大会への参加を促進します。 
③ 障害のある人を支援するボランティア組織の充実を図ります。 
5 福祉サービスの充実 

① 利用しやすい在宅福祉サービスの充実を図ります。 
② 各種障害者施設の整備を促進します。 
③ 障害者相談支援事業の充実を図ります。 
6 障害及び障害のある人を理解するための施策の推進 

① 障害者週間記念事業などを通じ、障害のある人とない人、また障害のある人同士の

交流の機会の拡大を図ります。 
② 小・中学校と福祉施設、特別支援学校との交流などを行い、福祉教育の推進に努め

ます。 
 
 
 
 
【指標解説】                                    

○ 障害者施策の満足度：障害者計画等策定のためのアンケート調査(対象者は身体障害者、知的障害

者、精神障害者、難病患者)において、市の障害者施策について「満足」と答えた人の割合(%)と「や

や満足」と答えた人の割合(%)を足したものです。 

【用語解説】                                    

＊1 福祉的就労：一般企業での就労が困難な障害のある人が、各種の授産施設等で職業訓練等を受け
ながら作業を行うことを言います。 

施策の推進 
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第 1章 ともに助け合い、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮らせるまち 

第 1 節 だれもが幸せに地域で暮らせるまちづくり 

章  節  施策 施策の名称 

１ - １ - ４ 地地域域福福祉祉のの推推進進 

 

 

 

近年、少子高齢化の進展や地域における相互扶助機能の弱体化など、家庭や地域を取り

巻く環境が大きく変化し、高齢者の孤独死、家庭内暴力、虐待、ひきこもりなどが新たな

社会問題となっています。これらの多様化する地域の問題に対して行政のみで対応するこ

とは困難であることから、平成１２年に改正された社会福祉法においては、基本理念のひ

とつに地域福祉の推進が掲げられ、これに向けて住民や各種団体、事業者等と協力しなが

ら、ふれあい・助け合い・支え合いの地域づくりを行うことが求められています。 
このような状況を踏まえ、地域住民や地域の組織、各種団体、事業者等の参画を得なが

ら、平成１８年３月に「川越市地域福祉計画」を策定し、市民一人ひとりが、住み慣れた

地域において、その人らしく、輝き、安心して、いきいきと暮らすことができる地域づく

りを推進してきました。 
地域福祉に対する意識啓発を目的に毎年開催している地域福祉講演会や地域福祉活動の

立上げを支援する地域福祉活動補助金により、徐々に地域福祉に対する理解が進み、地域

が抱える課題を住民同士の助け合いで解決しようという動きも現れてきています。 
地域福祉の実現にあたっては、あらゆる市民の理解と協力が欠かせません。そこで、地

域福祉に対するより一層の理解促進を図り、これからの時代に相応しい地域の助け合い機

能を構築する必要があります。さらには、支援を要する人や地域が抱える課題に地域全体

が協力・連携して対処できるよう、福祉支援ネットワーク(＊1)の構築を図ることが重要と
なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状と課題 
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1 市民参加の促進 

① 情報提供や知識・技術を学ぶ機会の提供など市民やボランティア団体の活動の支援

に努めます。 

② 市民の主体的参加を図るため、市民相互の交流事業や学習会等の開催を促進しま

す。 

③ 広報やホームページなどを活用して、市民が手軽に必要な情報を入手できるように

努めます。 

④ 市民のボランティアなどの活動への参加意欲の高まりに対応するとともに、地域で

の活動を活性化させるため、ボランティアの養成・確保を支援します。 

2 地域における福祉サービスの適切な利用の促進 

① 福祉サービスを必要とする市民のために、相談支援体制の整備や必要なサービスを

利用することができるしくみづくりに努めます。 

② 権利擁護や苦情解決など適切なサービス利用を支援する制度の整備を図ります。 

3 社会福祉事業への支援 

① 社会福祉事業者が提供する多様なサービスの振興を促進し、これらと行政サービス

の連携による協働の実現に努めます。 

4 社会福祉協議会の基盤の整備強化 

①  地域福祉の担い手である社会福祉協議会の基盤の整備強化を促進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【用語解説】 

＊1 福祉支援ネットワーク：地域における活動の担い手である地区社会福祉協議会、民生委員・児童
委員、自治会、老人クラブ、ボランティアサークル等の連携。 

施策の推進 



- 58 - 

第 1章 ともに助け合い、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮らせるまち 

第 1 節 だれもが幸せに地域で暮らせるまちづくり 

章  節  施策 施策の名称 

１ - １ - ５ 社社会会保保障障のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

特定健康診査受診率（％） 38.2 H27年度 80.0 

要介護認定者数に占める介護サービス利用者の割合

（％） 
78.0 H27年度 81.5 

（年度又は年度末の値） 

 

 

急激な少子高齢化による人口構成の変化を背景に、社会保障の機能を強化し、同時に安

定的な持続できる制度にしていくことが求められています。また、景気低迷による雇用情

勢の悪化により、失業者が増加し、生活保護の申請が急増しています。 
国民健康保険制度については、医療費の適正化、国民健康保険税の収納率向上等に努め

てきました。年々医療費は増大し、厳しい運営状況が続く中、今後は健康づくり支援のた

めに保健事業の推進が重要となります。また、制度維持のため、実施主体の広域化等の検

討が課題となっています。 
後期高齢者医療制度については、政府が新たな制度の検討を進めています。その動向を

見据えながら、埼玉県後期高齢者医療広域連合(＊1)と連携を図り、制度の健全な運営に努
める必要があります。 
国民年金制度については、窓口で各種届出の受付や制度の説明、相談を行うとともに広

報紙等を通じて制度の啓発に努めてきました。今後さらに年金事務所(＊2)と連携し、国民
年金に対する理解を深め、不安の解消を図る必要があります。 
介護保険制度については、介護サービスの利用促進、介護給付費の適正化に努めてきま

した。高齢化の進展に伴う介護ニーズの増加に対応するため、介護サービスの計画的な整

備充実を図る必要があります。 
生活保護制度については、面接相談員等による相談体制の充実に努めてきました。生活

保護の申請が急増している中、今後、さらに実施体制の充実を図り、保護の適正実施を図

る必要があります。 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 国民健康保険制度の健全な運営 

① 診療報酬明細書の効率的な点検等を行い、医療費の適正化対策を推進します。 

② 健全な運営を行うため、国民健康保険税の適正化に努め、収入の確保を図ります。

③ 生活習慣病予防を図るとともに健康づくりを支援するため、保健事業の推進を図り

ます。 

2 高齢者に対する医療制度の円滑な運用 

① 後期高齢者医療制度の周知を図り、安定的かつ健全な制度運営に努めます。 

3 国民年金制度の啓発 

① 年金事務所との連携を図り、年金相談体制の充実を図ります。 

② 市民の年金受給資格を確保するため、広報紙等により国民年金制度の啓発を推進し

ます。 

4 介護保険制度の健全な運営 

① 介護保険の適正なサービス利用を図るため、介護給付適正化の取組を進めます。 

② 低所得者等に対する利用者負担を軽減することにより、介護サービスの利用の促進

を図ります。 

5 生活保護制度の適正な運用 

① 保護の受給要件の的確な把握等による制度の適正な実施を図ります。 

② 面接相談体制等実施体制の充実強化を図ります。 

③ 民生委員等関係機関との連携の強化を図ります。 

●国民健康保険加入者、医療費等の推移        世帯数、被保険者数は年間平均数 

※医療給付費とは、一般被保険者及び退職被保険者の療養給付費、療養費(移送費含む)、高額療養費の合計 

●要介護認定者数と介護保険給付費の推移                 要介護認定者数は年度末現在 

区分 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

要介護認定者数 6,876 7,377 7,821 8,381 8,929
介護保険給付費(千円) 8,605,079 9,254,809 9,705,560 10,644,584 11,520,731

●生活保護被保護世帯と保護率の推移                    年度平均 

区分 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

被保護世帯数 1,780 1,838 1,888 1,954 2,086
保護率 (‰) 8.2 8.4 8.5 8.6 9.0
※保護率は被保護人員/人口；千分率表示 

 

 

【用語解説】                                    

＊1 埼玉県後期高齢者医療広域連合：後期高齢者医療制度を運営する特別地方公共団体で、埼玉県内

の全ての市町村が加入し、被保険者の資格管理や医療の給付、保険料の賦課に関する事務等を行

っています。 

＊2 年金事務所：平成２２年１月１日の「日本年金機構」の設立に伴い、従来の社会保険事務所は「年

金事務所」と名称が変わりました。 

区分 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

世帯数 60,327 61,573 62,606 63,144 53,867

被保険者数 115,822 116,970 117,430 117,152 96,746

医療給付費(千円) 15,779,571 17,373,076 18,432,715 19,791,298 20,867,358

施策の推進 
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第１章  ともに助け合い、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮らせるまち 

第２節  生涯を通じた健康づくりと安全なまちづくり 

章  節  施策 施策の名称 

１ - ２ - １ 健健康康づづくくりりのの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

運動習慣者の割合（％） 
35.3 

（H21 年度） 
H27年度 36.0 

（年度又は年度末の値） 

 

 

急激な少子高齢化が進行する中で、市民一人ひとりが、生涯にわたり健康でいきいきと

した人生を送ることができるように支援することが求められています。健康づくりは本来、

市民一人ひとりが主体的に取り組む課題ですが、個人の努力だけでは限界があります。そ

のため、社会全体として支援することが必要です。また、市民が心身の健康を保持し、豊

かな人間性を育むために「食育」を推進する必要があります。 
本市では、平成 17年に策定した「川越みんなの健康プラン（健康日本２１・川越市計画）」
に基づいて、市民の生涯を通じた健康づくりを推進するため、関係機関との連携を強化し、

健康診査事業、健康教室、健康相談等健康増進事業を進めてきました。また、家庭、学校、

地域など様々な場所において、市民、関係機関・団体、行政が一体となった「食育」を目

指した「川越市食育推進計画」を平成 22年 3月に策定しました。これらの計画を受けて、
自主的な健康づくりのための市民活動を支援し、事業を推進するための基盤整備を進めて

います。 
 今後、市民一人ひとりが心身ともに健やかな人生が送れるよう、ライフステージに対応

した健康づくりの一層の推進が求められ、健康づくりを支援する基盤整備の充実が課題と

なっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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している
 44.6%していない

 51.9%

無回答
 3.5%

0.3%

2.2%

35.3%

3.2%

3.8%
６か月未満

６か月以上
１年未満

１年以上

わからない

無回答

 
 

 
 
平成 21 年度 川越市民の健康についてのアンケート調査結果 

＜運動習慣者の割合＞ 
 1日 30分以上、週 2回以上の運動状況とその期間の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指標解説】                                    

○ 運動習慣者：1回 30 分以上の運動を週 2回以上実施し、1年以上継続している人を言います。 

1 健康づくりの支援 

① 各種会議等を実施し、関係機関・団体とのネットワークを構築するとともに目的に

応じた連携を行い、健康づくりの基盤整備を図ります。 
② 市民の自主的な健康づくりを支援するため、保健推進員等の団体の育成あるいは支

援を行います。 
③ 食育の推進及び歯科保健の充実を図ります。 

2 母子保健の充実 

① 健やかな子どもたちの育成を支援するため、関係機関との連携を強化し、健康診査、

健康相談、健康教室等を充実させるとともに、次代の親となる思春期から、妊娠、出

産、育児期にわたる母子保健の充実を図ります。 
3 成人保健の充実 

① 一人ひとりが健康でいきいきとした人生を送ることができるように、生活習慣病の

予防、心身の健康の保持増進を目的とした健康診査、健康相談、健康教育等を、関係

機関との連携を図り充実させるとともに、生涯にわたる健康づくりを支援します。 

施策の推進 
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第１章  ともに助け合い、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮らせるまち 

第２節  生涯を通じた健康づくりと安全なまちづくり 

章  節  施策 施策の名称 

１ - ２ - ２ 保保健健衛衛生生・・医医療療体体制制のの充充実実 

 

 

 

医療技術の進歩、市民の医療に対する意識の変化など医療を取り巻く環境は急激に変化

しています。平成２１年には、全世界をまき込んだ新型インフルエンザが発生し、今後も

新たな感染症の発生が危惧されています。 
また、仕事や生活に関するストレスから、不安や悩みを強く感じる人の増加が大きな問

題となっています。食品の安全性についても、輸入冷凍餃子事件等をきっかけに漠然とし

た不安を感じる人が増加し、保健所への相談件数が増えています。 
このような状況の中、保健衛生の施策を推進するにあたっては、市保健所を中心として

相談事業や普及啓発などを通した精神保健対策や感染症対策の推進を図ってきました。ま

た、食の安全・安心の確保や衛生的で快適な生活環境の確保のために、監視・指導や検査

を行ってきました。さらにイベントや広報紙を活用した動物愛護の普及啓発に努めてきま

した。今後、これらの施策をより推進し保健衛生の向上を確保するため、他の関係機関と

の連携を強化し施策の実施体制の充実を図る必要があります。 
医療体制については、初期救急医療の充実や、特定の医療機関への過度の患者集中を緩

和する施策などを中心に対策を進めてきました。併せて公的医療機関の在り方についての

調査・検討を行っています。今後、市民にとって安心な医療が将来にわたって受けられる

ように、医療体制をいかに確保していくかが課題となっています。 
また、平常時から健康危機の発生の防止に努めるほか、緊急時の健康危機管理体制の強

化を図る必要があります。 
 

現状と課題 
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1 精神保健対策の推進 

① 市民の心の健康づくりを推進するため関係機関と連携を図りながら、精神保健相

談・訪問指導を充実します。 
② 精神障害者の社会復帰と自立を支援し、社会経済活動への参加を促します。 
③ 精神保健に関する正しい理解と知識の普及啓発や関係組織の育成に努めます。 
2 感染症予防対策の推進 

① 結核・エイズをはじめとする感染症の正しい知識の普及啓発を図り、感染症の予防

とまん延の防止に努めます。 
② 関係機関や団体との協働による疾病予防体制の整備を図るとともに、緊急時におけ

る危機管理体制を強化します。 
3 地域医療体制の整備・充実 

① 市民への適切な医療の提供を確保するため、地元医療団体等と連携して「かかりつ

け医」の定着、病診連携の推進、救急医療体制の整備など、医療機能の充実を図りま

す。 
② 公的医療機関の在り方を検討し、市民が安心して利用できるよう実状にあった整備

を図ります。 
③ 薬に関する正しい知識の普及啓発に努めます。 
4 食の安全・安心の確保 

① 食品の製造所や販売店への監視指導と検査体制を強化し、食の安全・安心を確保す

るとともに、食品衛生に関する正しい知識の普及に努めます。 
5 衛生的で快適な住環境の確保 

① 公衆浴場や理容所など、生活に密着した生活衛生施設の衛生水準の維持向上のた

め、監視指導体制の充実に努めます。また、衛生害虫(＊1)等の相談・情報提供を行い
ます。 
② 特定建築物(＊2)の衛生的な維持管理の指導に努めます。 
6 人と動物が共生できる豊かな社会づくり 

① 犬・猫等の適切な飼い方の知識や動物愛護思想の普及啓発に努め、人と動物が共生

できる豊かな社会づくりを推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
【用語解説】                                    

＊1 衛生害虫：病気を媒介したり、吸血や刺すことによって人に害を与えたり、ひとに不快感を与え
る昆虫などを言います。 

＊2 特定建築物：「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、維持管理上特に配慮が
必要な 3,000 ㎡以上の面積を有する建物を言います。 

施策の推進 
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第 1章 ともに助け合い、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮らせるまち 

第 3 節 安心できる生活を支えるしくみづくり 

章  節  施策 施策の名称 

１ - ３ - １ 保保健健・・医医療療・・福福祉祉のの連連携携 

 

 

 

少子高齢化の進展に伴い、保健・医療・福祉サービスに対する市民のニーズは多様化、

高度化しています。ニーズに対応し、適切なサービスを提供していくためには、市民一人

ひとりに応じた最適なサービスの種類などについて適切に判断し、総合的・一体的に提供

する体制が必要であり、保健・医療・福祉のサービス提供部門の連携が一層求められてい

ます。 
また、社会福祉の基礎構造改革(＊1)により、社会福祉にかかわるサービスは、行政が行
う「措置」から市民自らが「選択・契約」するものへと転換されるとともに、サービスを

提供する事業者も従来の社会福祉法人に加えて、営利法人やＮＰＯ法人(＊2)が参入できる
ようになり、その数も増加しています。 
このような状況の中、市民に身近な保健・医療・福祉のサービスを効率的に提供できる

よう、社会福祉審議会、市民健康づくり推進協議会、歯の健康づくり推進検討委員会の開

催や社会福祉協議会を軸とした関係機関の連携に取り組み、また、市民に地域福祉につい

ての理解を深めてもらうため、地区社会福祉協議会役員や民生委員等、地域リーダーを主

な対象とし、地域福祉講演会を毎年開催しています。 
利用者主体のサービスを総合的かつ効率的に提供するためには、サービスの提供主体で

ある行政、事業者、地域における様々な団体が連携し、地域に数多く存在する施設、人材、

組織、しくみといった社会資源を効率的に運用し、それぞれの専門分野に応じて役割を分

担することにより、きめ細かな対応を行う必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状と課題 
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1 保健・医療・福祉関係機関等の連携 

① 保健・医療・福祉サービスを提供している関係機関や事業者との情報の共有化や連

絡協議会の設置など連携の強化を図ります。 
2 地域関係団体（者）の連携 

① 市民の最も身近なところにあって活動している地域の自治会、民生委員・児童委員、

保健推進員等の地域関係団体（者）のネットワークづくりなど連携の強化を図ります。

3 行政における連携体制 

① 横断的な情報の活用及び総合的なサービスの提供を図るため、市組織の連携体制の

充実を図ります。 
② 連携体制の効果的な運用を図るため、情報機器を用いたシステムの改善を進めてい

きます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【用語解説】                                    

＊1 社会福祉の基礎構造改革：福祉サービスの受給者と提供者との対等な関係の確立や地域での総合
的な支援などを改革の理念とし、個人が必要に応じてサービスを選択して利用するという普遍的

な社会福祉の制度への転換を目指しています。 
＊2 ＮＰＯ法人：特定非営利活動法人の略称。政府、自治体や私企業とは独立した存在として、市民・

民間の支援のもとで社会的な公益活動を行っています。

施策の推進 
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くむまち 
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第 2章 学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

第 1 節 活力ある地域を創る生涯学習の推進 

章  節  施策 施策の名称 

２ - １ - １ 生生涯涯学学習習環環境境のの整整備備・・充充実実 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

学習施設利用者数（万人） 156 H27年度 200 

（年度又は年度末の値） 

 

 

生涯学習社会とは、いつでも、どこでも、だれでも、自由に学習や活動ができ、その成

果が適切に評価される社会です。こうした生涯学習社会に向けて、行政には市民が学びや

すい環境を総合的に整備していくことが求められています。また、人格の形成や知識基盤

社会(＊1）に向けて、市民が主体的に学び、連携する場を整備することは国の教育振興基
本計画に沿うものとなっています。こうした学習需要の広がりとともに、学習者と学習内

容の多様化がみられ、そのための施設整備も求められてきています。 
本市の最も市民に身近な学習施設は公民館であり、その施設の整備を図るとともにイン

ターネットなどを利用した学習情報の提供や学習相談体制の拡充、図書館や博物館などの

学習機能の拡充、高等教育機関との連携など、日常生活圏での学びを支援する学習環境の

整備に努めています。一方、市民が学習施設に求める機能は変化してきており、平成２０

年に開設した高階市民センター、平成２１年に開設した名細市民センターでは、従来の公

民館にない軽体育室や多目的室といった新たな学習環境を整えました。 
今後も高階、名細市民センターの施設機能に見られるような新たな需要に応えることが

求められるとともに、建設から時を重ねた社会教育施設等の大きな改修が控えており、総

合的な計画にもとづく学習環境の整備の必要が生じています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 生涯学習推進体制の確立 

① 社会の変化に合わせ、「生涯学習基本構想・基本計画」を見直します。 
② 生涯学習を推進するための拠点施設を設置します。 
③ 教育機関、関係課が連携を図り、市民の学習活動の支援ができるように、関係職員

の資質向上に努めます。 
2 身近な学習施設の整備・充実 

① 市民にとって身近な場で、多様な市民活動ができるよう、公民館をはじめとする学

習施設の整備・充実に努めます。 
② 市民が利用しやすい公民館とするため、施設機能の見直しを図ります。 
3 図書館サービス網の整備・充実 

① 「川越市図書館サービス網計画」に基づき、市民が身近な場所で図書館サービスを

受けることができるよう、中央図書館を中心とした各分館とのネットワークによる図

書館網の整備を目指します。 
② 図書館サービスに関する多様な市民要望にこたえるため、各分野の資料や学習・研

究情報の提供サービスの充実を図ります。 
③ 市民の図書館利用を促進するため、県立図書館、相互利用協定の図書館、大学や学

校図書館との連携・協力を推進します。 
4 博物館の整備・充実 

① 多様化する市民の学習活動への対応と観光に貢献する施設として、常設展示の見直

しを図るとともに、収蔵システムやスペースを検討し、収蔵機能の充実を図ります。

② 文化財及び観光拠点施設としての機能を継承していくため、本丸御殿・蔵造り資料

館の整備に努めます。 
5 高等教育機関等との連携・協働の推進 

① 近隣の大学などの高等教育機関との連携により、生涯学習の機会拡充を図ります。

② 市民の自主的活動を推進するため、NPO 団体等が交流する機会の拡充や支援を進
めます。 
③ 産学公の連携により、情報の共有化の推進と多様なプロジェクトの実施を図りま

す。 
学習施設利用者数の推移              （人） 

施設名 H11 年度 H12 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 

公民館 698,188 713,026 775,347 845,447 848,841 

図書館 240,177 235,283 231,259 483,565 519,908 

博物館 138,239 135,748 123,816 113,624 115,073 

合 計 1,076,604 1,084,057 1,130,422 1,442,636 1,483,822  
 

施設名 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

公民館 854,643 814,450 780,811 871,210 865,163 

図書館 506,783 499,218 490,328 479,269 600,173 

博物館 103,359 97,971 103,341 109,727 94,818 

合 計 1,464,785 1,411,639 1,374,480 1,460,206 1,560,154  
 
【指標解説】                                    
○ 学習施設利用者数：生涯学習の充実度を図る一つの指標として、公民館利用者数、図書館利用者数、

博物館入館者数の合計数を設定しました。 
【用語解説】                                    
＊1 知識基盤社会：一般的に知識が社会・経済の発展を駆動する基本的な要素となる社会を指します。

類義語としては、知識社会、知識重視社会、知識主導型社会などがあります。 

施策の推進 
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第 2章 学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

第 1 節 活力ある地域を創る生涯学習の推進 

章  節  施策 施策の名称 

２ - １ - ２ 生生涯涯ににわわたたるる学学習習活活動動のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

生涯学習事業参加者数（人） 110,501 H27年度 135,000 

（年度又は年度末の値） 

 

 

生涯にわたる学習活動は、市民自らがテーマを選び、自分にあった方法で必要なことを

学ぶものです。このため、多様な学習の機会が求められ、その提供が必要となっています。

また、国の教育の方向のひとつとして、教養と専門性を備えた知性豊かな人間の育成があ

げられ、社会の変化に応じた学習の機会の提供も求められています。そして社会全体で教

育の向上に取り組むことが基本的な方向となっており、地域の教育力の向上が、子どもの

安全・安心を確保し、自立して社会で生きていく力を育てるものとして、目指すべきもの

となっています。 
こうしたことから、生涯にわたる学習活動を推進するため、生涯学習に関する意識を調

査するとともに、公民館、博物館、図書館等の社会教育施設で各種の講座を開催していま

す。特に、少子高齢化や環境問題など社会の変化にともなう学習は、人格形成に影響をも

つ生涯の各時期における課題の学習とも重なり、社会的に要請される学習として取り組ん

でいます。さらに知識と経験を生かして社会に貢献いただく「市民講座」を市と市民の協

働の事業として実施しています。地域においては、市内全域に子どもサポート委員会(＊1)
を組織し、学校支援事業を含め、子どもたちの様々な体験や大人との交流、ふれあいの機

会を充実していく活動を展開しています。 
地域や国内外の様々な社会状況から、教育の振興に向けては、学校、家庭、地域、行政

を含めた社会全体で取り組むことが求められています。このことは、生涯にわたる学習活

動の進展とともに家庭や地域の教育力の向上につながることから、今後は、さらに地域活

動の支援の拡充を図る必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 多様な学習機会の創設 

① 市の関係各課、教育機関や民間等の学習情報や人材など学習資源の収集に努め、学

習情報の一元化を図り、市民にとって利用しやすい、学習情報の提供システムを整備

します。 

② 市民の学習意識や行動について把握するため、生涯学習に関する意識調査を定期的

に実施します。 

③ 市民主体の多様な学習や文化活動の促進、また社会の中で培った知識や技能が生か

される場の拡充を図るため、市民と市の協働による市民講座を提供します。 

2 社会の変化に応じた学習機会の提供 

① 子どもの成長段階や高齢期の生き方など、生涯の各時期に応じて生じる課題、特に

社会の変化に応じた学習課題に関する学習機会の充実を図ります。 

② 人権学習、環境学習、情報学習など現代的課題に対応した学習の機会を提供します。

3 地域の教育力の向上 

① 子どもたちの生きる力をはぐくむため、学校・家庭・地域社会の連携を更に深め、

地域や学校での学びを支援するシステムを整備し、個々に行われる事業を支援し、地

域の教育力の向上を図るため、地域ぐるみで教育活動を進めます。 

② 地域への愛着とまちづくりへの市民の参加意識を高揚させるため、郷土の歴史や伝

統文化などの地域の教育資源を学ぶ地域学習を推進し、活力あるまちづくりを進めま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指標解説】                                    
○ 生涯学習事業参加者数：生涯学習事業に対する市民の参加状況を示す指標として、公民館主催事業

の参加者数を設定しました。 
【用語解説】                                    
＊1 子どもサポート委員会：学校教職員、社会教育施設職員、地域の各種団体の代表、ボランティア

等で構成している地域や学校での子どもの学びを支援するための組織。 

施策の推進 
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第 2章 学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

第 2 節 個性を生かす学校教育の推進 

章  節  施策 施策の名称 

２ - ２ - １ 豊豊かかなな人人間間性性ををははぐぐくくむむ教教育育のの推推進進 

 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

中学校での年間不登校生徒出現率（％） 3.88 H27年度 2.75 

小学校第５・６学年１学級あたりの英語指導助手（ＡＥ

Ｔ）の年間訪問回数（日） 
５ H27年度 10 

小学校における年間平均読書冊数（冊） 45.3 H27年度 50 

中学校における新体力テスト総合評価（５段階）が３段

階以上の割合(％) 
84 H27年度 90 

（年度又は年度末の値） 

 

 

今日の多様化・複雑化する社会に対応して、児童生徒が個性を生かし豊かな人間性や確

かな学力を身に付け、生きる力をはぐくむことができるよう、学校教育の充実がより一層

求められています。また、いじめや不登校、児童生徒による非行問題行動等の課題解決に

向け、これまでの対応や施策をさらに進め、各学校の実態に応じた創意工夫のもと、家庭・

地域との連携を図り児童生徒の健全育成に努めていくことが求められています。 
本市では、一人ひとりの児童生徒へきめ細かな指導を行うため、市独自の少人数学級編

制の導入、生徒指導や教育相談体制の整備充実、地域人材の活用、特別支援教育の充実な

どに取り組んできました。また、中核市川越として教職員研修体系を確立させ、心豊かで

指導力をもった教職員の育成を推進してきました。 
さらに、個々の児童生徒の能力・適性・興味・関心に応じた指導を行うための少人数指

導やティーム・ティーチング等による指導方法の工夫改善、英語教育の充実のための英語

指導助手（ＡＥＴ）の派遣、情報活用能力育成のための情報機器等の整備、読書活動の充

実、体力向上の推進をさらに進めていく必要があります。また、家庭・地域との連携、小・

中学校の連携をより一層図るとともに、教職員の資質の向上に努める必要があります。 
 
 

 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 個に応じた教育の推進 

① 少人数学級のための臨時講師配置など、個性を生かし確かな学力と豊かな心をはぐ

くむ教育を推進します。 
2 学校間の連携の推進 

① 小・中学校間等の連携を深め、学校教育の充実・活性化を図ります。  

3 生徒指導・進路指導の充実 

① さわやか相談員やステューデントサポーター等を活用し、不登校児童・生徒の解消

に努めます。 

② きめ細かな生徒指導、中学生社会体験事業の実施等を通して、生徒指導・進路指導

の充実に努めます。 
4 地域に開かれた特色ある学校づくりの推進 

① 学校評議員制度や地域人材の活用事業、日本語指導ボランティアの派遣などを通し

て、地域人材の積極的な活用を図るとともに、地域との連携を推進します。 
5 教職員の資質向上 

① 教育課題や各教職員の経験や職能に応じた各種研修事業を充実させ、豊かな人間性

と確かな指導力を持った教職員の育成に努めます。 
6 特別支援教育の充実 

① 障害のある児童生徒・学習障害のある児童生徒一人ひとりの自立に向けたきめ細か

な支援を行います。 
7 英語教育・外国語（英語）活動及び国際理解教育の推進 

① 英語指導助手（ＡＥＴ）の増員配置など、英語力の育成や外国語（英語）活動、国

際理解教育の充実に努めます。 
8 小・中学校情報教育の推進 

① コンピュータ施設・設備の充実を図り、情報活用能力の育成に努めます。 

② 情報モラル教育の充実に努めます。 
9 読書活動の充実及び体力向上の推進 

① 読書活動の充実を図り、豊かな心の育成に努めます。 

② 自ら進んで体力向上を目指す児童生徒の育成に努めます。 

 

 

 

 

 

【指標解説】                                    

○ 中学校での年間不登校生徒出現率：何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因･背景に

より、1年間に３０日以上学校に登校できない生徒の割合です。（ただし、「病気」や「経済的な理

由」による者を除きます。） 

施策の推進 

不登校児童生徒の出現率の変遷（％）
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第 2章 学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

第 2 節 個性を生かす学校教育の推進 

章  節  施策 施策の名称 

２ - ２ - ２ 教教育育環環境境のの整整備備・・充充実実 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

小・中学校施設の耐震化率（％）  56 H27年度 100 
（Ｈ24年度）

大規模改造工事進ちょく率（％） 36 H27年度 50 

小・中学校図書館図書標準の達成率（%） 71 H27年度 100 

（年度又は年度末の値） 

 

 

本市では、一人ひとりの児童生徒に安全・安心な生活を確保し、健やかな成長をはぐく

むために、小・中学校の施設・設備の大規模改造工事・耐震補強工事等を実施し、学習環

境の整備・充実を図ってきました。また、学校給食センターの整備事業、育英資金貸付制

度の充実を推進しています。 
特に、耐震補強工事については、平成２４年度の完了を目指し取り組んでいます。耐震

化が完了した後は、校舎・体育館等の損耗、機能低下を復旧させるための大規模改造工事

や改築を含めた具体的な計画の策定に向け検討を進めていく必要があります。また、併せ

て、少人数学級の拡大、多様な学習形態などに対応する必要があります。 
市立川越高等学校については、中高一貫教育を目指した改革・充実を図るため、継続的・

多角的に将来構想について検討を進めていく必要があります。 
学校のよりよい教育環境を整え、教育効果を高め、教育内容の充実を図るためには、学

校図書館の図書の整備や学校給食センターの充実等に取り組む必要があります。また、小・

中学校の適正配置や規模及び通学区域に関することについては、地域差による児童生徒数

の増減に伴う学校の配置や学校規模を見直すとともに、通学区域の弾力化等について検討

し、小・中学校間の連携を深め、学校教育の活性化を図る必要があります。更に、教職員

研修の効果的で効率的な実施のために、教育センター(＊1)の機能及び施設・設備の充実を
図っていく必要があります。 

 
 
 

 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 学校施設の整備・充実 

① 学校の耐震補強工事や大規模改造工事などを計画的に進め、安全で安心な教育環境

の整備・充実を図ります。 
② 地域の学習施設としての学校施設の総合的な整備・活用を検討します。 
2 小・中学校の適正配置と通学区域の弾力化 

① 地域差による児童生徒の増減に伴う学校の配置や学校規模の見直し、通学区域の弾

力化等について検討し、学校教育の活性化を図ります。 
3 学校図書館の充実 

① 全市立学校の図書館の図書の充実を図り、児童生徒の読書活動を推進します。 
4 学校給食の充実 

① 老朽化した学校給食施設は、改築計画を策定し、整備を図ります。 

② 学校給食施設の整備や献立を充実させ、安全でおいしい学校給食を提供するととも

に、給食指導や食に関する指導を通じて児童生徒の食育を推進します。 
5 市立川越高等学校の改革・充実 

① 市立川越高等学校については、市民負託に応える魅力ある市立川越高等学校づくり

のため、継続的・多角的に将来構想について検討し改革を推進します。 
6 教育センターの充実 

① 教育センターについては、教職員研修の充実や地域住民に開かれた施設としていく

ため、教育センター機能及び施設・設備の充実を図ります。 
 

 
 

 

【指標解説】                                    

○ 小・中学校施設の耐震化率：耐震化の棟数を全棟数で割った値です。  

○ 大規模改造工事進ちょく率：小・中学校の大規模改造工事を実施した棟数を全棟数で割った値です。 

○ 小・中学校図書館図書標準の達成率：国の基準から見た蔵書数割合です。  

【用語解説】                                    

＊1 教育センター：教職員研修や教育の調査研究を行うためのセンターです。 

施策の推進 

（年度） 

（％） 
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第 2章 学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

第 3 節 歴史文化の継承と新しい市民文化の創造 

章  節  施策 施策の名称 

２ - ３ - １ 芸芸術術文文化化活活動動のの充充実実 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

文化施設の利用者数（人） 601,776 H27年度 1,000,000 

（年度又は年度末の値） 

 

 

国は、平成１３年に「文化芸術振興基本法」を制定し、平成１４年に第１次基本方針、

平成１９年に第２次基本方針を定め、文化芸術（＊1）の振興に関する施策を総合的に推進

しています。これに基づき、各地方公共団体では文化芸術振興に関する条例の制定や基本

計画の策定に取り組み、地域の特性に応じた文化芸術の振興に努めています。 
第２次基本方針では、今後は文化芸術を一層振興することにより、心豊かな国民生活を

実現するとともに、活力ある社会を構築して国の魅力を高め、経済力のみならず文化力（＊

2）により世界から評価される国へと発展していくこと、文化芸術で国づくりを進める「文
化芸術立国」を目指すことが必要であるとしています。 
 本市では、従来から広報紙やインターネットを利用した情報提供、各種の文化に関する

講座等の開催や、市民会館など文化施設の整備・充実に努めてきました。また、平成１４

年に開館した市立美術館は、川越ゆかりの作家を中心に企画展等の事業を開催し、着実に

利用者数を伸ばしています。一方で、市民が本施策に対して感じている重要度が施策全体

から見ると低い傾向にあること、音楽や舞台芸術の鑑賞機会を提供する事業が少ないこと、

老朽化している市民会館の更新が必要であることなどの課題があります。 
 平成２２年度からは文化の香りがするまちづくりのため、文化・スポーツ部を市長部局

に設置し、同年度に策定した「川越市文化芸術振興計画」に基づき、新しい文化の創造・

子どもに対する事業の充実・芸術鑑賞機会の充実や、地域振興ふれあい拠点施設における

新ホールの整備など、総合的に施策を推進して、文化力により評価されるまちづくりを展

開していく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 市民文化に関する情報提供 

① 芸術文化(＊3)に関する公演や講座等の開催予定など、常に新しい文化情報の提供に
努めます。 

2 芸術文化活動への支援の充実 

① 市民の芸術文化活動を支援するため、多様な学習機会を充実し、交流を促進します。

② 団体、グループとの連携を図り、指導者や研究者の養成に努めます。 
3 芸術文化の鑑賞機会の充実 

① 市民に対して、質の高い芸術文化及び芸能を鑑賞する機会を提供します。 
4 活動拠点の整備・充実 

① 市民の芸術文化活動を振興するため、芸術鑑賞や活動や発表の場として、地域振興

ふれあい拠点施設内に設置する新ホールの建設や、既存施設の整備・充実に努めます。

5 文化施設の利用促進 

① 文化施設において市民が芸術家等の専門家から指導を受けるなど、芸術文化の普及

活動を行うことにより、施設利用の促進に努めます。 
6 姉妹都市、友好都市等との交流 

① 姉妹都市、友好都市等と文化、教育、スポーツ、経済などをはじめとしたさまざま

な分野での交流を推進します。 

文化施設の利用者数
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       ※平成 14 年７月川越駅東口多目的ホール開館  ※平成 14 年 12 月美術館開館 

【指標解説】                                    

○ 文化施設の利用者数：市民の文化活動を促進するための文化施設の利用者数です。ここでいう文化

施設とは、川越市市民会館・やまぶき会館・川越西文化会館・川越南文化会館・川越駅東口多目的

ホールおよび川越市立美術館を指します。 
【用語解説】                                    

＊1 文化芸術：「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第２次基本方針）」によると、「文化の中核を
成す芸術、メディア芸術、伝統芸能、芸能、生活文化、国民娯楽、出版物、文化財などを示す。」

としています。 
＊2 文化力：文化芸術の持つ人々を引き付ける力や社会に与える影響力です。 
＊3 芸術文化：「地方における文化行政の状況について（文化庁）」によると、文化芸術は大きく芸術

文化と文化財保護に分かれ、芸術文化は「芸術、芸能、生活文化及び国民娯楽等をいう。」として、

文化財保護と対比されています。 

施策の推進 
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第 2章 学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

第 3 節 歴史文化の継承と新しい市民文化の創造 

章  節  施策 施策の名称 

２ - ３ - ２ 文文化化財財のの保保存存・・活活用用 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

伝統的建造物の修理件数累計（件） 30 H27年度 55 

河越館跡地の史跡公園整備率（％） 33 H27年度 78 

（年度又は年度末の値） 

 

 

急激に都市化が進む中で、人々のライフスタイルは大きく変化してきました。その一方

で伝統的な文化は徐々に薄れ、併せて地域のコミュニティも大きく変ぼうを遂げています。

本市は県内でも多くの文化財を有する宝庫であり、雑誌やテレビ等の各種のメディア効果

もあり多くの観光客が訪れています。これらの大切な文化財を将来に伝え残すことは、私

たちの責務であり、そのためには、多くの市民の理解と協力が必要となります。 
そこで、文化財調査等の実施を通して隠れた貴重な文化財を見出し指定すると共に、す

でに指定されている有形文化財の保存や無形民俗文化財の後継者養成を支援してきました。

蔵造りをはじめとする川越の町並みは、平成 11年に伝統的建造物群保存地区の決定を行い
ました。また、これらの文化財を活用しながら保護意識の啓発に努めてきました。史跡の

保存整備では、河越館跡の一部と川越城中ノ門堀跡を平成 21年度に史跡公園として整備し
活用に取り組みました。 
さらに文化財の保護と活用を促進するためには、重要伝統的建造物群保存地区(＊1)や河
越館跡をはじめ指定文化財の周知及び理解を深め、市民と協働し文化財の活用を推進しな

がら文化財の保護意識の啓発に努めていくことが必要となります。特に、重要伝統的建造

物群保存地区の保存整備は、生活環境・商業の活性化との結び付きが強く、事業の推進が

望まれており、地域住民と連携しながら、歴史的風致を生かしたまちづくりを進めていく

必要があります。さらに伝統的技術の保存・継承の推進は、重要伝統的建造物群保存地区

をはじめとする文化財の維持保存の上でも必要な事業です。また文化財の保存という点だ

けでなく地域コミュニティの形成という観点から、川越氷川祭の山車行事(＊2)などの無形
民俗文化財の後継者育成は重要な事業と位置づけ、今後も支援していきます。 

 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 文化財の保護と活用 

① 文化財の保護に努めるとともに、文化財の価値を生かした活用を積極的に図りま

す。 
2 文化財保護意識の啓発 

① 国民の財産である文化財の価値を市民に周知し理解を求めるとともに、文化財保護

意識の啓発に努めます。 
3 民俗文化財の保存と後継者の育成 

① 民俗文化財を地域ぐるみで保存継承する体制の確立を支援協力します。また、郷土

芸能等の後継者の育成事業を積極的に支援します。 
4 重要伝統的建造物群保存地区の保存整備事業の充実 

① 伝統的建造物の保存修理を計画的に実施し、併せて保存技術の継承・育成に努めま

す。また、重要伝統的建造物群保存地区のＰＲや関連する事業との調整を行い、地区

の特性を生かした歴史的風致の維持・向上に努め、重要伝統的建造物群保存地区の保

存整備を推進します。 
5 河越館跡地等の整備・活用 

① 郷土学習の場、市民の憩いの場として河越館跡史跡公園等の整備を継続し、市民や

自治会等の公共的団体、ＮＰＯ、大学等と協働してその有効活用を図ります。 

伝統的建造物の修理件数累計の推移
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【指標解説】                                    

○ 伝統的建造物の修理件数累計：重要伝統的建造物群保存地区保存整備事業における大規模な修理事

業の件数です。 
○ 河越館跡地の史跡公園整備率：整備予定地における整備済面積の割合です。 
【用語解説】                                    

＊1 重要伝統的建造物群保存地区：伝統的建造物群と一体となって価値ある歴史的な環境を保存する

ため、「文化財保護法」及び「都市計画法」に基づき市町村が定めた伝統的建造物群保存地区のう

ち、わが国にとって、その価値が特に高いものとして国が選定した地区を言います。本市は、平

成 11年 4月に一番街周辺地区約 7.8haを川越市川越伝統的建造物群保存地区に都市計画決定し、
あわせて文化財保護法に基づく保存計画を定めました。また、川越市川越伝統的建造物群保存地

区は同年 12月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 
＊2 川越氷川祭の山車行事：川越城主松平伊豆守が祭礼用具を寄進したことに始まり、江戸の「山王

祭」「神田祭」の儀式を取り入れながら、およそ 350 年にわたり受け継がれてきたのが川越氷川祭

です。既に失われた江戸の天下祭の姿を現在に残す祭りとして貴重です。平成 17 年 2 月、国指定

重要無形民俗文化財に指定されました。 

施策の推進 
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第 2章 学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

第 4 節 多文化共生と国際交流・協力の推進 

章  節  施策 施策の名称 

２ - ４ - １ 多多文文化化共共生生とと国国際際交交流流・・協協力力のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

国際交流センター利用者数（人／日） 95 H27年度 120 

姉妹都市（海外）間の交流数（件） 8 H27年度 14 

（年度又は年度末の値） 

 

 

あらゆる面でグローバル化が進展し、国境を越えた人、物、情報の動きがある今日、地

域社会のなかにさまざまな文化が混在し、人びとの価値観が多様化しています。 
 川越市に暮らす外国籍市民は 4,571人、出身国は 72ヶ国（平成 21年 12月 31日現在）
と広範囲にわたり、人口の約 1.3％を占めます。 
 このような状況の中、これからは「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違い

を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員としてともに生きていく」

多文化共生の社会（出典：「多文化共生の推進に関する研究会報告書」総務省）の構築を進

めていく必要があります。 
 本市の国際化の拠点施設として平成 14 年 7 月に開館した「国際交流センター」ではボ
ランティアによる日本語教室、外国籍市民相談、多言語による情報提供などを通じて外国

籍市民の生活支援をしてきました。また、市内の大学と連携した講座の開催などを通じて

地域の国際化を担う人材を育成する機会を提供してきました。 
 日本人市民も外国籍市民もともに地域社会を支える主体であり、国籍を問わず生き生き

と活躍できる社会を目指していくことが重要です。この課題を達成するために行政のでき

ることは限られており、さまざまな主体との連携が欠かせません。国際交流や国際協力を

目的に活動している市民団体への支援を更に進めるとともに連携して地域の国際化を推進

していく必要があります。 
 
 
 
 
 
 

 

施策の指標 

現状と課題 
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本市における外国人登録者数の推移
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【指標解説】                                    

○ 国際交流センター利用者数：各種事業等に参加するための国際交流センターを利用した人数(年間)

を開館日数で割った一日当たりの利用者数です。 
○ 姉妹都市(海外)間の交流数：さまざまな分野での姉妹都市(海外)交流の充実度を事業数で表した指

標です。 

1 国際交流センターの充実 

① 外国籍市民のための日本語教室と市民相談を一層充実させます。 
② 行政情報やインターネットを使った国際情報の提供に努めます。 
③ 日本語ボランティア、通訳・翻訳ボランティアの充実を図り、活動機会を創出しま

す。 
2 外国籍市民も暮らしやすいまちづくり 

① 外国籍市民会議を引き続き開催し、検討結果の具現化に努めます。 
② 多言語による情報提供の充実に努めます。 
③ 外国籍市民国際人材ネットの充実を図り、外国籍市民の活用や地域社会への参画を

促進します。 
3 行政の国際化 

① 外国籍市民と日本人市民の相互理解を進め、共生意識の醸成に努めます。 
② 市内 4大学に在学する留学生を支援するとともに、市民との交流機会の確保に努め
ます。 
③ 英語指導助手（ＡＥＴ）配置事業の充実を図り、将来を担う青少年の国際理解教育

を推進します。 
4 国際感覚に優れた市民の育成 

① 市内４大学及びアメリカの姉妹都市にある大学との交流を図り、その他各種講座や

研修会などを通じて国際感覚に優れた市民の育成に努めます。 
② NGO・NPOへの支援を一層充実させ、連携して地域の国際化の促進に努めます。
5 姉妹都市交流の更なる充実 

① さまざまな分野で市民中心の姉妹都市交流の充実を図ります。 
② 川越市姉妹都市交流委員会への支援に努めます。 
③ 新しい地域との交流創出に努めます。 

施策の推進 
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第 2章 学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

第 5 節 生涯スポーツの推進 

章  節  施策 施策の名称 

２ - ５ - １ 生生涯涯ススポポーーツツのの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

スポーツ実施率（％） 36.4 H27年度 60 

総合型地域スポーツクラブの設置数（件） 2 H27年度 5 

（年度又は年度末の値） 

 

 

今日、高齢化社会の進行や科学技術の高度化、情報化等の進展により、私たちを取り巻

く社会環境は大きく変化し、その結果として、運動不足やストレス等により心身の健康に

影響を及ぼす事態となっています。このような状況のなか、市民のだれもが生涯を通じて、

いつでも、どこでも気軽にスポーツに親しみ、スポーツを通して心身ともに健康で豊かな

生活を送れる生涯スポーツ社会の実現を目指し、スポーツ振興施策を推進してきました。 
これまでに市が行なった市民意識調査によると、平成３年度以降、成人のスポーツ実施

率は低下傾向でしたが、平成 17年度から大きく改善がみられたものの、平成２０年度には
36.4％へ再び低下しています。また、児童生徒の体力・運動能力は県平均を下回り、スポ
ーツの実施が市民に十分に普及したとは言えない状況です。 
このため、市民のだれもが参加でき、日常的にスポーツを行うことができる総合型地域

スポーツクラブの推進が、より一層重要な課題となってきています。更には市民が気軽に

参加できるスポーツ・レクリエーション大会の充実、スポーツ教室等の見直し、スポーツ

施設の整備・改善を図っていくことが求められています。 
今後は、新たな総合型地域スポーツクラブの設立を目指していくとともに、各種大会・

教室等の開催、スポーツ指導者の養成及びスポーツ施設等の整備を図り、より多くの市民

がスポーツを楽しめるよう、事業の推進をしていきます。また、新たな市民体育館の整備

を検討すると共に、健康部門と連携して、スポーツを通じて健康づくりが推進・支援でき

るよう、「第二次川越市生涯スポーツ振興計画」を策定し、生涯スポーツの振興を更に推進

していきます。 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 総合型地域スポーツクラブの設置・育成 

① 地域のだれもが、日常的にスポーツに親しむことができるよう、総合型地域スポー

ツクラブの計画的な設立を図ります。 
2 スポーツ大会・教室等の充実 

① スポーツ・レクリエーション大会の充実を図り、市民がスポーツに親しむ機会を提

供するとともに、関係する事業との連携を図りながら、市民の自主的な健康の保持・

増進、体力の維持・向上等の活動に協力し、スポーツによる健康づくりを推進してい

きます。 
② 各種スポーツ教室については、スポーツに親しむきっかけとなるよう、ニュースポ

ーツ等の種目を積極的に取り入れるなど、市民のニーズに合った教室を開催します。

③ スポーツ団体、スポーツ大会等に関する情報の一元化を図り、市民への情報提供に

努めます。 
3 スポーツ指導者等の養成・活用 

① 大学等の専門機関と連携し、市民のニーズに合わせて適切な指導ができるスポー

ツ・レクリエーション指導者等の養成に努め、その活用を図ります。 
② 各スポーツ団体の育成・支援を継続的に推進します。 
4 スポーツ施設等の整備・充実 

① 既存のスポーツ施設を市民がより使いやすいよう、効率的な整備・改善を図ってい

きます。 
 

スポーツ実施率の推移
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【指標解説】                                    

○ スポーツ実施率：成人の月１回以上のスポーツ実施率です。 
○ 総合型地域スポーツクラブ：子どもから高齢者まで、様々なスポーツを愛好する人々が、だれもが

参加できるという主旨で、地域住民により自主的・主体的に、運営されるスポーツクラブです。国

の「スポーツ振興基本計画」の中で、各市区町村において設置するよう目標が掲げられています。

施策の推進 
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第3章 

人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた

魅力あるまち 

－都市基盤・生活基盤－
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第１節  都市の魅力の創出 

章  節  施策 施策の名称 

３ - １ - １ 計計画画的的ななままちちづづくくりり 

 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

地区計画（地区数） 
12 

（H21 年度） 
H27年度 16 

                                                                     (年度又は年度末の値) 

 

 

これまでのまちづくりは、人口増加、経済成長を前提とした開発・誘導に重点が置かれ

てきましたが、少子高齢化社会を迎え、環境に対する問題が提起される中、求められる都

市の将来像は大きく変わってきています。今後は、成長・拡大のまちづくりから、様々な

都市機能がコンパクトに集約した、人と環境にやさしく、過度に車に依存しない都市構造

の実現が求められています。 
本市では、市民が豊かで暮らしやすい都市空間の実現に向けて、これまでに各種事業を

推進してきました。また、平成２１年７月には、社会経済情勢の大きな変化を踏まえて、

将来を展望した総合的なまちづくりを推進するため、「川越市都市計画マスタープラン」を

改定しました。都市計画マスタープランの実現には、市民、事業者、市が目指すべき将来

都市像を共有し、各々が適切な役割分担のもとに「協働」によるまちづくりを行うことが

重要です。 
今後は、その仕組みとなる「まちづくり条例」の制定や、自然環境と調和した良好なま

ちづくりを進めるために、現行の開発許可制度等の見直しを進める必要があります。 
また、人と環境にやさしいまちづくりを推進するために、ユニバーサルデザイン(＊1)の

考え方をまちづくりに生かすとともに、各事業の推進にあたっては、環境負荷の軽減に努

めつつ、実効性を加味した優先順位を検討し、効率的に施策を展開する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状と課題 

施策の推進 

用途地域

839.3; 26%

427.3; 13%

54.9; 2%
867.7; 27%

67.8; 2%

78.1; 2%

195.8; 6%

53.4; 2%

114.9; 4%

209; 6%

41; 1%

281.2; 9%

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

区域区分

3218;

29%

7698;

71%

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域の構成

（単位：ha）

施策の指標 

平成２２年３月現在
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1 計画的なまちづくりの推進 

① 「川越市都市計画マスタープラン」や「川越市緑の基本計画」等の個別計画に基づ

き、人と環境にやさしい総合的なまちづくりを推進します。 
② 地域の特徴あるまちづくりを市民とともに推進するため、市民の声をまちづくりに

反映させる仕組みとなる「まちづくり条例」の制定を進めるとともに、各種のまちづ

くり手法を検討します。 
③ すべての人にとって快適なまちを目指し、ユニバーサルデザインの考え方を明らか

にし、この考え方を基本としたまちづくりを進めます。 
④ 都市機能の充実を図り、災害に強い安全・安心なまちづくりを推進します。 
2 総合的な土地利用 

① 市街化区域及び市街化調整区域の区分、用途地域(＊2)等の地域地区に基づく規制や
誘導により良好な都市環境の整備を図ります。 
② 保全すべき農地、樹林地等を除く市街化調整区域の土地については、地域の特性に

合った土地利用を検討します。 
③ 市街化区域内の農地については生産緑地地区を除いて適正な土地利用を誘導しま

す。生産緑地地区については、都市における良好な生活環境を確保するための農地と

して保全に努めるとともに、市民農園の活用方法についても検討します。 
④ 地区計画などの地区の特性に合ったルールづくりを進め、良好な環境の整備や保全

を図ります。 
3 新たな拠点の整備 

① 周辺環境と調和した工業用地の確保を図ります。 
② 圏央鶴ヶ島インターチェンジ周辺地区については、将来の土地利用動向を適切に見

極めながら、鶴ヶ島市、日高市と協力して自然や景観との調和を図りつつ、圏央道の

整備効果を生かした土地利用を検討します。 
③ 土地利用転換想定箇所については、周辺環境との調和を図りながら、地区の特性に

応じた計画的な整備を検討します。 
4 地籍調査・町名地番整理の推進 

①「国土調査事業十箇年計画」に基づき、計画的に地籍調査を推進します。 
② 市民との協働によって町名地番の整理を推進します。 

 
 
 
 
 
 
【指標解説】 
○ 地区計画（地区数）：良好な都市環境を誘導するため、地区の特性に応じて建築制限等を地区計画

で定めた地区数です。 

【用語解説】                                    

＊1 ユニバーサルデザイン：すべての人にできるだけ利用可能であるように配慮したデザインや考え
をいいます。 

＊2 用途地域：「都市計画法」に基づく地域地区の一種で、目指すべき市街地像に応じて用途別に分類
される１２種類の総称です。 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第１節  都市の魅力の創出 

章  節  施策 施策の名称 

３ - １ - ２ 都都市市拠拠点点のの整整備備 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

主要駅間の乗換所要時間（分） 11 H27年度 5 

（年度又は年度末の値） 

 

 

中心市街地は商業・業務の拠点として多様な機能を持ち、都市の中で重要な役割を果た

しています。 
本市では、川越駅東口の市街地再開発事業や、土地区画整理事業などにより商業・業務

地、住宅地等の都市基盤の整備を推進してきました。これらは、県南西部地域の中核都市

としての拠点性の向上や良好な住環境整備に一定の効果を上げてきましたが、川越駅西口

周辺地区については駅前広場の再整備や幹線道路の整備など更なる充実が求められていま

す。 
また、市街地北部の歴史的町並みが残る地区については、城下町の面影を残す蔵造りの

町並みとして県内外から多くの観光客が訪れ、にぎわいを見せていますが、古くから町並

みが形成されたことや高度成長期の急激な発展により、基盤整備は十分ではありません。 
これを受け、市街地の交通渋滞やまちなかの回遊性の改善を図るとともに、安全・安心

で快適な市街地形成や地域の特性に応じたまちづくりに向けて、施策の選択と集中による

適切な基盤整備が求められています。 
このような中、三駅（川越駅、本川越駅、川越市駅）とその周辺については、都市機能

がコンパクトに集積し、都市の魅力を創出するにぎわいある拠点都市としての充実や、商

業などの活性化を目指すとともに、歴史的町並み地区については、歩行者の安全を確保す

る歩行者ネットワークを強化していく必要があります。 
特に、川越駅西口周辺地区については、業務施設集積地区としての整備や地域振興ふれ

あい拠点施設の建設などを中心とした、本市の新しい拠点としてのまちづくりを総合的に

推進する必要があります。 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 中心市街地活性化基本計画の推進 

① 計画で定められた区域を対象に、中心市街地の都市機能の増進と経済活力の向上を

総合的かつ一体的に推進します。 
2 三駅連携強化の推進 

① 川越駅西口周辺地区は、埼玉県西部地域の拠点都市や業務施設集積地区として多様

な機能の集積を図るとともに、土地区画整理事業、幹線道路整備及び駅前広場の再整

備などの基盤整備を推進します。 
また、鉄道の立体化等と併せた周辺地区との整備の検討を行うとともに、土地の高

度利用や交通渋滞の緩和を図り、周辺地域と連携した広域拠点の形成を目指します。

② 本川越駅周辺地区は、本川越駅の西口開設を含む駅前広場の整備により、にぎわい

を創出するとともに、川越市駅との乗換所要時間の短縮を図ります。また、新富町周

辺については、市街地の活性化や防災機能の向上等を図るため、（仮称）東西連絡道

路の整備を推進します。 
③ 川越市駅周辺地区は、都市計画道路整備と併せた駅前広場整備や、橋上駅舎化によ

る西口開設を推進し、駅利用者の利便性、安全性の向上を図るとともに、周辺地域と

連続性のあるまちづくりを進めます。 
3 中央通り地区の整備 

① 本川越駅から歴史的町並み地区までの整備を推進し、商店街の活性化や歩行者空間

の確保を図ります。 
4 歴史的町並み地区の整備 

① 伝統的建造物の保全・活用を図るとともに、周辺の歩行者空間の環境改善を図るた

め道路整備事業（歴みち）(＊1)を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標解説】 

○ 主要駅間の乗換所要時間（分）：川越市駅と本川越駅間における乗換に要する時間を示すものです。 
【用語解説】                                    

＊1 歴みち：歴史的地区環境整備街路事業の略称です。歴史的地区の環境を保全すると同時に、観光
客や歩行者の安全を確保し、生活環境の改善を図る総合的な街路整備を言います。 

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第１節  都市の魅力の創出 

章  節  施策 施策の名称 

３ - １ - ３ 地地域域生生活活拠拠点点のの整整備備 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

土地区画整理事業施行率（％） 16.7 H27年度 18 

（年度又は年度末の値） 

 

 

本市の中心市街地周辺地域においては、昭和 40年代以降、急速な人口増加に伴う開発行
為等により、都市基盤が整わないまま市街地化が進行しました。また、地域生活の拠点と

なる各鉄道駅周辺においても、駅前広場等の整備が十分でなく、交通結節点（＊1）として
の機能が不足しています。 
このため、市民が安全に安心して暮らせる良好な住環境を備えた住宅地の整備や、利用

者の安全性及び利便性に配慮した機能的な鉄道駅周辺の整備が必要とされています。 
市ではこうした現状を踏まえ、健全な市街地としての整備が必要な地域において、土地

区画整理事業等による整備を推進してきました。併せて、鉄道駅周辺においても、各鉄道

事業者や関係者と協議をしながら、地域生活の拠点として必要となる都市基盤の整備を推

進してきました。 
また、都市計画決定から長期間を経過している地域においては、実効性を考慮し、地域

の実情に応じた整備について、整備手法の見直しを含めて検討してきました。 
しかし、社会情勢の移り変わりから、地域生活拠点に求められる整備も変化してきてい

ることや、宅地化等の進行によって、従来のとおり土地区画整理事業等を推進していくこ

とが困難になっている地域もあることから、その地域の特性や実情に応じた整備について、

きめ細かく検討していく必要があります。併せて、都市基盤整備事業の特性上、関係者の

理解と協力を得ながら、事業を推進していくことが重要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 拠点の整備 

① 地域生活の拠点となる各鉄道駅周辺地区（高階地区、霞ケ関地区、南古谷駅周辺地

区）については、道路及び駅前広場等の拠点性を高めるような都市基盤整備を検討し、

併せて周辺の道路網を含む面的整備の検討を進め、地域の活性化と安全で快適な住環

境の拡充を図ります。 
2 住宅地の整備 

① 健全な市街地としての整備が必要な地域について、災害に強く快適なゆとりある住

環境の拡充を図るため、土地区画整理事業等による整備を検討するとともに、地域の

特性や実情に応じた整備について検討を進めます。 

 

 

 

 
土 地 区 画 整 理 事 業 一 覧 表          （平成 21年 3月現在） 

地区名称 面積（ha） 施行（事業計画）年度 施行主体 地区名称 面積（ha） 施行（事業計画）年度 施行主体 

川越狭山工業開発 118.0（川越分） 昭和 37～昭和 41 埼玉県 冨士見 28.7（川越分） 昭和 48～昭和 59 公団 

藤間 55.5 昭和 38～昭和 42 組合 川越鶴ヶ島 68.7（川越分） 昭和 51～平成 2 公団 

藤間第二 15.2 昭和 41～昭和 46 組合 霞ケ関 69.8 昭和 58～平成 8 公団 

高階第一 46.1 昭和 43～昭和 53 川越市 大塚新田 12.1 昭和 61～平成 6 組合 

並木 8.7 昭和 46～昭和 52 組合 豊田新田農住組合 2.3 平成 6～平成 10 共同 

的場 34.2 昭和 46～昭和 53 組合 藤木 12.0 平成 7～平成 17 組合 

川越駅西口（第 1工区） 10.0 昭和 45～昭和 52 川越市 大塚新田第二 27.9 平成 8～平成 22 組合 

川越駅西口（第 2工区） 6.2 昭和 45～平成 23 川越市 笠幡東前原 2.5 平成 8～平成 11 組合 

並木西田 9.5 昭和 54～昭和 60 組合 岸町三丁目 1.7 平成 11～平成 16 組合 

的場新町 7.0 昭和 56～昭和 63 組合 中央通り沿道街区 1.5 平成 19～平成 27 川越市 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標解説】                                    

○ 土地区画整理事業施行率：土地区画整理事業施行面積の市街化区域面積に対する割合です。 
【用語解説】                                    

＊1 交通結節点：鉄道の乗継駅、道路のインターチェンジ、自動車から徒歩やそのほか交通機関に乗
換えるための停車・駐車施設、鉄道とバスなどの乗換えが行われる駅前広場のように交通導線が

集中的に結節する箇所を言います。 

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第１節  都市の魅力の創出 

章  節  施策 施策の名称 

３ - １ - ４ 景景観観にに配配慮慮ししたたままちちづづくくりり 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

都市景観形成地域指定数（地域） 3 H27年度 4 

都市景観重要建築物等指定数（件） 66 H27年度 80 

（年度又は年度末の値） 

 

 

本市では、平成元年に「川越市都市景観条例」を施行して以来、大規模建築物等の届出

制度や、都市景観形成地域(＊1)の指定、都市景観重要建築物等(＊2)の指定などを通して、
川越の都市景観の形成に努めてきました。また、地区独自のまちづくり活動は単なる景観

誘導の措置ではなく、多様な主体に積極的な働きかけを行い魅力的な空間を持続的に創り

上げる、住民主導の都市デザインとして全国的な評価を得ています。さらに、都市デザイ

ンの普及を図るため、都市景観シンポジウム、かわごえ都市景観表彰、川越景観百選めぐ

りなどを実施し、広く市民に啓発を行っています。 
魅力ある景観の形成については、平成 16年度に「景観法」が制定されて以来、国の重要
な施策に位置付けられてきており、今後「景観法」に基づく条例の改正を行い、さらなる

都市景観の形成に努めるとともに、地区それぞれの個性・魅力を維持向上するため「歴史

まちづくり法」をはじめとする景観整備手法の早期確立が求められています。また、都市

デザインは持続的なまちづくり活動であり、さまざまな啓発事業や市民との協働により、

景観に配慮したまちづくりの大切さを広めていく必要があります。 
「川越市屋外広告物条例」の運用については、これまで違反是正指導や簡易除却制度等

により取り締まりの強化にあたってきましたが、今後についても適正な屋外広告物の掲出

を促すことにより、安全で快適な都市景観の形成を目指す必要があります。 
 
景観の基準が定められている地区（平成 21年） 
重要伝統的建造物群保存地区 川越市川越伝統的建造物群保存地区 
自主協定 町づくり規範に関する協定（一番街商店街）、新富町まちづくり協定

（新富町）、大正浪漫のまちづくり協定（大正浪漫夢通り商店街） 
都市景観形成地域 川越駅西口都市景観形成地域、川越十ヵ町地区都市景観形成地域、

クレアモール・八幡通り・中央通り周辺地区都市景観形成地域 

施策の指標 

現状と課題 
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1 歴史的地区の整備 

① 景観法に基づく景観計画により、景観形成重点区域(＊3)を定め、基準の運用を通し
て歴史的風致(＊4)の維持向上を目指して整備を図ります。 
② 都市景観重要建築物等の指定を推進し、これを契機としたまちづくりの施策を行う

ことにより、特徴ある町並みの形成を図ります。 
2 都市デザインの推進 

① 景観法に基づく景観計画により、基準の運用を通して魅力ある都市景観の整備を図

ります。 
② 公共施設の建設に当たっては、地域の歴史や文化、まちづくり活動等に配慮した都

市デザイン整備に努め、良好な都市景観の創出を目指します。 
3 都市デザインの啓発、普及 

① 良好な都市景観の形成を図る上では、市民一人ひとりが関心を持ち、主体的にまち

づくりに関わっていくきっかけが重要であるため、市民意識の啓発及び情報等の提供

を推進します。 
4 屋外広告物の適正化 

① 良好な都市景観の形成と安全性を確保するため、屋外広告物の適正な掲出が図られ

るように推進します。 

 

 

都市景観重要建築物等指定数の推移
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【指標解説】                                    

○ 都市景観形成地域指定数：良好な都市景観を形成するために指定された地区数です。 

○ 都市景観重要建築物等指定数：指定された都市景観重要建築物等の件数です。 

【用語解説】                                    

＊1 都市景観形成地域：「川越市都市景観条例」に基づき、歴史や自然など川越らしい特色を表した都
市景観を形成している地域を地域住民の合意を得て指定し、建築行為等に対して届出を義務付け

ることにより、魅力あふれる快適な都市の実現を目指す地域です。 

＊2 都市景観重要建築物等：「川越市都市景観条例」に基づき、川越の都市景観を形成する上で重要な
価値があると認められる建築物、工作物、樹木、樹林等のこと。所有者等の同意を得て指定する

ことにより、保全を図ります。 

＊3 景観形成重点区域：景観計画により、重点的に景観形成を図る必要があるエリアとして、個別の
整備方針や、行為の制限を定める区域をいいます。 

＊4 歴史的風致：地域における固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴
史的建造物及びその周辺の市街地が一体となって形成してきている良好な市街地環境をいいます。 

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第２節  交通ネットワークの構築 

章  節  施策 施策の名称 

３ - ２ - １ 道道路路交交通通体体系系のの整整備備 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

都市計画道路の整備率（％） 41.5 H27年度 48.0以上 

生活道路の改良延長（ｍ） 79,062 H27年度 95,000以上

（年度又は年度末の値） 

 

 

本市は、埼玉県南西部地域における中核的な都市として、都市間の連携や高速道路への

アクセス機能を持つ広域幹線道路の整備を促進しています。中でも川越北環状線について

は、施行主体である埼玉県と連携し、平成 20 年 3 月より一部供用を開始し、未供用区間
も引き続き整備中です。また、交通渋滞の緩和に向けた取組では、国道 254号の氷川町交
差点を中心とした区間で、埼玉県が重点的に事業を実施しています。 
本市としても、市街地における都市計画道路等の幹線道路整備に取り組んできましたが、

都市計画道路の整備水準は依然として低く、引き続き道路交通網の機能強化を図る必要が

あります。特に中心市街地及びその周辺部における交通渋滞の緩和と歩行者の安全性確保

が課題です。また、市内の各地域を連携する市道幹線や橋りょうの整備、日常生活を支え

る生活道路、通学路の整備を進めるとともに、既存道路における舗装面の打ち替え、側溝

整備、橋りょうの調査や維持補修等も計画的に推進し、道路交通の安全確保と生活環境の

維持・改善を図る必要があります。 

都市計画道路の整備率の推移
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施策の指標 

現状と課題 
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1 都市活動を支える広域幹線道路の整備 

① 広域道路網の充実を図り、都市間の連携やバイパス機能及び高速道路へのアクセス

等を強化するため、道路、橋りょうを整備し、更に川越北環状線や坂戸東川越線等の

整備を引き続き促進します。 
② 国県道における渋滞交差点の改良を促進し、交通の安全と円滑化を確保するよう努

めます。  
2 地域の活動を豊かにする幹線道路の整備 

① 計画的なまちづくりを推進し有効な土地利用を図るため、市街地における都市計画

道路を整備するとともに、都市計画道路の見直しと実現可能な道路網の検討を進めま

す。 
② 市内の各地域を連携する市道幹線や橋りょうの整備を費用対効果、歩行者の安全等

を考慮しながら計画的に進めます。 
3 安全で人にやさしい生活道路の整備 

① 市民生活に密着した生活道路は、幹線道路整備と整合を図り、住民の合意形成を図

りながら効果的に整備し、併せて、通学路の整備についても積極的に推進します。 
② 車両等のすれ違いのための待避所を設けた「ゆずりあい道路」の整備を引き続き推

進します。 
③ 安全で快適な道路環境の確保のため、道路の適正な維持管理に努めます。 

生活道路の改良延長の推移
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【指標解説】 

○ 都市計画道路の整備率：整備済みの都市計画道路延長が市内の都市計画道路の総延長に占める割合

です。 

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第２節  交通ネットワークの構築 

章  節  施策 施策の名称 

３ - ２ - ２ 交交通通円円滑滑化化方方策策のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

自転車通行帯の設置数(箇所) ４ H27年度 8 

交差点改良の着手数(箇所） ― H27年度 ７ 

 

 

 

交通手段には、自動車をはじめ鉄道、バスなどの公共交通機関や自転車などさまざまな

ものがあります。しかし自動車の持つ利便性により、自動車交通の占める割合が高くなり

交通渋滞や環境問題などさまざまな問題が生じています。また、観光客などの増加に伴い

市内へ流入する車が増加し、駐車場不足による交通渋滞も発生しています。 
本市では、交通円滑化施策としてパークアンドライド(＊1)及びレンタサイクルなどの社
会実験を実施しました。さらに北部中心市街地の町並み保全と連携した交通対策を検討す

るため「川越・一番街周辺交通社会実験」を実施し、一番街の一方通行と通行止め、郊外

型駐車場を活用したパークアンドライドなどの交通施策を試験的に実施し、一番街とその

周辺に与える影響を調査しました。 
また、道路整備に合わせて自転車専用通行帯などを整備し、自転車利用の促進を図りま

した。 
今後は、自動車への過度の依存を見直し、公共交通機関や自転車の利用促進による交通

手段の分散化や、それぞれの交通機関の利便性の向上とネットワーク化を図るなど交通需

要マネジメント(＊2)施策を推進していく必要があります。また、市街地への自動車流入を
抑制するための郊外型駐車場の整備とそれに伴うパークアンドライドや、適切な交通規制

の検討をするとともに交差点改良や他の交通施策も合わせて進めていく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 

現状と課題 

施策の指標 
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【指標解説】 

○ 交差点改良の着手数：市街地における交通円滑化に必要な交差点について、道路管理者である国や

県と調整し、本計画期間内に改良事業等に着手した箇所数。 

【用語解説】                                    

＊1 パークアンドライド：市街地中心部への流入交通量を減らすことを目的に、郊外や周辺部の公共
交通機関のターミナルに近接して駐車場を設け、マイカーから公共交通機関に乗り換えて目的地

に向かうシステムです。 
＊2 交通需要マネジメント（ＴＤＭ：Transportation Demand Management）：道路交通混雑の解消及

び緩和を図ることを目的に、自動車交通を含む各種交通機関の輸送効率の向上や交通量の時間的

平準化等、需要の調整を図る施策の総称です。 

1 交通需要マネジメントの推進 

① 交通渋滞の緩和と安全の確保を図るため、パークアンドライドの実施による中心市

街地へ流入する交通量の抑制や、公共交通機関の利用促進、適切な交通規制の検討な

ど、交通需要マネジメント施策を推進します。 
② 自動車交通量を抑制するため自転車の利用を促進するとともに、既存の道路の使い

方を工夫するなど、自転車を安心して利用できる自転車専用通行帯等の整備を検討し

ます。 
③ 市街地における道路交通の現状と特性を把握し、計画的に交通渋滞の要因と考えら

れる交差点の改良や必要な道路の整備を図ります。 
2 駐車場の整備 

① 駅周辺や商店街など商業・業務機能の集積した地域に対しては、必要に応じて駐

車場の整備を図るとともに、観光客などのために郊外型駐車場の整備を推進します。

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第２節  交通ネットワークの構築 

章  節  施策 施策の名称 

３ - ２ - ３ 公公共共交交通通機機関関のの充充実実 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

ノンステップバスの導入率（％） 72.1 H27年度 90.0 

路線バスの 1日平均利用者数（人） 
18,332 

(H19年度) 
H27年度 22,000 

（年度又は年度末の値） 

 

 

鉄道やバスなどの公共交通機関は、通勤通学や高齢社会の進展に伴う市民の足として、

その必要性は高まってきています。しかし、鉄道輸送については平成７年頃をピークに乗

降客の減少が続いており、現状においても横ばい又は微減傾向にあります。また、路線バ

スについても乗降客の減少が続いています。 
鉄道輸送については、東武鉄道等の関係機関に働きかけ、平成２０年６月に東武東上線

と副都心線の相互乗り入れが開始されました。 
バス輸送については、川越駅から空港線や関西方面行きの高速バスの路線が運行を開始

しました。さらに関越自動車道上の未使用の停留所施設を整備し「川越的場」停留所を活

用した上信越・北陸方面への高速バス路線の運行が開始されました。また、市内循環バス

「川越シャトル」は平成１８年１２月に路線変更を実施し、総合福祉センターを起点とし

た長距離路線から駅を起点として住宅地や公共施設を結ぶ短距離路線に変更し効率のよい

運行に努めました。北部中心市街地を巡る観光用の路線バスについても充実を図り、観光

客の利便性向上を図りました。 
今後は、交通円滑化や環境への負荷の軽減といった観点からもよりいっそうの公共交通

機関の利用促進を図る必要があります。 
また、駅施設の改善やノンステップバスの導入促進などにより、全ての人にとって利用

しやすい公共交通機関にしていく必要があります。 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 鉄道輸送の利便性の向上 

① 東武東上線の複々線化、西武新宿線の複線化及び地下化、ＪＲ川越線の複線化を促

進し、鉄道輸送力の増強及び速達性の向上を図ります。 
② 横浜方面への利便性の向上を図るため、東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線

と東武東上線・副都心線との相互直通運転を促進します。また、他の路線についても

動向を見極めながら既存路線との相互直通運転を促進します。 
③ 西武鉄道の車両基地建設に伴い、安比奈線の旅客線化及び新駅の設置を促進しま

す。 
④ 公共交通機関の利用者の利便性を向上させるため、適切な案内表示等により、路線

バス等への乗換えを分かりやすくします。 
⑤ 鉄道利用を増加させるため、駅施設等の改善を促進し、利便性の向上を図ります。

2 バス輸送の充実 

① バス輸送の充実を図るため、バスの利用促進を図り利用者を増やすことで、既設路

線の確保、運行本数の増加、運行時間の延長、新規路線の開設を促進します。 
② 誰にでも分かりやすいバスの案内をするため、バスロケーションシステム(＊1)も活
用したバス等総合案内板の整備を促進するとともに、バス停への上屋や駐輪場等の整

備を促進するなど、利便性の向上により利用者の増加を図ります。 
③ 市内循環バス「川越シャトル」は、路線や運行本数、目的地などの見直しと改善を

行います。 
④ 路線バス車両のバリアフリー化を推進するため、ノンステップバスの導入を促進し

ます。 
⑤ 高速バスの充実を図るため、利用促進を図り利用者を増やすことで、既設路線の運

行本数の増加や新規路線の設置などを促進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語解説】                                    

＊1 バスロケーションシステム：目的のバスの接近状況を携帯電話やパソコン、停留所標識で知らせ
るシステムです。 

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第３節  自然と調和した基盤づくり 

章  節  施策 施策の名称 

３ - ３ - １ 治治水水事事業業のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

久保川改修事業（％） 0 H27年度 32.3 

雨水管きょ整備事業（ｍ） 4,279 H27年度 8,100 

（年度又は年度末の値） 

 

 

四方を河川に囲まれた本市では治水事業が重要な役割を担っていますが、近年多発する

集中豪雨等により浸水被害が各地区で発生していることから、その対策が求められていま

す。 
 治水事業の促進については、国土交通省の「入間川・越辺川等緊急対策事業」における

「入間川築堤改修事業」や荒川においては「さいたま築堤整備事業」などにより水害を軽

減するための築堤事業等を行っています。 
 埼玉県では、不老川の河道改修、調節池等の整備を推進しています。また、浸水被害対

策を強化するため「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」を改正する準備を進

めています。 
 本市も、このような事業と整合を図りながら、内水排除ポンプの設置、雨水貯留槽の設

置、雨水管きょ整備、雨水調整池整備、河川整備等を計画的に推進してきましたが、市域

をまたいで流域を持つ久保川では、過小断面なため浸水被害が発生しており、その対策が

求められています。 
 一方、市街地では、道路や駐車場の舗装化、空き地の減少など、浸透機能が低下したこ

とにより、集中豪雨時などにおける雨水の流出量が増大し局地的な浸水被害（都市型浸水）

が頻発していることから、更なる総合治水対策が必要となっています。 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 河川整備 

① 久保川の河川改修を狭山市と協同して推進するとともに、準用河川及び幹線水路の

河川改修、普通河川の水路整備に努めます。また、国、県及び関係市町村と連携した

総合治水対策に努め、保水・遊水機能の保全や雨水の流出抑制施設の設置など流域対

策を促進します。 
2 雨水整備 

① 雨水排水整備計画を策定します。 
② 浸水被害の対策として、雨水の放流先である河川の改修と整合を図り、雨水管きょ

や雨水ポンプ場の整備を計画的に推進します。 
③ 近年の集中豪雨等により市街地で局地的に発生している浸水を防止するため、雨水

を一時貯留する施設の設置を計画的に推進します。 
3 雨水の有効利用の促進 

① 公共施設に雨水利用タンクを設置します。 

② 住宅の屋根に降った雨水を貯留する施設や浸透させる施設に対する補助金を交付

し、下水道管きょへの雨水の一時的な流出抑制対策を図るとともに、雨水の有効利用

を促進します。 
 

総合治水対策の概念図 

【指標解説】 

○ 久保川改修事業：（久保川整備済み延長）÷（久保川延長 2.48km）×100 （％） 
○ 雨水管きょ整備事業：当面の浸水対策目標（主に新河岸川激特事業に対応する幹線などの主要管き

ょ整備目標） 

 

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第３節  自然と調和した基盤づくり 

章  節  施策 施策の名称 

３ - ３ - ２ 水水道道水水のの安安定定供供給給 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

有収率（％） 92.50 H27年度 93.5 

収納率（％） 99.87 H27年度 99.9 

（年度又は年度末の値） 

 

 

 水はすべての生命に欠かすことのできない大切なものであり、水道はそれを支える重要

なライフラインです。川越市内の水道はこれまでの７次にわたる拡張事業の結果、普及率

がほぼ１００％に達し、市内全域に水道水を供給しています。 
 現在は、平成１５年度から浄水場等における設備更新を実施しているほか、平成１８年

度からは、管路の布設や取替工事において耐震性を備えた管種を採用し、管路の耐震性強

化に努めています。 
また、平成１８年度に中期経営計画(＊1)を策定するとともに、平成２１年度には川越市
水道ビジョン(＊2)を策定し、長期的な視点から効率的・計画的な事業経営に取り組んでい
ます。その他、市民サービスを充実させるために、コンビニエンスストアでの料金収納や

アンケートによる市民のニーズ把握、広報紙やホームページ等を通じての財務状況やイベ

ント情報のお知らせなど、さまざまな取り組みを行っています。 
 市内への水道水の供給をほぼ達成した現在、事業の中心は施設の維持管理に移っていま

す。今後は更に、漏水防止による水の有効利用や老朽化施設等の更新による施設の機能維

持を図るとともに、大規模災害時にも対応し得る水道施設の整備を進めることが求められ

ています。一方で、給水収益(＊3)が減少傾向にあるなか、施設の整備や管路の耐震化等に
は多額の費用が必要となります。このような状況を踏まえ、今後とも受益と負担との均衡

がとれた経営を行いながら効率的・計画的に事業を推進し、経営の基盤強化を図りつつ多

様なニーズに対応しながら、水道水の安定供給に努めていきます。 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 施設・設備の改修及び更新 

① 老朽化した施設・設備の更新を計画的に実施し、水道水の安定供給に努めます。 

② 貴重な水の有効利用の観点から漏水調査を継続して実施し、漏水の防止・早期発見

に努めます。 
2 災害に強い施設整備 

① 災害時における水道水の供給を確保するため、配水池や配水管路等の耐震化の推進

に努めます。 
3 効率的な事業の推進 

① 計画的・効率的な事業を推進し、経営の安定化に努めます。 

② 快適な暮らしを支えるため、多様な顧客ニーズに対応しながら、情報提供の推進な

ど各種サービスの向上に努めます。 
③ コスト削減に取り組むとともに、公営企業としての独立採算制を維持するため、受

益と負担との均衡がとれた経営に努めます。 
 

 

有収率の推移                （％） 
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 
９２．３３ ９１．４２ ９３．１９ ９３．１６ ９２．５０ 

 
収納率の推移                （％） 

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 
９９．８６ ９９．８７ ９９．８３ ９９．８６ ９９．８７ 

※上記の収納率は各年度とも翌年度９月末日時点の数値 
 
 
 
 
 
 
 
【指標解説】 

○ 有収率：各浄水場から出た水のうち、需要者から料金として徴収される水の割合です。１００％に

近いほど良いとされます。 
○ 収納率：水道料金を収納できた金額の割合です。 
【用語解説】                                    

＊1 中期経営計画：公営企業の経営健全化や効率化を推進し、計画的な事業運営を行うため、平成１
７年度から同２１年度までを計画期間として策定された事業計画です。  

＊2 川越市水道ビジョン：水道事業の将来に向けての事業運営方針を明らかにしたもので、およそ１
０ヵ年を計画期間としています。 

＊3 給水収益：水道使用者から徴収する年間の料金の合計です。 

施策の推進 



- 104 - 

第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第３節  自然と調和した基盤づくり 

章  節  施策 施策の名称 

３ - ３ - ３ 公公共共下下水水道道等等のの整整備備 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

生活排水処理率（％） 90.5 H27年度 94.2 

汚水管きょ改良事業（ｍ） 18,036 H27年度 47,100 

（年度又は年度末の値） 

 

 

市民が快適に生活する上で、生活排水施設はなくてはならない重要な施設であり、その

整備促進が求められています。 
 市街化区域については、一部の地区を除き、公共下水道の整備により生活排水が処理さ

れています。今後はこの未整備地区の解消とともに老朽化した汚水管きょの改良事業を計

画的に推進する必要があります。 
当初整備された中心市街地約 827 ㏊の区域については、合流式下水道(＊1)が採用され

ましたが、雨水の量が増えると環境に悪影響を与えることが懸念されるため、新河岸川の

水質保全の一環として、平成 18 年度から着手された合流式下水道の改善事業を計画的に推

進することにより、さらに快適な生活環境を維持していく必要があります。 
 一方、市街化調整区域については、生活排水が未処理のまま用水路や排水路に流れ込み、

排出先周辺や下流域に当たる地域の生活環境の悪化や公共用水域の水質汚濁につながる恐

れがあります。こうした現状を改善するため、平成 8 年度から市街化調整区域における公
共下水道事業、平成 12年度から農業集落排水事業に着手し、これらの事業と整合を図りな
がら合併処理浄化槽の普及を図るなど、地域に応じた整備を進めてきました。今後も引き

続き効率的な整備を推進していく必要があります。 
平成 15年度に公営企業となった公共下水道事業は、公営企業としてのサービス向上と、
効率的な運営に努めてきました。今後も、経費の削減や受益者負担の適正化を図るなど、

様々な改善策を推進していく必要があります。 
 
 
 
 

 

施策の指標 

現状と課題 



- 105 - 

 
 
1 生活排水施設の整備 

① 公共下水道の汚水施設整備については、市民の生活環境の改善や公衆衛生の向上及

び公共用水域の水質保全を図る目的で、荒川右岸流域下水道区域の市街化調整区域の

整備を中心に実施していきます。 
② 農村環境の改善と農業用用排水の水質保全を図るため、地域の特性に応じて農業集

落排水整備の推進や、合併処理浄化槽の設置及び維持管理を支援します。 
2 合流式下水道の改善 

① 公共用水域の水質汚濁の改善と公衆衛生の向上を図るため、大雨の時に雨水吐口か

ら河川に放流されている未処理下水を極力減らす対策として、一時貯留する施設の設

置や、下水に含まれる汚濁物の流出を極力防止するため雨水吐口の改良等を計画的に

実施していきます。 
3 公共下水道施設の維持管理 

① 老朽化した管きょ施設を改築し、排水機能の向上及び施設の保全に努めます。 
② 下水道施設の不明水対策（＊2）を推進し、経費の削減及び公衆衛生の向上に努め
ます。 
③ 事業所排水の監視を強化し、下水道施設の損傷と公共用水域の水質汚濁の防止に努

めます。 
④ ポンプ場施設の維持管理を適正に行い、市民の生活環境の保全に努めます。 
4 効率的な公共下水道事業の推進 

① 公共工事コスト縮減の徹底等により経費の削減を図るとともに、事業の持続性を考

慮し、下水道使用料の適正化を図り、経営の安定化に努めます。 

 
                         生活排水処理率の推移          （％） 

平成 12年度 平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 
87.4 88.0 88.3 88.5 88.8 

 
平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度

89.2 89.8 90.2 90.5 
 
 
【指標解説】 
○ 生活排水処理率：（公共下水道処理可能人口＋農業集落排水人口＋合併処理浄化槽人口）÷行政人

口×100により計算した数値です。 
○ 汚水管きょ改良事業：早急に改築が必要な管きょ（滝ノ下処理区）の改良事業です。 
【用語解説】                                    

＊1 合流式下水道：雨水と汚水を同一の管きょで排除する方式です。大雨の時などに汚水と雨水が混
合した未処理下水が雨水吐口から河川に放流されるため、放流先の水質悪化や公衆衛生上の問題

が懸念されます。 
＊2 不明水対策：管きょの隙間等から浸入する地下水と雨水を減少させるための対策を言います。 

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第３節  自然と調和した基盤づくり 

章  節  施策 施策の名称 

３ - ３ - ４ 水水辺辺とと森森林林のの整整備備 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

（仮称）川越市森林公園計画区域内公有地面積 （ha） 7.5 H27年度 11.0 

（年度又は年度末の値） 

 

 

本市は、荒川、入間川等の河川や伊佐沼に代表される水辺、武蔵野の面影を残す雑木林

等の優れた自然を有しており、この水と緑のネットワークは、生物の生息空間、人々のや

すらぎの場、良好な都市景観の構成要素として都市の豊かさを支えていますが、今後も貴

重な自然の保全や活用の方策を実施しなければ、都市化の波により失われていくことが懸

念されます。 
 本市はこれまでに、この優れた自然を地域住民の憩いの場や活動の場として活用を図る

ため、入間川における桜づつみモデル事業(＊1)や河川敷公園をはじめとする緑地等の整備
を進め、平成 20年度には池辺公園を開設しました。更に、市南部に広がる樹林地について
は、（仮称）川越市森林公園計画地内に散策しながら自然と触れ合える憩いの場として「森

のさんぽ道」の整備を進め、市民に開放しています。伊佐沼周辺地域については、伊佐沼

を核とした水、花、緑のネットワークづくりのため、県が主体となって実施している「地

域用水環境整備事業」により、親水護岸の整備や、水質浄化に効果のあるヨシ等を植栽し、

水辺の再生を推進しています。 
 今後においても、本市を代表する水辺や樹林地等については、自然とのふれあいの場、

憩いの場及び多様なレクリエーションの場として整備を進め、市民共有の財産として保全、

活用を図る必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施策の指標 

現状と課題 
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1 河川空間の活用 

① 荒川、入間川、新河岸川等の優れた自然環境を活用して、親水公園等の整備を図り

ます。また、築堤工事が完了した芳野地区周辺については、入間川の広大な河川空間

を利用して水辺や自然とのふれあいの場、スポーツ・レクリエーション活動の場とな

る河川敷公園の整備を推進します。 
2 伊佐沼周辺の整備 

① 「地域用水環境整備事業」の効果をふまえて、伊佐沼周辺における水、花、緑の豊

かな自然環境を活用し、市民共有の憩いの場やレクリエーションの場となる伊佐沼公

園の拡張整備を推進します。 
3 樹林地の整備 

① 本市南部に広がる武蔵野の面影を残す雑木林等については、大変貴重な自然である

ことから保全に努めていくとともに、自然とのふれあいの場、緑の中のレクリエーシ

ョンの場として活用を図るため、（仮称）川越市森林公園の整備を推進します。 
 
 

（仮称）川越市森林公園計画区域内公有地面積
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【指標解説】 

○ （仮称）川越市森林公園計画区域内公有地面積：（仮称）川越市森林公園用地の取得面積（川越市

土地開発公社取得含む）です。 

【用語解説】                                    

＊1 桜づつみモデル事業：河川地域の市街化等に伴い、緑が減少しつつあることから、良好な水辺空
間の整備の一環として、堤防及びその周辺の緑化を推進することにより良好な水辺空間の形成を

図る事業です。 

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第３節  自然と調和した基盤づくり 

章  節  施策 施策の名称 

３ - ３ - ５ 公公園園のの整整備備とと充充実実 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

都市公園数（箇所） 234 H27年度 280 

（年度又は年度末の値） 

 

 

都市化が進む中、都市公園等は都市の緑の中核として潤いを創出するとともに、自然と

のふれあい、コミュニティの形成、スポーツ・レクリエーション活動等、多様なニーズに

対応する市民生活に密着した都市の基盤となる施設です。 
また、活力のある長寿・福祉社会の形成や都市の環境問題対策などにも寄与することが

でき、更に、災害時には、都市の防災空間としても活用することができるなど、安全でゆ

とりある生活には欠かせない施設です。 
 現在、本市には、川越運動公園、県営川越公園をはじめとして、目的に応じたさまざま

な都市公園が整備されています。近年においては仙波河岸史跡公園、高階南公共広場、ス

ポーツパーク福原、国指定史跡河越館跡史跡公園等の整備を行い都市公園数は増加してい

ますが、市民一人当たりの都市公園面積は県内の平均を下回っており、今後も整備を推進

していくことが必要です。 
特に、本市の特性である豊かな自然や歴史を生かした公園、新たなレクリエーション活

動の場となる公園及び市民に身近で魅力的な公園等の整備を進めていくことが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 計画的な公園の整備 

① 「川越市緑の基本計画」に基づき、計画的に公園等の整備を推進します。 
2 自然環境の活用と整備 

① 水や緑等の自然環境と共生した公園の整備を推進します。 
3 歴史的遺産の活用 

① 本市の歴史的遺産を活用した公園の整備を推進するとともに、代表的な史跡である

川越城址については、城址公園として整備を検討します。また、川越城富士見櫓の復

元整備を行い観光や教育の場とします。 
4 身近な活動拠点の整備 

① 市民が憩いと安らぎを感じられる場所として、また、災害時の避難場所として活用

できるよう、街区公園等の身近な公園を積極的に整備します。 
② 子どもから高齢者までが身近な場所で体力づくりや健康づくりができる公園の整

備を行うとともに既設の公園に健康運動施設等の設置を図ります。 
5 レクリエーション・スポーツ拠点の整備 

① スポーツやレクリエーション活動の拠点となる公園の整備を検討するとともに、現

存する施設の更新等についても検討を進めます。 
② 子どもから高齢者までが利用できるレクリエーションの場として、温水利用型健康

運動施設(＊1)を含むなぐわし公園の整備を推進します。 
6 公園の適正な管理と魅力の創出 

① 既設の公園については、適正な管理を行うとともに、魅力を高めるため、施設のリ

ニューアルやユニバーサルデザイン化を行います。 
② 公園利用者層の変化と市民の多様なニーズに対応し、安全で誰もが安心して楽しむ

ことのできる魅力ある公園づくりを推進します。 
 

都市公園数及び市民一人当たりの都市公園面積の推移
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【用語解説】                                    

＊1 温水利用型健康運動施設：温水を利用した種々の軽運動を行うための施設です。 

施策の推進 
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第３章  人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち 

第３節  自然と調和した基盤づくり 

章  節  施策 施策の名称 

３ - ３ - ６ 快快適適なな住住宅宅・・住住環環境境のの整整備備 

 

 

 項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

市営住宅管理戸数（戸） 1,101 H27年度 1,132 

高齢者世話付住宅戸数（戸） 30 H27年度 40 

（年度又は年度末の値） 

 

 

平成１８年に、これまでの住宅政策の指針となっていた「住宅建設計画法」に替わって

「住生活基本法」が制定され、居住ニーズが多様化・高度化している中で、住宅そのもの

だけではなく居住環境を含む住生活全般の質的向上を推進していくとともに、住宅を作っ

ては壊す社会から、良いものを作って、きちんと手入れをして、長く大切に使う社会へ移

行していくことが求められています。 
多様化・高度化する居住ニーズへの対応は、市場による対応が最も効果的ですが、その

機能が適切に発揮され、良好な住宅・住環境の維持及び形成につながるよう、必要に応じ

て、地区計画等の規制誘導手法の活用を検討する必要があります。 
公営住宅については、これまで住宅困窮者に対する住宅セーフティネット(＊1)として市
営住宅を整備するとともに、老朽化した市営住宅の更新にあたり、一部を高齢者世話付住

宅として３０戸供給するなど、住宅困窮者の居住の安定の確保に努めてきました。 
今後も、老朽化した市営住宅の更新が課題となりますが、適切な維持管理を推進し、で

きる限り長期的に使用することができるよう努めるとともに、建替えにあたっては、厳し

い財政状況に鑑み、経済性や効率性に十分配慮する必要があります。今後の人口の推移、

多様化する世帯構成、周辺の住環境等を踏まえ、「川越市市営住宅ストック総合活用計画」

を適宜見直して、計画的な市営住宅を整備していく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 良好な住環境の整備 

① 地区計画や住環境整備に関する制度の活用を図ります。  
2 公的住宅の供給 

① 市営住宅の建替えにあたっては、周辺の住環境に配慮した敷地の活用を図るととも

に、福祉部門との連携により、福祉施設等との併設・合築を検討します。 
3 高齢者等への住宅支援 

① 高齢者等の居住の安定確保に関する制度など各種の制度を活用し、高齢者等への住

宅支援を行います 
② 高齢者や障害のある人が安心して暮らせるように、住み替え家賃の助成や高齢者住

宅保証制度等の充実を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指標解説】                                    

○ 市営住宅管理戸数：本市で管理している市営住宅の戸数です。 

○ 高齢者世話付住宅戸数：市営住宅のうち、独立して生活するには不安があると認められるが、自炊

が可能な程度の健康状態にある方（原則として６０歳以上）が、自立して安心かつ快適な在宅生活

を営むことができるよう、その生活を支援する生活援助員（ライフサポートアドバイザー）を配置

した住宅の戸数です。 

【用語解説】                                    

＊1 住宅セーフティネット：住宅市場の中で独力では住宅を確保することが困難な方々が、それぞれ
の所得、家族構成、身体の状況等に適した住宅を確保できるよう支援する仕組みを言います。 

施策の推進 
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第４章  にぎわいに満ち、活力ある産業を育てるまち 

第１節  地域経済の活性化と産業振興 

章  節  施策 施策の名称 

４ - １ - １ 地地域域振振興興拠拠点点のの整整備備とと新新ししいい産産業業のの育育成成 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

川越ブランドの商品数(件) 2 H27年度 6 

（年度又は年度末の値） 

 

 

 本市は長い歴史の中で農業、工業、商業、観光など多様な産業がバランス良く発展して

きました。 
 しかし、景気の悪化などにより事業所数が減少している現状のなか、大きく変化する経

済情勢に対応した、産業の振興を図っていくことが課題となっています。 
 地域の特色を生かした産業の振興を図るため、川越ブランドの推進や新たな産業の育成

が求められています。 
そのためには、本市の有する産業ポテンシャル(＊1)を十分に活用していくことが重要で
す。市内の４大学が持つ豊富な教育研究環境を活用した産学公連携による本市の特性を生

かした産業の育成や、ワーカーズコレクティブ(＊2)などの起業を支援するなどの取り組み
が考えられます。 
また、こうした地域産業の振興や活性化を図るとともに、地域住民の活動や交流を促進

し、にぎわいを創出するため、埼玉県との共同事業により地域振興ふれあい拠点施設の整

備を推進します。 
 

施策の指標 

現状と課題 

市内純生産額の推移
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1 地域振興ふれあい拠点施設の整備 

① 地域産業の振興や活性化、地域住民の活動・交流の促進及びにぎわいの創出を図る

ため、埼玉県との共同事業により地域振興ふれあい拠点施設を整備します。 
2 新しい産業の育成 

① 地域活動支援のためワーカーズコレクティブの設立を支援します。 

② 起業や第二創業(＊3)に対する支援を行います。 
3 人材確保や人材育成の推進 

① 中小企業の人材を確保するため、業務経験者や技術を有する人材の情報を収集し、

提供に努めます。 
② 高度化する技術革新やＩＣＴ化などに対応できる人材を育成するため、研修環境の

充実を図ります。また、地域における優れた技術や技能を継承するための人材育成の

しくみづくりについて研究します。 
4 産学公連携による技術開発の支援 

① 企業(産)が、技術シーズ(＊4)や高度な専門知識を持つ大学等(学)や公設試験研究機
関等（公）と連携して、新製品開発や新分野進出等を図れる環境づくりを支援します。

5 川越ブランドの推奨 

① 地場産業を育成するため、関係団体等と連携し新たな「川越ブランド」の確立を目

指します。 
6 高度情報化社会・ＩＣＴ社会への対応支援 

① インターネット等を利用した商店街情報の提供など、販売サービス情報のネットワ

ーク化を支援します。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
【用語解説】                                    

＊1 産業ポテンシャル：将来性、潜在能力。本市は、交通の要所、江戸時代からの商業都市、歴史遺
産、各分野の大学が立地するなど、他市と比べて有利な条件があることを指します。 

＊2 ワーカーズコレクティブ：働く人が資本と労働を持ち寄り、自主管理・自主運営をする労働者生
産協同組合の一形態です。生活者の視点から市民事業として事業化し、自らの働き場作りを行い

ます。事業分野は、福祉・介護、子育て支援、食など地域に密着した内容に広がっています。 
＊3 第二創業：過去の経営を見直し企業の構造を変えていくことで、現在の事業に何か工夫を加える

こと、新市場に進出すること、新事業に取り組むことなどを指します。 
＊4 技術シーズ：新しい可能性を持つ技術を言い、大学や研究機関などの研究成果で、事業化の可能

性のあるものを指します。 

施策の推進 

民営の事業所数と従業員数の推移
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第４章  にぎわいに満ち、活力ある産業を育てるまち 

第１節  地域経済の活性化と産業振興 

章  節  施策 施策の名称 

４ - １ - ２ 雇雇用用のの促促進進とと労労働働環環境境のの改改善善 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

就労支援及び労働教育講座受講者数（人） 277 H27年度 300 

川越市勤労者福祉サービスセンター会員数（人） 2,138 H27年度 3,000 

（年度又は年度末の値） 

 

 

 経済のグローバル化を背景に平成２０年秋にアメリカで発生した金融危機は、瞬く間に

世界的な経済減速をもたらし、回復基調にあった日本経済も収縮し、１００年に１度と言

われる景気の悪化は、雇用に対しても大きな影響をもたらしています。 
 これにより、労働者の３割を超えるに至った非正規労働者に対する解雇・雇い止め、解

雇に伴う住居の喪失、学卒者の内定取り消し、完全失業率の上昇、有効求人倍率の減少と

いった問題が発生しています。 
また、今後は生産年齢人口の減少が加速することから、高齢者の就労機会の創出や女性

が子育てをしながら働き続けることのできる就労環境の整備などが求められています。 
 労働者が安心して働ける環境を整えるためには、健全な労使関係を保つことや仕事と家

庭の両立を図ることが必要です。 
 また、職業意識やライフスタイルが多様化する中で豊かに暮らすことができるよう、福

利厚生の充実が求められています。 
 本市では、平成２１年度に就労支援を図るため、しごと相談員(＊1)の配置や就労支援家
賃助成制度の制定、職業体験講座の開催などを実施しました。 
 今後、一層の就労支援や雇用の促進を図ると共に労働者が働きやすい職場環境を整える

必要があります。 

施策の指標 

現状と課題 
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1 雇用の促進 

① 就労機会の拡大につながるよう、無料職業紹介を実施し職業相談体制の充実を図る

とともに、ハローワークなどの関係機関と連携し、若年者、中高年齢者、障害のある

人など、さまざまな求職者に対応した就業支援に努めます。 
② 市内の大学など教育機関や企業と協力し、ニーズに即した職業能力の開発や向上、

再就職者への支援を図ります。 
2 労働条件改善の促進 

① 健全な労使関係や職場環境が築けるよう、労働教育講座等を開催して労働教育の推

進と労働安全衛生の普及・啓発に努めます。また、埼玉県などの関係機関と連携し、

労働相談の充実に努めます。 
② 仕事と家庭の両立が図れるよう、短時間労働や再雇用制度の普及、育児・介護休業

の取得の促進などの啓発に努めます。 
3 福祉制度の普及・促進 
① 勤労者が豊かに暮らすことができるよう、勤労者福利厚生施設の充実に努め、文

化・教養の向上、健康の増進や余暇活動の促進を図ります。 
② 財団法人川越市勤労者福祉サービスセンターの事業を支援し、勤労者の総合的な福

利厚生に努めます。 
③ 中小企業退職金共済制度の普及に努めるなど、勤労者福祉及び共済制度の充実を図

ります。 

 
川越市勤労者福祉サービスセンター会員数

1978 2145 1876 1855 1879

145 259

387 383 372 358 352

0

1000

2000

3000

H16 H17 H18 H19 H20 （年度）

（人）

0

100

200

300

400

（社）

セレクト会員数

正会員数

事業所数

 

有効求人倍率（一般職業紹介）の推移
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【用語解説】 
＊1 しごと相談員：市民の就労に関する相談に応じるため、就労相談室に配置している相談員です。 
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施策の推進 
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第４章  にぎわいに満ち、活力ある産業を育てるまち 

第１節  地域経済の活性化と産業振興 

章  節  施策 施策の名称 

４ - １ - ３ 農農業業のの振振興興 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

認定農業者の人数（人） 125 H27年度 150 

農産物直売所の設置所数（箇所） ３ H27年度 ５ 

（年度又は年度末の値） 

 

 

本市の農業は大消費地である首都圏に位置するという地理的条件に恵まれており、また、

農家戸数、耕地面積及び農業産出額は県内で上位を占めます。しかし、全国的傾向である

農業従事者の高齢化や農業後継者の不足、遊休農地の増加、また地理的条件からの市街化

圧力の高まりなどの問題は、本市農業振興にとって深刻な問題となっています。こうした

問題の背景には、農業所得の低迷があると考えられます。 
本市では、農業生産の拡大のための農業基盤の整備や認定農業者など担い手の育成・確

保を推進することや、農産物直売所設置への取り組みによる地場農産物の普及などを行い

ました。また、平成２１年には本市の農業施策の指針となります川越市農業振興計画を策

定しました。 
今後、川越の農業が活力のある産業となるためには、首都圏の台所の役割を果たすため

に「生産量の拡大」を図るとともに、「地産地消」による域内流通の活性化、農業の基盤で

ある「農地の保全」を農業振興の柱としながら、農業所得向上の視点から施策を推進して

いく必要があります。また、そのためには農業者のみならず、消費者・援農者としての市

民、食品加工業者、卸売業者、小売業者など、生産から消費に至るまでの多様な主体の協

働が必要です。 
 

 
 
 
 
 

 

施策の指標 

現状と課題 
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1 食料の安定供給の促進 

① 安定した農業経営の確立を図るため、水田農業、畑作農業、畜産業等に対し支援し

ます。 
② 「川越ブランド｣の生産振興を図るとともに、食品産業と農業の連携強化に向けて

取り組みます。 
2 担い手の育成・確保の推進 

① 認定農業者を中心とする中核的な担い手の育成と支援を図ります。 
② 小規模農業者や新規就農者、法人など幅広い担い手を視野に入れた施策の展開を図

ります。 
③ 農業者の連携を図るため、農業者組織の育成と支援を図ります。 
3 市民ニーズへの対応と流通の多様化の推進 

① 市民農園等農業ふれあいセンター活動の充実を図るとともに、農業関連イベントの

開催等を通じ市民と農業者の交流を促進します。 
② 安全・安心な川越産農畜産物の地産地消を図るとともに、観光産業との連携・参入

により流通の多様化を支援します。 
4 環境と共生した持続可能な農業の推進 

① 落ち葉等の有機性資源（＊１）を有効活用する農業を推進します。 
② 食の安全・安心を確保するため、農薬や化学肥料を削減した農法の普及を促進しま

す。 
5 農業基盤及び生活環境の整備 

① 農業の生産性の向上を図るため、ほ場整備等基盤整備事業を推進します。 
② 生活環境の改善と農業用用排水の水質保全を図るため、農業集落排水事業等を推進

します。 
③ 優良農地を保全し、遊休農地の発生の防止を図るため、効率的な土地利用を促進し

ます。 
 
 
 
 
 
【指標解説】  
○ 認定農業者の人数：農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が策定した基本構想に示す効率的か

つ安定的な農業経営を目指して、農業経営のための計画を作成し、市町村の認定を受けた者の数で

す。 
○ 農産物直売所の設置所数：直売所が立地する周辺の農家や JA などが設置した、地元の農産物を販

売する施設の数です。 
【用語解説】                                    

＊１ 有機性資源：生物（動植物や微生物）に由来する資源で、生物学的分解によって、環境中に安全

に還元していくことが可能であり、かつ再び有用な資源として再生していくことが可能なものを

言います。 

施策の推進 
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第４章  にぎわいに満ち、活力ある産業を育てるまち 

第１節  地域経済の活性化と産業振興 

章  節  施策 施策の名称 

４ - １ - ４ 商商業業のの振振興興 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

商店街法人化数（箇所） 5 H27年度 10 

（年度又は年度末の値） 

 

 

 日本の経済は、バブルの崩壊とその後の景気後退、近年ではリーマンショックの影響な

どによって景気の低迷が長期化しています。 
 本市の商業は、平成１９年の商業統計調査によると、商店数２，６６１店、年間販売額

７，４２０億円となっていますが、平成１４年と比較すると、いずれも減少しています。 
 これは、長期にわたる景気の低迷による購買力の低下や近隣市町における大型商業施設

の進出に伴う顧客の流出、また、通信販売、インターネットによる購入手段の多様化など

様々な要因が考えられます。 
 市民の生活に密着した商店街は、その地域とともに発展してきましたが、近年では、防

犯活動や高齢化社会を踏まえた継続的な活動が求められています。 
 本市の中心市街地は、商業・業務機能の集積が高いばかりでなく、本市の歴史・文化の

中心でもあります。この中心市街地を活性化し、まちの魅力を高めるために平成２１年６

月に認定を受けた「中心市街地活性化基本計画」に基づき、今後は中心市街地活性化協議

会と意見調整を図りながら活性化事業を実施していく必要があります。また、周辺商業地

については、地域に密着した魅力ある商店街の形成に努めていく必要があります。 
 また、こうした経済状況の中、中小事業者の経営の安定化などを図るため、支援の充実

が求められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 商店街への支援 

① 法人化など組織強化を支援します。 
② 商店街の振興、活性化、にぎわい創出、魅力創出に寄与する事業を支援します。 
③ 安全・安心の環境づくりを支援します。 
2 中心市街地の活性化 

① 中心市街地活性化協議会との意見調整を図り、多様な参画のもと中心市街地活性化

基本計画に基づく商業の振興と活性化事業を推進します。 
② 産業観光館（鏡山酒造跡地）の効果的な管理・運営を推進するとともに、旧川越織

物市場や旧鶴川座等、歴史的・文化的価値がありながら活用されていない建物の活用

の方向性を検討するなど、まちの回遊性を高め市街地の活性化に努めます。 
3 周辺商業地の形成 

① 霞ヶ関、新河岸、南大塚及び南古谷の各駅周辺地域などについては、地域住民に密

着した商業地の形成に努めます。 
② 国道等の沿道については、交通利便性の高い立地特性を生かし、駐車場を備えた秩

序ある商業地の形成に努めます。 
4 健全な商業の発展と商業団体等への支援・融資制度の充実 

① 商業の振興を図るため、各種商業団体と連携するとともに、これらの団体を支援し

ます。 
② 中小企業者の経営安定等を図るため、従来の融資制度を充実するとともに、新たな

融資制度についても検討します。 
③ 卸売団地の整備など、卸売及び流通機能の強化策を支援します。 

 
【商店街法人化の状況】（平成２０年度末現在） 
  川越一番街商業協同組合（昭和２６年）、川越サンロード商店街振興組合（昭和６０年）、 
  大正浪漫夢通り商店街振興組合（平成３年）、川越新富町商店街振興組合（平成４年）、 
  川越市角栄商店街振興組合（平成４年） 
 

商店数と年間販売額の推移 

 

施策の推進 
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第４章  にぎわいに満ち、活力ある産業を育てるまち 

第１節  地域経済の活性化と産業振興 

章  節  施策 施策の名称 

４ - １ - ５ 工工業業のの振振興興 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

市内工業専用地域（川越第二産業団地を含む）の面積

（ha） 
229(H21) H27年度 250 

（歴年の値） 

 

 

本市は、３つの工業団地、２つの工場適地、１つの産業団地があり、製造品出荷額等が

県内第２位の工業都市です。しかし、市街地には住工混在地区の存在や既存工業団地等で

のスペース不足といった問題がみられます。こうした問題の解決や外部からの企業立地の

受け入れ対策として工業用地の確保が必要です。また、本市産業の発展を図るため既存事

業所の育成を支援する施策が求められています。 
 工業用地の確保については、県と共同で川越第二産業団地を新設しました。 
また、経済状況の悪化に対応するために、不況対策融資や融資相談会なども行いました。 
 今後は、周辺整備や企業誘致と併せて工業用地の確保をさらに進めるとともに、誘致し

た企業には、地元からの資材の調達率を高めてもらうことや地元の人材採用による雇用の

創出など、本市全体の産業振興に結び付けるという視点が重要になります。また、既存事

業所の育成には、各種の支援機関とも連携し、営業活動や企業活動の維持・強化、公的融

資制度の強化・充実、経営診断等による経営基盤整備、産業情報の発信、産業人材の確保・

育成などにかかわる支援を行っていく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 工業団地の拡張及び整備  

① 本市への進出企業や既存事業所の事業所拡大の受皿として、工業用地の確保を図り

ます。 
② 企業誘致のための優遇助成制度の創設などを検討します。 
2 企業支援 

① 経営診断等の経営基盤整備を支援します。 

② 中小企業者の経営安定等を図るため、従来の融資制度を充実するとともに、新たな

融資制度についても検討します。 
③ 工場の立地情報など産業情報の発信を行います。 
3 工業団体等への支援 

① 工業の振興を図るために、工業団体等の関係団体と連携するとともに、これらの団

体を支援します。 
4 広域的産学公ネットワークの推進 

① 首都圏西部地域に集積する「自動車」「電気・電子」「精密機械」関連産業、各種教

育機関・研究施設等および行政・支援機関の連携を図ります。 
 
１．事業所数・従業者数・製造品出荷額等    （各年１２月３１日現在） 

年度 事業所数 従業者数 製造品出荷額等（年間） 
平成１５年度 614 22,440 7,042 億円 

１６ 580 22,550 9,456 
１７ 602 24,153 9,986 
１８ 563 24,705 10,114 
１９ 591 25,018 10,616 

※ 従業者４人以上の事業所について集計。        出典：工業統計調査 
 
●川越市内工業専用地域（川越第二産業団地を含む） 

(平成 21年 12月 31日現在) 
地   区  面積(ha) 
芳   野       92 
大   東     78 
名   細       28 
霞 ヶ 関       31 
合   計      229 

 
 
 

施策の推進 
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第４章  にぎわいに満ち、活力ある産業を育てるまち 

第２節  観光による地域振興 

章  節  施策 施策の名称 

４ - ２ - １ 新新たたなな観観光光事事業業のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

観光客数（万人） 605 H27年度 700 

（歴年の値） 

 

 

 平成 18年に成立した「観光立国推進基本法」を受けて、平成 19年に「観光立国推進基
本計画」が策定されました。そして、平成 20年の観光庁の発足により、観光立国の実現は
官民を挙げて取り組むべき重要な政策として位置づけられました。 
 「観光立国推進基本計画」の中では、地域固有の観光資源を保全・育成しつつ、観光の

発展を一過性の現象にとどめないための活用を推進していくことや地域の伝統・文化など

を活用し、地域住民が誇りと愛着を持つことができる活力に満ちた地域社会の実現、さら

に、世界に例をみない水準の少子高齢社会を活力に満ちたものにしていくために、日本人・

外国人を問わない観光による交流人口の拡大などがうたわれています。 
 このような背景から、伝統技術や生産現場を見学・体験する産業観光(＊1)を新たに推進
するとともに、新河岸川舟運の歴史・文化を後世に伝える観光舟運事業の推進を図りまし

た。また、平成 19年・20年には、（社）小江戸川越観光協会と協力して、外国人観光客の
誘致を目的とした観光ルネサンス事業を実施しました。さらに、本市を舞台としたＮＨＫ

連続テレビ小説「つばさ」(＊2)の放送に合わせ、平成 20年度～21年度にかけては全国へ
向けた誘客事業を実施するとともに、ロケ地マップの作成や出演者の観光グルメ大使への

登用など、ドラマ効果の継続事業にも取り組みました。 
 観光による地域振興を図るには、年間を通して観光客が訪れる魅力あるまちを形成して

いく必要があります。今後は、新たな観光客の誘客はもちろんのこと、川越のまちを好き

なってもらえる観光リピーターを育てていくことが大きな課題となります。 
そのためには、観光客のニーズに応え、観光客が満足できる川越観光を継続して提供し

ていけるよう、本市が培ってきた伝統や文化といった地域特性を生かした観光資源のさら

なる掘り起こしと活用が重要になります。また、観光情報の提供についても、多種多様な

方法を検討・実施していく必要があります。 

施策の指標 

現状と課題 
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1 観光事業の企画・推進 

① 農業、商工業との連携を深め、産業観光の更なる振興を関係機関と企画・推進しま

す。 
② 新河岸川を活用した観光舟運事業の推進、伊佐沼など水辺空間を活用した回遊ルー

トの開発を図ります。 
③ 地域の特性を生かした新たな観光資源を発掘・活用することにより、観光エリアの

拡大を図り、リピーターの確保、滞在型観光の増進を視野に入れた事業を推進します。

④ 川越まつりなど既存の観光事業の内容を充実するとともに、郷土芸能の伝承と保存

に取り組んでいきます。 
2 ＩＣＴによる観光情報の提供 

① 「小江戸川越」のＰＲを広範囲で行なうため、ＩＣＴの活用を積極的に進めるとと

もに、内容の充実、定期的な情報発信を促進します。 
3 外国人観光客の誘致 

① 外国人観光客へ向けた観光情報の提供・ＰＲに加え、旅行エージェント等関係機関

と協力し、外国人観光客の誘客を促進します。 

 

観光客数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【用語解説】                                    

＊1 産業観光：一般的に「産業文化財（機械・器具など）、生産現場、生産技術、生産品などを観光資
源ととらえ、観光課がそれらを通して、見る、学ぶ、遊ぶ、話す、聞く、といった多様な体験を

通して、地域色ある産業文化の理解を深めること」と解釈されています。 
＊2 ＮＨＫ連続テレビ小説「つばさ」：連続テレビ小説第 80 作目の作品で、埼玉県が初めて舞台とな

った。平成 21年３月 30日から同年９月 26日まで放送され、女優・多部未華子さん演じるヒロイ
ン・つばさの実家・老舗和菓子屋「甘玉堂」が川越市の一番街にあるという設定。市内各所でロ

ケが行なわれ、ドラマ効果により全国から観光客が訪れた。 

施策の推進 
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第４章  にぎわいに満ち、活力ある産業を育てるまち 

第２節  観光による地域振興 

章  節  施策 施策の名称 

４ - ２ - ２ 観観光光環環境境のの整整備備 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

観光時間半日以上の観光客割合（％） 58 H27年度 70 

（年度又は年度末の値） 

 

 

 観光旅行を促進するうえで、観光に係わる環境の整備は、主要な施策の一つとして捉え

られています。中でも、旅行の容易化および円滑化、接遇の向上を含む観光客の利便の増

進、新たな観光分野の開発等が重要であるとされています。 
 平成元年以降、自家用車および観光バスでの観光客が増えはじめ、平成 20年には全体の
４割強を占めるようになりました。これにより、駐車場不足や一番街・中央通りにおける

交通渋滞が発生するようになるとともに、観光案内、公衆トイレの数や休憩場所について、

改善を指摘する声が寄せられるようになりました。さらに、ＮＨＫ連続テレビ小説「つば

さ」(＊1)の影響により、全国から多くの観光客が訪れるようになり、一番街における交通
渋滞は、観光客のみならず地域の生活にも大きな影響を及ぼすようになりました。 
 平成 21年１月に市役所本庁舎北側に来庁車用の駐車場（バス４台分の乗降場あり）を開
設し、土・日曜日、祝日における観光客用の駐車場として利活用を開始しました。平成 21
年５月のゴールデンウィークには、観光客の利便性を向上させるために一番街の交通規制

を実施するとともに、本川越駅前と鏡山酒造跡地内に暫定的に観光案内所を設けました。

公衆トイレについては、観光バスの駐車場となる初雁公園内と市役所本庁舎北側駐車場内

に新設するとともに、成田山川越別院の公衆トイレの改築を行いました。 
また、市民のホスピタリティの向上を図るため、平成 20年に川越商工会議所、（社）小
江戸川越観光協会と協力して「小江戸川越検定」を実施しています。 
 新たな観光客の誘致やリピーターの確保を図ることと併せ、観光客の受け入れ環境の整

備も観光による地域振興を図るうえでは重要な課題となります。 
そのためには、観光客が有意義な時間を過ごすことができるだけでなく、安心して安全

な川越観光ができるよう、観光事業に携わる関係者、さらには地域と連携した観光環境の

整備を推進していくことが必要です。 

施策の指標 

現状と課題 
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1 郊外型駐車場の整備 

① 中心市街地の交通渋滞緩和及び観光客の利便性と安全を確保するため、交通環境の

改善に向け、関係機関と協議するとともに、郊外型駐車場の整備を推進します。（第

３章第２節施策２「交通円滑化方策の推進」参照） 
② 郊外型駐車場と観光スポットを結ぶため、パークアンドバスライドやパークアンド

レンタサイクルなどの方策を関係各課と調整していきます。 
2 歴史的建築物の整備・活用 

① まちの駅（＊4）の機能をふまえ、観光客の利便性の向上と市民交流の場として、
旧笠間家住宅、旧川越織物市場、旧鶴川座等の歴史的価値がある建築物の活用を関係

機関と調整を図りながら検討・推進していきます。 
3 観光施設の整備 

① 観光サイン、ポケットパーク（休憩エリア）、公衆トイレなどの整備と維持管理に

ついて、関係機関と調整を図り向上させていきます。 
② 観光案内サービスの充実を図るため、観光案内所の整備を推進するとともに、多様

な観光案内サービスを検討します。  
4 広域観光の推進 

① 川越市を含む７市町で構成された「埼玉県川越都市圏まちづくり協議会」での広域

観光を更に推進します。また、新たなネットワーク化を積極的に推進します。（共通

第３節施策１「広域行政の推進」参照） 
5 ホスピタリティの向上 

① ホスピタリティの向上を図るため、小江戸川越検定事業の継続をはじめ、関係機関

と協力してホスピタリティの啓発事業に努めていきます。 

観光時間                   来訪回数 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
【用語解説】                                    

＊1 ＮＨＫ連続テレビ小説「つばさ」：「新たな観光事業の推進」の用語解説を参照。 
＊2 ホスピタリティ：接客やもてなしのよいことを言います。 
＊3 小江戸川越検定：川越商工会議所・川越市・（社）小江戸川越観光協会で組織された小江戸川越検

定委員会が主催し、第１回（３級）を平成 20 年２月に、第２回（２級・３級）を平成 21 年２月

に実施した。 

＊4 まちの駅：地域住民や来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流を
促進する空間施設を言います。 

施策の推進 

※グラフ内数値の説明 

上段：項目内容 
中段：回答人数 
下段：全体に対する回答人数の割合 

（平成 20 年アンケート調査）



- 128 - 

 



- 129 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5章 

人と自然がともに生きる、地球環境にやさ

しいまち 

－環境－



- 130 - 

第５章  人と自然がともに生きる、地球環境にやさしいまち 

第１節  総合的かつ計画的な環境行政の推進 

章  節  施策 施策の名称 

５ - １ - １ 計計画画的的なな環環境境事事業業のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

市民の環境に対する満足度（％） 27.1 H27年度 40以上 

（年度又は年度末の値） 

 

 

環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築するためには、環境に関するさまざまな課

題に対して、的確に対応していくことが必要となっています。 
本市では、総合的かつ計画的に環境行政を推進していくために、「川越市良好な環境の保

全に関する基本条例」に基づいて、平成 19 年 3 月に「第二次川越市環境基本計画」を策
定し、施策の進ちょく状況や市民・事業者の取組状況について、年次報告書としてまとめ、

公表し、市民意見の反映に努めてきました。 
また、個別の条例については、「川越市路上喫煙の防止に関する条例」、「川越市地球温暖

化対策条例」を制定し、個別の計画については、「川越市環境行動計画『かわごえアジェン

ダ２１』」(＊1)、「川越市緑の基本計画（平成２０年３月改定）」、「川越市地球温暖化対策
地域推進計画」を策定し、各種事業・施策を展開してきました。 
これら事業・施策の推進については、ＩＳＯ１４００１(＊2)の認証を取得した川越市環

境マネジメントシステムにより進行管理を行ってきました。 
このように、新たな環境問題の発生や社会状況の変化に対応し、計画の策定や条例の制

定を行い、進行管理しており、関連する事業も概ね順調に進んできているものの、施策の

指標である「市民の環境に対する満足度」の目標値を達成できるほどの成果には結び付い

ていない状況です。 
今後、成果を上げていくためには、市民等の意見を反映した効果的な進行管理を行い、

各計画の見直しや、市民参加などにより市域全体で計画を一層推進していくための手法・

事業の創設を検討するとともに、新たな課題に対応するための計画の策定や条例等の制定

に努めていく必要があります。 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 環境基本計画の推進 

① ｢第二次川越市環境基本計画」に基づき、環境に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するとともに、本市を取り巻く環境の変化や計画の進ちょく状況に応じて、必要

な場合は適宜見直しを図ります。 
2 地球温暖化対策実行計画の推進 

① 市域から排出される温室効果ガス(＊3)を削減するため、「川越市地球温暖化対策地
域推進計画」に基づき、本市の自然的・社会的条件に応じた施策を推進します。 
② 「川越市環境にやさしい率先実行計画」に基づき、公共施設から排出される温室効

果ガスを率先して削減します。 
3 一般廃棄物処理基本計画の推進 

① 「川越市一般廃棄物処理基本計画」に基づく施策を計画的に推進します。また、計

画の進行管理を行い、必要な場合は適宜見直しを図ります。 
4 緑の基本計画の推進 

① 本市の緑をよりよいものにするため「川越市緑の基本計画」に基づく施策を計画的

に推進します。 
5 環境マネジメントシステムの推進 

① ISO14001の認証を取得した川越市環境マネジメントシステムにより、市が環境に
与える各種要因を施策・事業も含め継続的に改善します。 

6 新たな計画等の検討 

① 新たな環境問題の発生や社会状況等の変化に応じて、必要な計画の策定や条例等の

制定を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
【指標解説】 

○ 市民の環境に対する満足度：市民アンケートにおいて、川越市の環境について「満足」と答えた人

の割合（％）と「やや満足」と答えた人の割合（％）を足したものです。 

【用語解説】                                    

＊1 川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ２１」：市民、事業者及び民間団体が自らの日常生活や
事業活動において環境に配慮した行動をとるための指針として平成１９年度に策定されたもので

す。   
＊2 ＩＳＯ１４００１：国際標準化機構（ＩＳＯ）が定めた環境マネジマントシステムの国際規格の

ことです。 

＊3 温室効果ガス：地球は太陽のエネルギーで温められますが、その熱を宇宙へ逃さない働きをする
気体を温室効果ガスと言います。京都議定書においては、６種類の温室効果ガス（二酸化炭素（CO
₂）、メタン（CH₄）、一酸化二窒素（Ｎ₂Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣ）、パーフルオ
ロカーボン類（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ₆））が削減対象になっています。 

施策の推進 
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第５章  人と自然がともに生きる、地球環境にやさしいまち 

第１節  総合的かつ計画的な環境行政の推進 

章  節  施策 施策の名称 

５ - １ - ２ 環環境境活活動動参参加加ののたためめののししくくみみづづくくりり 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

かわごえ環境ネット主催の事業及び行事数（回） 50 H27年度 50以上 

（年度又は年度末の値） 

 

 

環境保全活動は、市民等の環境に対する意識の高揚を図り、より多くの担い手を育成す

るとともに、市民、事業者、民間団体及び市といった各主体が自主的、積極的に行動し、

更にそれぞれの力を合わせて、団体活動や各主体間の連携が協働の取組に発展してこそ、

大きな効果が期待できます。 
本市では、環境教育・学習、普及啓発活動の一環として、環境関連の出前講座、こども

エコクラブ(＊1)の事業、市民環境調査(＊2)などを実施するとともに、広報、ホームページ
などにより環境に関する情報の提供を行ってきました。 
一方、環境分野における市民等の活動の動向としては、かわごえ環境ネット(＊3)が、平

成１２年の設立以来多岐にわたる環境保全活動を行っているほか、「川越市環境行動計画

『かわごえアジェンダ２１』」を協働で策定するなどパートナーとしても実績を残してきま

した。また、その他の多くの団体についても、清掃活動、河川等の浄化活動、森林保全活

動などの自主的な取組を行っており、本市は、それらの団体に対し、活動に必要な物品の

支給や貸与、補助金の支給などを行うことにより支援してきました。 
環境行政に対する市民等の関心が高まるにつれ、かわごえ環境ネットをはじめとして、

地域における様々な課題に対して、自主的、積極的に取り組む動きが見られるようになっ

ています。今後もこのような動きを促進するために、個々の市民等が環境保全活動に取り

組むきっかけになるような事業、市民等の自主的な取組を支援する事業、主体間の協働を

促進する事業などを、より充実させていく必要があります。 

施策の指標 

現状と課題 
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1 パートナーシップの形成 

① かわごえ環境ネットが、パートナーシップ組織としての特徴を生かして実施する協

働事業や市外のネットワーク組織と連携した広域における環境保全活動を推進でき

るよう支援します。 
② 市民団体等との協働により、地域の特性に応じた環境保全活動を推進します。 
2 環境学習の推進 

① だれにでも分かりやすい環境に関する情報提供の充実を図ります。 
② 環境に対する市民意識の向上を図るため、大人から子どもまで参加できる環境学習

事業の充実を図ります。 
3 市民・事業者の取組の支援 

① エコチャレンジファミリー認定事業やエコストア・エコオフィス認定制度など、市

民や事業者の自主的な取組を促進する制度を推進するとともに、新たな制度の創設を

検討します。 
② 市民や事業者の自主的な取組を支援するため、各種補助事業等を推進します。 

 
◆かわごえ環境ネットのイメージ図     ◆かわごえ環境ネット主催の事業及び行事の実績 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
【用語解説】                      

＊1 こどもエコクラブ：子どもたちの興味や関心に基づいて、家庭・学校・地域において身近にでき
る環境活動について取り組むクラブです。環境省が支援しています。 

＊2 市民環境調査：身近なテーマ（酸性雨、セミのぬけがら、湧水等）について調査を行うことによ
り、市民の環境問題に関する意識の高揚及び本市の環境の現状把握を図ることを目的とし、実施

しています。 
＊3 かわごえ環境ネット：本市の望ましい環境像を実現するために設立された、市民、事業者、民間

団体及び市の４者によるパートナーシップ組織です。 

施策の推進 
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第５章  人と自然がともに生きる、地球環境にやさしいまち 

第２節  循環型社会の構築 

章  節  施策 施策の名称 

５ - ２ - １ 地地球球温温暖暖化化対対策策のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

市域における温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 
1,649.4 

（H18 年度）
H27年度 

1,327 
（H24 年度）

家庭における電力・ガス由来の二酸化炭素排出量

（kg-CO2/年・世帯） 
2,347 H27年度 2,220 

市内太陽光発電システムの累積発電出力（kW） 5,257 H27年度 9,050 

（年度又は年度末の値） 

 

 

地球温暖化は、わたしたち人間の活動による二酸化炭素などの温室効果ガスの増加によ

ってもたらされた可能性が非常に高く、海面の上昇や水不足、作物不足等、深刻な影響を

様々な分野や地域で世代を超えて及ぼすことが指摘され、「世界の温室効果ガスを 2050年
までに半減する」という一応の国際合意がなされています。 
温室効果ガスの排出は、快適さや便利さを追い求め、多量にエネルギーを消費するわた

したちの暮らしぶりと密接に関係しているため、地域の自然的・社会的特性に応じた地域

からの実効性のある取組が求められています。 
本市では、１％節電運動、太陽光発電システムの設置費補助事業、エコチャレンジファ

ミリー認定事業など、早くから様々な取組を進めてきました。 
平成 19 年 12 月には、「川越市地球温暖化対策条例」を制定しました。更に、同条例に
基づき、平成 21 年 3 月に「川越市地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、太陽エネル
ギー等活用推進プロジェクトなど７つの重点プロジェクトを中心として、市域における地

球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進しています。 
しかしながら、市域における温室効果ガスの排出量は、京都議定書(＊1)の基準年である

1990年に比べて大幅に増加しており、これまで以上に省エネルギーの推進や新エネルギー
の導入を促進することはもちろん、低炭素型のまちづくりを進め、「豊かさを実感できる二

酸化炭素排出の少ないまち」を実現することが必要となっています。 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 省エネルギーの推進 

① 公共施設における省エネ活動を推進するとともに、市民への意識啓発を図ります。

② 事業者に対し、環境に配慮しつつ企業の持続的な発展を目指す環境経営を促進しま

す。 
③ 省エネ型機器・住宅を普及させるための啓発事業や公共施設における ESCO 事業

(＊2)等により、省エネルギーを推進します。 
2 新エネルギーの導入促進 

① 身近な自然エネルギーであり、省エネ意識の向上にもつながる太陽光発電システム

を市域全体で推進します。 
② 太陽光発電システム以外の新エネルギーについても、本市の特性に応じて普及を促

進します。 
3 その他地球温暖化対策の推進 

① ごみの減量・資源化の推進等により、焼却による二酸化炭素の排出を削減します。

② 渋滞緩和対策や低燃費車の導入等により、自動車からの二酸化炭素の排出を削減し

ます。 
③ 二酸化炭素の吸収をはじめ、多様な緑の機能を活かすため、緑の保全や創出に努め

ます。 
④ 国、埼玉県、他市区町村等と連携を図りながら地球温暖化対策を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

【指標説明】 

○ 家庭における電力・ガス由来の二酸化炭素排出量：家庭での電気及びガスの使用が原因で排出され

る 1世帯当たりの二酸化炭素の推計値です。 
【用語解説】 

＊1 京都議定書：気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書。温室効果ガス削減のため関係国の

代表が署名した文書。1997年に京都で開催された「気候変動枠組条約第 3回締結国会議（COP3）」
で採択されました。日本の数値目標を基準年(1990年)と比べて 6％削減としています。 

＊2 ESCO 事業：工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損

なうことなく省エネルギーを実現し、更にはその結果得られる省エネルギー効果を保証する事業

です。 

施策の推進 
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第５章  人と自然がともに生きる、地球環境にやさしいまち 

第２節  循環型社会の構築 

章  節  施策 施策の名称 

５ - ２ - ２ ごごみみのの減減量量化化、、資資源源化化 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

リサイクル率（％） 25.4 H27年度 30以上 

（年度又は年度末の値） 

 

 

 資源循環型社会の構築を図るには、ごみの減量化、資源化の推進が必要となっています。 
本市では、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装などを分別品目に加えて、現在、

家庭ごみは９品目として収集しています。更に、焼却灰などの資源化を実施し、リサイク

ル率の向上を図っています。また、従来から実施していた集団回収事業、家庭用生ごみ処

理機器購入費補助事業の推進、出前講座などの実施によりごみの減量化、資源化にも取り

組みました。 
 しかしながら、リサイクルを推進するほど、それにかかる経費の増大が懸念されます。

また、焼却処理や埋め立て処理は、環境に多大なる影響を及ぼします。そこで、これまで

以上にごみを極力出さないライフスタイルへの転換を促進していくことが重要となってい

ます。 
 今後、更に、繰り返し使える素材、耐久性に優れたものを製造することや簡易包装によ

る販売を行うよう事業者に協力を求め、拡大生産者責任(＊1)が反映された社会構造となる
よう国に働きかけることも必要となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 減量化の推進 

① 集団回収の促進等により、家庭から排出される可燃ごみの減量化を推進します。 
② 家庭ごみの有料化について検討します。 
③ 多量排出事業者(＊2)にごみの減量化を促すとともに、小規模の事業所等から排出さ
れるごみについても減量化を促進します。 

2 資源化の推進 

① びんやかんなどの資源ごみの分別排出の徹底を図ります。 
② 草木類等の資源化を推進します。 
3 市民・事業者への啓発 

① 出前講座やイベントなどの情報発信を行い、市民への啓発事業を推進します。 
② エコストア・エコオフィス認定制度の推進により、事業者のごみの減量・資源化の

取組を促進します。 
 
 
 

《処理の優先順位》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標解説】 

○ リサイクル率（％）＝総資源化量÷総排出量×100 

＝（施設内資源回収量＋直接資源化量＋焼却灰等再資源化量＋集団回収量） 

÷（施設搬入ごみ量＋直接資源化量＋集団回収量）×100 

【用語解説】 

＊1 拡大生産者責任：物をつくって売る企業や人には、その製品がごみになった後まで、一定の責
任があるという考え方です。 

＊2 多量排出事業者：市条例に定義されている「月５トン以上の一般廃棄物を市の施設に搬入してい
る事業者」を言います。 

施策の推進 
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第５章  人と自然がともに生きる、地球環境にやさしいまち 

第２節  循環型社会の構築 

章  節  施策 施策の名称 

５ - ２ - ３ 廃廃棄棄物物のの適適正正処処理理 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

最終処分量（トン） 7,447 H27年度 1,000以下

（年度又は年度末の値） 

 

 

 東清掃センターについては、ダイオキシン類対策工事を実施するなど、適正な維持管理

に取り組んできました。また、平成２２年度からは循環型社会形成に資する中間処理施設

である資源化センターが稼動しており、適正な維持管理に努めています。 
 今後は、廃棄物の適正な処理を推進していくうえで、資源化センター、東清掃センター

の安全で効率的な維持管理を引き続き行っていくとともに、老朽化が進む東清掃センター

の延命化について検討する必要があります。 
 最終処分場である小畔の里クリーンセンターについては、資源物の分別収集を推進する

ことによる焼却処理量の削減、東清掃センターから排出される焼却灰等のセメント原料化

への有効利用、資源化センターの稼動により最終処分量の削減を図っています。なお、最

終処分場の残容率は平成２０年度末現在で約１８％（埋立可能量約２５，０００ｔ）とな

っております。 
 今後は、小畔の里クリーンセンターの設備更新について検討する必要があります。 
 し尿処理施設については、施設の老朽化及びし尿処理世帯の減少に伴う適正規模を考慮

した更新が必要となります。 
 産業廃棄物については、適正処理に向けた監視・指導を図っていますが、今後はさらに

強化します。また、後を絶たない不法投棄やポイ捨て対策としては、監視カメラの設置や

自主的清掃活動の支援を実施していますが、解決には至っていません。したがって、更な

る監視体制の充実や市民への啓発を図っていく必要があります。 
 
 
 

 

 

  

施策の指標 

現状と課題 

最終処分量の推移 
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紙類 

布類 

びん・かん

ペットボトル

粗大ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

有害ごみ

再
生
資
源

紙問屋

資源化センター

 

東清掃センター 

東清掃センター

資源化センター

東清掃センター

灰

破砕くず

リサイクル家具

 
ﾘｻｲｸﾙ工場 

再使用など 

製紙工場 

ﾘｻｲｸﾙ工場 

 
小畔の里 
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

販売 

その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

焼焼却却  

保保管管

セメント化 

布問屋

選選別別・・破破砕砕・・圧圧縮縮

資源化センター溶溶融融  

溶融ｽﾗｸﾞ等 再利用 

処理不適物

最終処分 

鉄・ｱﾙﾐ・びん・ 

その他プラなど 
ペットボトル・ 

《川越市のごみのゆくえ》

 
 
1 一般廃棄物（ごみ）の適正処理 

① ごみの収集については、より効率的な運営を検討します。 
② 中間処理施設の安全で効率的な維持管理を行います。また、老朽化が進む東清掃セ

ンターの延命化対策と、廃止した西清掃センターの解体及び解体後の跡地利用につい

て検討します。 
③ 最終処分場の適正な維持管理を行います。更に、今後老朽化が進む、排水処理設備

の更新について検討します。 
④ ごみ収集運搬等にかかる許可業者の指導を徹底し、適正処理を図ります。 
2 一般廃棄物（し尿）の適正処理 

① 既存施設の適正管理を実施します。また、老朽化する既存施設に対して、し尿処理

世帯の減少に伴う適正規模の施設更新を推進します。 
3 産業廃棄物の適正処理 

① 排出事業者や処理業者への立入検査を実施するなど、監視・指導の強化を図ります。

② 排出事業者や処理業者に対して、産業廃棄物の減量・資源化の普及・啓発に努めま

す。ＰＣＢ廃棄物(＊1)、使用済み自動車、建設残土等の適正処理及びリサイクルの推
進に向けた 指導に努めます。 

4 不法投棄対策の徹底 

① 不法投棄防止対策については、地域住民と一体となった監視体制を確立するととも

に、監視カメラ等を積極的に活用します。 
② ポイ捨てや不法投棄の禁止について啓発を行うとともに、自主的な地域清掃活動へ

の支援を実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指標説明】 

○ 最終処分量：中間処理施設で焼却・破砕等の処理をしたあと、最終処分場に埋め立てる廃棄物の量 
【用語解説】 

＊1 ＰＣＢ廃棄物：PCB（ポリ塩化ビフェニル）を含んだ廃棄物。PCBはトランス、コンデンサ等に
使用されていましたが、環境汚染が大きな社会問題となり、1972年７月以降製造が行われていま
せん。1991年 10月に「特別管理産業廃棄物」に指定されました。 

施策の推進 
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第５章  人と自然がともに生きる、地球環境にやさしいまち 

第３節  環境保全対策の推進 

章  節  施策 施策の名称 

５ - ３ - １ 自自然然環環境境のの保保全全 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

緑地面積(ha) 2,845 H27年度 2,930 

雑木林等の公有地化面積(㎡) 91,511 H27年度 126,500 

（年度又は年度末の値） 

 

 

私たちの生活に密接にかかわりを持つ農地、樹林地、水辺等の緑が、近年、後継者不足

による農業の衰退、相続対策による売却、宅地開発、改修工事などにより減少してきてい

ます。これら緑の減少は、地球温暖化、ヒートアイランド現象といった気象面の問題を引

き起こす要因の一つとなるだけでなく、そこに生息する様々な生き物の生息空間が奪われ

ることとなるなど、自然環境が損なわれつつあります。一方で、経済的豊かさ、快適さを

追求する生活を見直し、自然と共生するライフスタイルにも関心が高まってきています。 
本市では、平成１０年３月から「川越市緑の基本計画」（平成２０年３月改定）に基づ

き、緑に関する諸施策を推進しています。樹林地の保全については、民有林の伐採に歯止

めをかけるため、市民の森指定事業、保存樹木等指定事業等を実施しています。また、く

ぬぎ山地区では、埼玉県や近隣市町と協力して、くぬぎ山自然再生事業(＊1)に取り組んで
います。更に、（仮称）川越市森林公園整備事業により雑木林等の公園化を進めております。

緑化の推進については、市民との協働による市民花壇の運営、緑の募金を活用した緑化事

業、緑化に関する各種補助金の交付等を実施し、緑の創出を図っています。水辺環境の保

全については、伊佐沼公園の整備を推進しています。また、農地については、効率的な土

地利用を促進することで、保全を図っています。 
緑の保全は、樹林地等の所有者のみならず、その恩恵を受ける市民が、市民全体の課題

として共通認識を持つことが重要です。そこで、農地、樹林地、水辺、更にそこに生きる

野生生物をも含めた自然環境の保全の施策を継続して推進していくとともに、市民参加に

よる事業を推進していくことが必要です。 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 緑樹林地の保全と活用 

① 樹木や樹林地を「保存樹木・保存樹林」や「市民の森」として指定をするとともに、

法律による区域指定を行う等により、樹林地の保全の強化を図ります。 
② 市民の緑に対する理解を深めるとともに、市民に憩いの場を提供するため、樹林地

を活用した施策を進めます。 
③ 武蔵野の面影を残す雑木林等を、公園化により保全します。（第３章第３節施策４

「水辺と森林の整備」参照） 
2 緑の創出 

① 良好な都市環境を確保するため、公共施設や道路等の緑化を推進します。 
② 潤いのある身近な緑を増やすため、事業所や一般家庭の緑化を推進します。 
③ 市民花壇の設置などにより、市民・市民団体と協力して緑化を推進します。 
3 水辺環境・農地の保全 

① 入間川を代表とする河川や伊佐沼等は、良好な水辺環境を形成していることから、

計画的な保全整備を実施します。（第３章第３節施策４「水辺と森林の整備」参照）

② 水辺を活用した啓発事業を実施し、市民の水辺環境への理解を深めます。 
③ 農地は、生態系維持機能や景観形成機能等の多面的機能を有していることから、農

業の振興を図り、農地を保全します。（第４章第１節施策３「農業の振興」参照） 
4 身近な野生生物の保全  

① 身近な野生生物の保全を図るために、動植物等の調査を行うとともに、鳥獣の保護

及び特定外来生物(＊2)の防除を推進します。 
② 身近な野生生物に対する理解を深めるために、講座を開催するなど、啓発活動を推

進します。 
 

緑地面積
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【指標解説】 

○ 緑地面積：法・条例の指定を受けたものの内、農業振興地域農用地、生産緑地、保存樹林及び都市

公園等に、公共施設内緑地を加えた値で、追跡調査が可能な緑地面積の合計です。 

【用語解説】                                    

＊1 くぬぎ山自然再生事業：くぬぎ山地区は、川越市、所沢市、狭山市、三芳町にまたがった約 152ha
の都市近郊に残された貴重な樹林地で、この事業は、くぬぎ山地区を「武蔵野の雑木林」として

将来の世代へ継承するために、保全・再生・活用することを目的とする事業です。 

＊2 特定外来生物：外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業
へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。 

施策の推進 
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第５章  人と自然がともに生きる、地球環境にやさしいまち 

第３節  環境保全対策の推進 

章  節  施策 施策の名称 

５ - ３ - ２ 生生活活環環境境のの保保全全 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

公共用水域環境基準達成状況（％） 89 H27年度 100 

大気環境基準達成状況（％） 75 H27年度 100 

（年度又は年度末の値） 

 

 

産業型公害は、「公害対策基本法」等に基づく公害規制行政が積極的に行われ、順次改善

されてきており、ほとんどの環境基準設定項目で基準値を満たす状況になりました。しか

し、個々の生活が豊かになり、ライフスタイル等が変化するに伴い、自動車公害や近隣騒

音問題等の「都市・生活型環境問題」、酸性雨や地球温暖化等の「地球環境問題」が注目さ

れるようになりました。また、ダイオキシン類、アスベスト(＊1)等の新たな化学物質によ
る環境汚染が問題となっています。 
本市では、川越市内の河川・大気等の汚染状況の監視を行い、現状の把握に努めるとと

もに、発生源となる事業所への立入や改善指導を行ってきました。また、近年では化学物

質対策については、規制という手法によらず、企業の自主的な改善を促す方法により、指

導を行い、改善されてきています。 
このように、汚染状況が改善されてきたとはいえ、光化学オキシダント等、一部の項目

では環境基準の達成が非常に困難な状況になっています。また、土壌汚染対策、新たな化

学物質等の規制の改正に的確に対応していくことが必要となっています。今後も、新たな

対策を含め、引き続き監視・指導を行っていく必要があります。 

公共用水域環境基準達成状況
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施策の指標 

現状と課題 



- 143 - 

 
 
1 水・土壌環境の保全 

① 河川等の汚染状況を引き続き監視し、発生源への指導を継続的に行い、生活排水対

策を実施します。 
② 土壌汚染による健康被害が発生しないよう、的確な対策を図ります。 
③ 雨水の有効利用及び地下浸透対策を推進します。（第３章第３節施策１「治水事業

の推進」参照） 

2 大気環境の保全 

① 大気汚染状況を引き続き監視し、発生源への指導を継続的に行います。 
② アイドリング・ストップの実施を促すとともに、大気汚染のさらなる改善のため啓

発を行います。 
3 騒音・振動・悪臭対策 

① 騒音・振動・悪臭に関する対策を行い身近な生活環境の保全を図るとともに、市内

主要道路の自動車騒音の監視を行います。 
4 化学物質対策 

① 大気等のダイオキシン類の汚染状況を引き続き監視し、ダイオキシン類発生施設へ

の指導を継続的に行います。 
② 特定化学物質(＊2)の排出状況の把握を行い、これからの化学物質対策に的確に対応
します。 

5 監視体制の充実 

① 新たな環境汚染物質も含め市内の汚染状況を監視します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標解説】 

○ 公共用水域環境基準達成状況：４河川９地点で測定している 5項目(pH、DO、BOD、SS、大腸菌群数)

中の環境基準に適合している項目の割合です。 
○ 大気環境基準達成状況：大気汚染常時監視測定局（一般環境）で測定している項目のうち、環境基

準に適合している項目の割合です。 
【用語解説】                                    
＊1 アスベスト：石綿は自然の中に存在する非常に細い（太さは髪の毛の５，０００分の１）繊維

状の鉱物です。主に、青石綿・茶石綿・白石綿などの６種類があります。高温に耐える、化学
薬品に強い、断熱性や防音性に優れているなどの特性があり、工業材料として広く利用されて
きました。 

＊2 特定化学物質：「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(PRTR法)」に基づく第一種指定化学物質 462物質、第二種指定化学物質 100物質、埼玉県が
独自に指定した物質 39物質の合計 601物質のことです。 

施策の推進 
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第6章 

 人と人とのつながりを感じ、安全で安心し

て暮らせるまち 

－地域社会と市民生活－
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第６章  人と人とのつながりを感じ、安全で安心して暮らせるまち 

第１節  ふれあいと思いやりのある地域社会の形成 

章  節  施策 施策の名称 

６ - １ - １ 地地域域ココミミュュニニテティィ活活動動のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

自治会加入率（％） 82.8 H27年度 85.0 

（年度又は年度末の値） 

 

 

本市では、川越市自治会連合会と連携し、自治会連合会のホームページでの加入案内や、

市のイベントにおいて自治会加入チラシの配布などにより、自治会への加入を促進してい

ますが、自治会加入率は年々減少しています。 
これは、地域住民の助け合いの気持ちや連帯感の希薄化等によるものと考えられます。

また、高齢社会の進行に伴う自治会会員の高齢化、役員等担い手不足などにより、活発な

活動が行えない自治会も見受けられます。 
反面、地域においては、高齢者福祉や子育て、環境美化、防災・防犯活動など生活に密

着した公共サービスの提供に地域住民の力が必要となり、人と人とが互いに支え合う地域

コミュニティの形成が一層重要になっています。 
このようなことから、市民と行政が地域コミュニティの必要性を十分に理解し、自治会

活動の活性化を図っていく必要があります。さらに、自治会とＮＰＯ等の市民活動団体等

との連携を図るなど、さまざまな主体が協働して地域づくりを進めるしくみについても検

討する必要があります。 
コミュニティ活動の拠点となる自治会集会施設については、新築・修繕・賃貸借等に対

して補助金を交付し、これを支援しています。また、平成 20 年 4 月に、本市で２つ目と
なる住民管理方式で運営する地域ふれあいセンターを東部地域に建設しました。 

 

施策の指標 

現状と課題 
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1 コミュニティ意識の形成 

① 自主防犯など地域が必要とする活動の推進、自治会活動の情報共有化の推進を通じ

て、コミュニティ意識を形成するとともに自治会活動の活性化を図ります。また、自

治会連合会に協力し、地域住民の自治会への加入促進を図ります。 
② 川越市掲示板やインターネットなどを活用してコミュニティ情報を提供します。 
2 コミュニティ活動の促進 

① 自治会連合会と連携し、防災、防犯、環境美化、交通安全等の自主的な活動を支援

し、自治会のコミュニティ活動を促進します。 
② ＮＰＯ等の市民活動団体や企業とのパートナーシップを築きあげ、自治会のコミュ

ニティ活動を支援します。 
③ 市民との協働により、それぞれの地域の特徴を活かす、新たな地域づくりのしくみ

について検討します。 
3 コミュニティ施設の充実 

① 自治会集会施設の建設、修繕等の整備を支援します。 
② 市民が利用しやすい出張所とするため、機能等の見直しを行います。 

 

【自治会加入率の推移】 

101,763 102,388 102,265
104,076

105,160
106,807 107,306

107,861
109,093 109,773

82.8%
83.6%83.9%84.7%85.4%85.5%86.0%85.8%

87.3%88.3%

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 （年度 ）

自治会加入
世帯数

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

自治会加入率

加入世帯数 加入率

 

施策の推進 
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第６章  人と人とのつながりを感じ、安全で安心して暮らせるまち 

第１節  ふれあいと思いやりのある地域社会の形成 

章  節  施策 施策の名称 

６ - １ - ２ 平平和和でで思思いいややりりののああるる地地域域社社会会づづくくりり 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

人権教育指導者養成講座参加者人数（人） 3,954 H27年度 4,000 

（年度又は年度末の値） 

 

 

 人々が社会の中で生き生きと暮らしていくためには、差別や偏見のない平和で思いやり

のある明るい社会を築いていくことが必要です。このため、本市では、人権意識の高揚と

差別意識の解消に向けた人権に関する教育及び啓発の充実を図るとともに、平和意識の高

揚に向けた平和教育や平和施策を実施してきました。 
 また、我が国固有の人権問題である同和問題の早期解決を図るため、平成 12年に制定さ
れた「人権教育及び啓発の推進に関する法律」及び平成 14年に策定された「人権教育・啓
発に関する基本計画」に基づき、差別意識の解消に向けた教育や啓発の充実を図ってきま

した。しかし、差別意識や偏見は必ずしも解消されたとは言えません。 
 同和問題については、女性、子ども、高齢者、障害のある人、在日外国人等のさまざま

な人権問題の一つとして位置づけ、引き続き差別意識の解消を図っていく必要があります。 
 「人権の世紀」と言われる 21世紀、人権の尊重が平和の基礎であるということを踏まえ、
市民一人ひとりの人権意識の高揚と差別意識の解消に向けた教育や啓発を図るとともに、

職場や地域における人権教育の指導者の養成を図る必要があります。 
市民相談については、これまでも既存の相談体制を検証し、新たな相談窓口の開設等に

より対応してきましたが、市民の生活上の問題は、より一層多様化・複雑化することが予

想されます。今後についても、状況に応じた相談の充実を図ることが必要です。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 人権施策の推進 

① 人権施策を推進するための基本計画を策定します。 
② 市民、企業等を対象とした人権啓発活動の充実を図ります。 
③ 同和問題をさまざまな人権問題の一つとして位置付け、人権施策を推進します。 
2 人権教育の充実 

① 人権教育の指導者の養成等、社会教育機関等における人権教育の推進に努めるとと

もに、資料の充実と活用を図り、人権意識の高揚と差別意識の解消に努めます。 
② 教育活動全体を通して人権を尊重する教育の充実に努めるとともに、同和教育を人

権教育の中に位置付け、組織的・計画的に推進します。 
③ 自治会等と連携した教育活動を推進し、地域内の交流を深めるとともに、学習の場

としての集会所事業(＊1)を推進します。 
3 平和意識の高揚 

① 平和都市宣言の趣旨に基づき、市民参加による各種の平和施策の充実を図ります。

② 学校教育において、世界の平和と発展に貢献する教育の充実を図ります。 
4 市民相談の充実  

① 複雑で多様化する相談内容に対応するため、各種相談の充実を図ります。 
② 市民が相談しやすい環境や施設の整備に努めます。 

 

人権教育指導者養成講座参加者人数(各公民館年 6回開催) 
                                 (人) 

平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

3,420 3,222 3,326 3,551 3,954

 
年度別相談件数 

                                  (件) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
【用語解説】 
＊1 集会所事業：「川越市小堤集会所条例」に基づき設置している川越市小堤集会所において、川越

市教育委員会が実施している事業です。 

 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度

一般相談 493 588 602 610 603

専門相談 
(法律等) 

5,598 5,383 5,338 5,957 7,532

合 計 6,091 5,971 5,940 6,567 8,135

施策の推進 
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第６章  人と人とのつながりを感じ、安全で安心して暮らせるまち 

第１節  ふれあいと思いやりのある地域社会の形成 

章  節  施策 施策の名称 

６ - １ - ３ 男男女女共共同同参参画画社社会会のの実実現現 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

各種審議会等への女性委員の登用割合（％） 25.2 H27年度 35.0 

（年度当初の値） 

 

 

本市では、平成１３年に「川越市男女共同参画推進条例」を、平成１８年に「第三次川

越市男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的か

つ計画的に進めてきました。 
配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）(＊1)やセクシュアル・ハラスメ

ント(＊2)などの人権侵害行為や「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的な役割分
担意識は、まだ根強く存在しています。また、政策や方針の決定過程における女性の参画

は、まだまだ進んでいない状況にあります。 
今後は、男女が個人として尊重され、平等に取り扱われるよう人権の尊重と男女共同参

画への意識づくりを進める必要があります。また、男女が社会の対等な構成員として、家

庭・職場・地域社会などあらゆる分野へ対等な立場で参画することができるようにするこ

とが重要です。 
人口減少や少子高齢化、格差の広がりなど社会環境が大きく変動する中で、家庭・職場・

地域においてバランスの取れた生活ができるよう多様な生き方が選択できる環境を整備す

ることが必要です。 
また、老朽化が進む女性会館については、施設のあり方について見直すとともに、男女

共同参画を推進するための拠点施設の整備を図る必要があります。 

施策の指標 

現状と課題 
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1 人権の尊重と男女共同参画への意識づくり 

① ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなどを防止するため、

関係機関との連携を図るとともに、啓発活動や相談体制の充実に努めます。 
② 男女共同参画に関する理解を深めるため、啓発活動や教育の充実を図り、男女が個

性と能力を発揮できる社会の実現を目指します。 
2 あらゆる分野への男女共同参画の促進 

① 政策や方針の決定過程における女性の参画促進と人材育成に努めます。 
② 男女共同参画に関する国際的な動きを理解するとともに、国際交流や国際協力に努

めます。 
3 多様な生き方が選択できる環境づくり 

① 仕事と子育てや地域活動など仕事以外の活動を組み合わせ、バランスのとれた働き

方を選択できるよう支援します。 
② 男女が互いの性を理解し、尊重するための教育の充実に努めるとともに、男女のそ

れぞれの世代に応じた健康づくりを支援します。 
4 男女共同参画を推進するための施設の整備 

① 女性会館のあり方を見直し、地域振興ふれあい拠点施設内に男女共同参画を推進す

るための施設の整備に努めます。 
 

各種審議会等への女性委員の登用割合（平成２１年４月１日現在） 

審 議 会 等 

の 総 数 

女性を含む 

審 議 会 数 

女性を含む 

審議会比率 委 員 総 数
う ち 女 性 

委 員 数 

女 性 委 員 

の 比 率 

４２ ３６ ８５．７％ ６３０人 １６５人 ２６．２％

各種審議会等への女性委員の登用割合の推移 

 

 

【用語解説】                                    

＊1 ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)：男女の親密な関係(夫婦、恋人、パートナーなど)の間に起
こる身体的、精神的、性的、経済的暴力を言います。 

＊2 セクシュアル・ハラスメント：相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、
性的関係の強要、わいせつな写真等の掲示などを言います。 

施策の推進 

（％） 

（年度） 
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青少年の社会参加人数
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第６章  人と人とのつながりを感じ、安全で安心して暮らせるまち 

第１節  ふれあいと思いやりのある地域社会の形成 

章  節  施策 施策の名称 

６ - １ - ４ 青青少少年年健健全全育育成成のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

青少年の社会参加人数（人） 1,523 H27年度 2,000 

子ども１１０番の家事業（実施地区） 16 H27年度 22 

（年度又は年度末の値） 

 

 

急速な少子化の進行や就業形態の多様化、情報化社会の進展等により、青少年を取り巻

く環境は大きく変化しています。このような状況の下、フリーター(＊1)やニート(＊2)と呼
ばれる若者の数が高水準で推移するなど若者の社会的自立の遅れが問題となっています。

また、青少年による重大事件の発生や少年非行の低年齢化、いじめによる子どもの自殺や

子どもたちが被害者となる事件が多発しており、さらには、インターネット等を介した青

少年の健全な育成を阻害する恐れのある違法かつ有害な情報の氾濫も懸念されています。 
こうしたなか、本市では青少年団体への支援、少年の主張作文及び少年の翼事業等を開

催し、青少年の自主活動意欲の向上を図るとともに、平成２０年５月にオープンした高階

市民センター内に新たに児童館を設置するなど児童の健全な育成の環境づくりを推進して

います。また、街頭補導や青色回転灯車両による見守り活動、インターネット等を活用し

た青少年の悩みごと相談などを通して、少年非行の未然防止や青少年の規範意識の醸成な

どに取り組んでいます。 
次代を担う青少年の健全な育成は、市民すべての願いであり、青少年が大きな志を抱き、

将来に向って夢と希望を持つことができる社会を築いていくためには、地域社会の構成員

である家庭、学校、地域住民、関係機関などが、それぞれの役割と責任を果たしつつ、相

互に協力しながら青少年の健全育成に資する取組を行っていくことが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 

(人)
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「子ども110番の家」設置地区数(全22地区中)
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1 青少年の社会参加の推進 

① 青少年の社会参加を推進するため、社会奉仕活動等への参加の支援や青少年団体の

育成・支援に努めます。  
2 協力体制の拡充 

① 青少年を犯罪被害から守るため、子ども１１０番の家等の拡充に努めます。 
② 少年補導員と地域住民が協力して街頭補導活動等を実施し、青少年の非行防止活動

を推進します。 
③ 青少年を育てる市民会議等の関係機関と連携し、地域活動の活性化を図ります。 
3 青少年施設の整備・充実 

① 児童館、児童遊園の整備・充実に努めます。 

② 体験学習のできる場所の提供や青少年の居場所づくりに努めます。 
4 青少年の人権擁護の推進 

① 少年相談の充実を図るため、インターネットを活用し、身近な相談相手となるよう

な環境整備に努めます。 
② 「児童の権利に関する条約」に基づき、青少年の基本的人権を尊重し、権利を擁護

するよう啓発活動を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【指標解説】 

○ 青少年の社会参加人数：青少年団体連絡協議会に加盟する団体が行う事業に参加した青少年の延べ

人数。 

○ 子ども 110 番の家事業：子どものケガ等の避難場所、変質者・痴漢等からの避難場所、恐喝・暴力

等からの避難場所等として、活動の趣旨を理解し賛同された引受家庭その他の引受場所をいう。 

【用語解説】                                    

＊1 フリーター：15 歳～34 歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者とし、⑴雇用者のうち勤め
先における呼称が「パート」又は「アルバイト」である者、⑵完全失業者のうち探している仕事

の形態が「パート・アルバイト」の者、⑶非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・

アルバイト」で、家事も通学も就業内定もしていない「その他」の者（平成 21 年版青少年白書に

よる） 

＊2 ニート：15 歳～34 歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者（平成 21 年版青少年白
書による） 

施策の推進 

(地区) 
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章  節  施策 施策の名称 

６ - ２ - １ 防防災災体体制制のの整整備備 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

自主防災組織結成率（％） 60.7 H27年度 90.0 

（年度又は年度末の値） 

 

 

地震災害や風水害が発生しやすい我が国にあって、県下でも多くの人口や重要な都市機

能を持つ本市においては、防災は、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するととも

に、安定した経済社会活動の継続を図るための重要な施策です。 
 本市では、これまでにも、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）や新潟県中越地震など

の教訓を生かした「川越市地域防災計画」の見直しを行い、災害対策の充実や災害用給水

井戸、防災行政無線等の防災施設の拡充を図るとともに、「自分たちの地域は自分たちで守

る」という市民の自主的かつ組織的な防災活動が実施されるよう自主防災組織の結成促進

と育成強化に取り組んできました。 
しかし、本市では、東京湾北部地震等の大地震が発生した場合に大きな被害が懸念され

ており、また、集中豪雨による都市型水害への対策強化が求められているなど、今後も防

災対策の充実・強化を図っていく必要があります。また、災害時要援護者に対する支援に

おいては、自治会や自主防災組織等の地域コミュニティの協力が不可欠であることから、

今後さらに市民との協働による防災体制の整備・充実を推進していくことが必要です。 
 さらに、地震等の自然災害ばかりではなく、テロ事件や武力攻撃事態などのような人為

的な事件、事故によって市民の生命や財産が危険にさらされる可能性もあることから、こ

うした事態から市民を保護するための危機管理体制と危機対策についても充実・強化を図

ることが求められています。 
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施策の指標 

現状と課題 
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1 地域防災計画の推進 

① 「川越市地域防災計画」を定期的に見直し、計画内容の充実を図るとともに、本計

画に基づく各種災害対策の適切な実施を推進します。 
② 地域の防災活動を効果的に行う自主防災組織の結成を促進し、その活動を支援しま

す。 
③ 職員の派遣や救助物資の調達等の救援体制を充実するため、災害時における各種の

協定の締結を推進します。 
2 災害応急対策の充実 

① 災害時に、よりきめ細かい情報の収集・伝達を実施するため、防災行政無線の高度

化（デジタル化）を推進するとともに、その運用の充実を図ります。 
② 高齢者、乳幼児、障害のある人、外国籍市民等の災害時要援護者の安全を確保する

ため、災害情報の伝達方法や避難誘導体制の充実を図ります。 
③ 災害時における飲料水の確保のため、災害用給水井戸や耐震性貯水槽の整備・充実

を図ります。 
④ 食糧、生活必需品、応急対策用資機材を備蓄する災害備蓄庫の計画的な整備・充実

と災害備蓄品の質、量の充実を図ります。 
⑤ 住民参加による水防演習を実施するとともに、水防団員に対する水防演習会を充実

させ、水防団員の技術の向上を図ります。 
⑥ 水防倉庫の整備を図るとともに水防資機材の充実を推進します。 
3 防災意識の普及・高揚 

① 防災実務の習熟と実践的能力の養成、防災関係機関と市民の連携による防災体制の

強化を目的とした各地域で行われている防災訓練の充実を図ります。 
② 防災ポスターコンクールや総合防災訓練等を行い、市民の防災意識の高揚を図りま

す。 
③ 防災活動拠点機能や防災教育機能等を備えた総合防災センターの整備について検

討します。 
4 危機管理体制の強化・充実 

① 国民保護法制に対応した情報の伝達、市民の避難誘導、武力攻撃災害に対する応急

措置が迅速に実施できるよう「川越市国民保護計画」に基づく活動体制の強化・充実

を図ります。 
② 市民の安全と安心を脅かす人為的な事件や事故を未然に防止し、発生した場合でも

被害を最小限に抑制できる組織的対応がとれるよう「川越市危機管理指針」に基づく

危機管理体制の強化・充実を図ります。 
 
 

 

 

 

施策の推進 
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章  節  施策 施策の名称 

６ - ２ - ２ 消消防防・・救救急急体体制制のの整整備備 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

出火率（件） 3.4 H27年度 3.0以下 

救命率（％） 11.9 H27年度 15以上 

救急救命士（人） 50 H27年度 64以上 

（出火率及び救命率は暦年の値、救急救命士は年度当初の値） 

 

 

本市の消防行政は、消防事務を共同処理するため、隣接する川島町と一部事務組合とし

て設置した川越地区消防組合により行われており、１消防局４消防署４分署の常備消防体

制と、１団１２分団の非常備消防体制によって組織されています。 

川越地区消防組合では、これまで警防体制、救急業務体制及び火災予防対策を重点に各

種施策を展開してきました。 

 警防体制では、計画的な消防車両等の整備や消防水利の増設など施設・設備の充実を図

ることにより、常備・非常備消防が一体となった総合的な初動消防力の強化を図ってきま

した。 

 救急業務体制では、救命率を向上させるため、市民を対象とした救命講習を開催し応急

手当の普及啓発に取り組んできました。また、高規格救急車を全署に配備し、救急隊員の

教育訓練の充実のため訓練資器材等を整備し、救急の高度化に努めました。 

 火災予防対策では、公衆の出入りする建物や危険物を取り扱う施設に対する防火管理の

指導や一般家庭における住宅用火災警報器の設置の促進、市民に対する防火思想の普及・

啓発を推進してきました。 

 しかしながら、川越地区消防組合の消防力については、消防庁が定める「消防力の整備

指針」(＊1)から見ると十分とは言えない状況にあり、社会的に大きな影響を与える災害が

全国的に発生していることから、更なる初動消防力や救急業務体制の強化をはじめ、住民

に信頼される火災予防行政を推進する必要があります。また、狭あい化、老朽化した消防

局庁舎を地域の防災拠点として整備し、併せて平成２８年５月３１日までに実施すること

とされている消防通信施設のデジタル化を図る必要があります。 

施策の指標 

現状と課題 
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1 初動消防力の強化 

① 計画的な消防車両・消防資器材の整備及び耐震性防火水そうの増設を図ります。 
② 消防団の消防車両・資器材等を整備するとともに、組織の強化及び団員の確保に努

めます。 
③ 大規模地震等の広域災害に対応するため、関係機関との連携を強化します。 
2 救急業務体制の整備 

① 応急手当普及員の育成や救命講習の実施など市民への普及・啓発事業を推進しま

す。 
② 救急訓練資器材の整備や研修を充実させ、救急隊員の資質の向上を図るとともに、

救急救命士の養成、増員を推進します。 
③ 各医療機関との連携の強化、民間による患者等搬送事業の指導・育成を図ります。

3 火災予防対策の推進 

① 防火に関する講習会を開催するなど住宅火災予防の推進により、市民の防火意識の

高揚を図ります。 
② 事業所における自主防火管理対策を支援するとともに、査察執行体制、危険物安全

対策を推進します。 
4 庁舎建設等施設の充実 

① 新たに訓練施設等を備えた消防局庁舎の整備、消防署・分署庁舎の改修や新設整備

などについて、検討し推進します。 
② 消防・救急無線のデジタル化への移行に伴う整備を実施します。 
③ 消防団車庫建設事業を推進します。 

火災・救急件数の推移

Ｈ１７ Ｈ１８ H１９ H２０ H２１

救急件数

救命率

火災件数

出火率

 
 

【指標解説】 

○ 出火率：人口１万人当たりの出火件数です。 
○ 救命率：心臓や呼吸が停止したのを救急隊員や家族などが目撃した傷病者のうち、１箇月以上生存

した人の割合です。 
【用語解説】                                    

＊1 消防力の整備指針：市町村の消防に必要な施設及び人員について、地域の実情に即して適正な規
模の消防力を整備するための指針です。 

施策の推進 
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章  節  施策 施策の名称 

６ - ２ - ３ 防防犯犯対対策策のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年） 
目標年 目標値 

「小江戸川越防犯のまちづくり情報」 

メール配信サービスの登録件数（件） 
9,187 H27年度 11,000 

（年度末の値） 

 

 

 埼玉県の刑法犯認知件数(＊1)は、平成 16年に過去最高となる約 18万件に達し、本市に
おいても同様に過去最高となる 9,521件となりました。同年、「埼玉県防犯のまちづくり推
進条例」が施行され、本市では、防犯対策の緊急性を考慮し、同年に「川越市防犯のまち

づくり基本方針」を策定しました。 
 その後、行政及び警察においての各種取組をより一層強化し、市民、事業者、関係団体、

行政、警察等の協働による犯行の機会を与えない、犯罪を起こさせない地域環境づくりは、

市内で着々と進展し、平成 20 年度には月 1 回以上の自主防犯活動に取り組んでいる自治
会が 251団体となりました。このような市民総ぐるみによる防犯のまちづくりは、本市の
平成 20年刑法犯認知件数を 6,152件にまで減少させるなど、大きな成果を挙げています。
しかし、前期基本計画の策定後には、新たに高齢者を狙った振り込め詐欺などの犯罪が社

会問題化し、さらに、自転車盗などの街頭犯罪が依然として多発傾向にあります。 
 今後、市民生活の身近な場で起こる犯罪を防止し、安全で安心な川越市を築いていくた

めには、適切な役割分担のもと、これまで築き上げた自治会を中心とした地域と行政との

協力関係や信頼関係を大切にして、既に取り組んでいる地域の自主防犯活動を引き続き支

援するなど、より一層、成果の向上や安定した活動を支える基盤づくりを継続的に進めて

いくことが重要となります。また、高齢者を狙った犯罪や自転車盗への対応に向けては、

個人や家庭でできる防犯対策の促進を強化するとともに、公共空間の防犯性の向上にあた

っては、防犯環境設計(＊2)の視点に立った取組の研究を進め、ソフト、ハードの両面の総
合的な防犯のまちづくりを目指していくことが求められています。 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 防犯推進体制の整備 

① 防犯のまちづくりをソフト、ハードの両面から総合的にかつ効果的に推進するた

め、関係部署による防犯推進庁内会議を中心に、行政における防犯推進体制の充実を

図ります。 
② 自治会等の各種団体を中心に、「地域の安全は地域で守る」という認識に立ち、無

理なく、無駄なく活動ができるよう、地域における防犯推進体制の整備を促進します。

③ 埼玉県、埼玉県警察、川越警察署等の関係機関や川越防犯協会、川越市暴力排除推

進協議会、川越市犯罪被害者支援推進協議会等の関係団体との連携を強化します。ま

た、治安の維持や地域の安全対策の中心となる警察活動については、その機能の充実

強化を要請するとともに、旧交番施設等を再活用した地域自主防犯ステーションにつ

いては、引き続き、地域主導型の管理運営による防犯拠点として、その運用の促進支

援に努めます。 
2 防犯意識の高揚 

① 犯罪や防犯に関する情報を収集し、さまざまなメディアを通じて、積極的、効果的

な情報提供を図ります。 
② 「自分の安全は自分で守る」という市民の防犯意識の啓発を図り、自主的に個人や

家庭でできる防犯対策を促進します。 
3 安全な地域コミュニティの推進 

① 自治会、商店会を中心に、地域住民、事業所、ＮＰＯ、ボランティア団体等の地域

における自主防犯活動や環境美化活動をはじめとした各種活動への参加を促進し、支

援を強化します。 
② 地域の自主防犯活動の中心となる地域リーダーの養成に努めます。 
4 規範意識の高揚と防犯教育の推進 

① 家庭や地域における青少年健全育成の推進を図ります。 

② 児童生徒に対し、発達段階に応じた防犯教育や道徳教育の充実を図ります。 
③ 親として、社会人としての大人の規範意識の向上や防犯意識の高揚を図るため、各

種講座等を開催し、大人の意識啓発を図ります。 
5 安全な都市環境の創出 

① 町並みを美しくすることは、防犯につながるという観点から、犯行に及ぼうとする

者に犯行の機会を与えない安全な都市環境の創出に努めます。 
② 犯罪が発生しにくい道路、公園等の公共空間の整備や防犯灯の整備に努めます。 
③ 住宅や建物づくりにおける防犯意識を啓発し、個人住宅、共同住宅及び事業所など

の防犯性の向上を促進します。 
④ 防犯対策器具の有効利用と普及啓発に努めます。 

 

【用語解説】 

＊1 刑法犯認知件数：警察において認知した刑法犯発生件数（川越警察署提供） 
＊2 防犯環境設計：犯罪の対象となる公共空間（建物、道路、公園等の社会基盤）から、犯罪を起こ

させる誘因を取り除いて、安全な環境づくりを進めるという考え。 

施策の推進 
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章  節  施策 施策の名称 

６ - ２ - ４ 交交通通安安全全対対策策のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度） 
目標年 目標値 

放置自転車台数(台) 333 H27年度 200 

（年度の値） 

 

 

 市内における交通事故件数や交通事故による死傷者数は、法令の厳罰化や市及び関係機

関との協力による交通安全対策等を実施した結果、近年減少傾向にありますが、平成２１

年では一日あたり約２４件の交通事故が発生するなど依然として多発傾向にあります。 
 交通事故の傾向としては、高齢者や自転車の関係する事故が多発しており、原因別にみ

るとわき見運転や一時停止違反による事故が多く発生しています。 
この背景には、高齢社会の進展や運転免許保有者数及び車両保有台数の増加等による道

路交通量の増加など交通環境が変化したことがあります。運転者だけでなく、歩行者や自

転車利用者等の法令違反による事故も多く発生しており、道路利用者全体の安全意識が低

いことが原因として挙げられます。 
 また、駅周辺の道路、歩道等に放置されている自転車等は、通行の障害だけでなく、災

害時や緊急時の活動の妨げや景観の阻害をもたらしています。 
 本市では、交通事故を防止し、安全で快適な交通環境を確保するため、道路反射鏡や路

面標示等交通安全施設の整備を行うほか、交通安全意識の啓発・高揚を図るため、交通安

全運動や幼児から高齢者までを対象にした交通安全教育を実施しました。また、放置自転

車対策として駅周辺の自転車放置禁止区域内において、放置自転車の即時撤去を実施しま

した。 
 今後は、更に幼児から高齢者まで幅広く対応した対策を強化するなど、安全で快適な交

通環境を確保するために、交通安全施設の整備や放置自転車対策を行うとともに、市民の

交通安全意識の啓発・高揚に努め、市及び関係機関・団体が一体となって総合的な交通安

全対策を推進していく必要があります。 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 交通安全施策の推進 

① 「川越市交通安全計画」を見直し、各種交通安全施策を推進します。 
2 交通安全施設の整備 

① 交通の安全と円滑化を図るための路面標示の実施、交通事情に対応した道路反射鏡

の設置など、交通安全施設の整備を関係機関と連携して積極的に推進します。 
3 交通安全意識の啓発・高揚 

① 関係機関と連携し、幼児から高齢者まで幅広く交通安全教育を推進するとともに、

交通安全教育指導者の育成を図ります。 
② 市民の交通安全に対する意識の向上を図るため、関係機関及び関係団体と連携し、

各季にキャンペーンを実施するなど、交通安全運動を推進します。 
4 放置自転車等防止対策 

① 自転車放置禁止区域となっていない川越駅西口については、西口周辺整備と併せて

禁止区域化を推進します。 
② 自転車等の利用者への自転車放置防止、マナーアップの啓発及び放置自転車等の撤

去を積極的に推進します。 
③ 自転車等駐車施設の整備を推進するとともに、民営自転車駐車場の整備を支援しま

す。 
５ 通学路安全対策の推進 

① 児童生徒の安全を確保するため、地域の実情に応じ、通学路の安全対策を計画的に

推進します。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

施策の推進 

（年） 

（台） 
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第６章  人と人とのつながりを感じ、安全で安心して暮らせるまち 

第２節  安全で安心な暮らしの確保 

章  節  施策 施策の名称 

６ - ２ - ５ 消消費費者者対対策策のの推推進進 

 

 

項 目 
現状値 

（H20 年度）
目標年 目標値 

消費生活講座開催回数（回） 11 H27年度 20 

（年度又は年度末の値） 

 

 

 インターネットや携帯電話の普及に伴って、悪質サイトによる消費者被害や、電子マネ

ー(＊1)、クレジット利用による多額の金銭借り入れ等の多重債務問題が深刻化しながら拡
大し、大きな社会問題となっています。 
平成２１年９月１日消費者庁が設置され、全国的に消費者行政が一元化されると共に、

一層の充実と強化が求められており、的確な情報の提供と消費者へのサポート体制を整備

することが必要です。 
本市では、生活情報センターにおいて消費生活相談員による相談を実施して、消費者の

問い合わせや苦情に対応し、消費者被害の発生と拡大防止に取り組みました。 
また、消費者カレッジの開催や消費生活相談員による出前講座、街頭でのリーフレット

配布、広報紙への記事の掲載、成人を迎える若者への資料の個別送付等、様々な取組によ

って、消費者である市民に対する啓発と情報提供を行っています。 
 市民の安全・安心な消費生活を守るために、商品事故や消費者被害の情報を広く提供す

ると共に、被害に遭った場合の相談窓口についての広報に努め、消費者目線での講座の開

催等を積極的に行うことによって、市民の消費者問題に対する意識を啓発し、消費者とし

ての自立を支援することが重要です。 
 
 

消費生活講座開催回数                    （回） 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

開催回数 6 14 12 13 11 

 
 
 

施策の指標 

現状と課題 
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1 消費生活相談体制の充実 

① 消費者に被害が生じた場合、権利を尊重し適切かつ迅速な救済が行えるよう苦情処理

に関する人材の確保及び資質の向上に努めます。 
② 多様な消費者トラブルに対処するため、消費者庁をはじめとして、埼玉県、警察、川

越市社会福祉協議会など関係機関との連携を深め、相談業務の充実を図り、消費者トラ

ブルの未然防止に努めます。 
③ 消費者モニター制度の充実に努めます。 
2 消費者の自立の支援 

① 学校、地域、家庭、職場その他のさまざまな場を通じて、セミナー、講演会、街頭キ

ャンペーン等を行い、消費者教育を推進します。 
② 消費生活に関する先進事例や相談事例の情報を収集し提供するとともに、啓発用パン

フレットの配布により消費者意識の啓発に努めます。 
③ 消費者グループの育成に努め、その活動を支援します。 
3 生活情報センターの整備・充実 

① 消費生活に関する情報の提供を行う拠点として、生活情報センターの整備・充実に努

めます。 

 
消費生活相談件数の推移 

（平成 16～20 年度） 
 

      

      

      

      

      

      

      

※平成１６年度は架空・不当請求の相談が増加したため、相談件数が増加した。 

 
消費生活相談商品別件数(上位 3位) 

    (件) 

1
他の運輸・通信

（架空・不当請求）
249 商品一般 156 他の運輸・通信 211 他の運輸・通信 202

2
融資サービス
（多重債務等）

142 他の運輸・通信 154 融資サービス 130 商品一般 135

3 商品一般 121 融資サービス 128 ﾚﾝﾀﾙ･ﾘｰｽ・賃借 70 融資サービス 124

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

 

【用語解説】                                    

＊1 電子マネー：物やサービスへの支払いを現金の代わりにデジタル・データによって行うものです。 
   その形態や入金・支払い方法などによって、プリペイド（前払い）型、ポストペイ（後払い）型

など様々なタイプが存在します。 

施策の推進 

（件） 
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第６章  人と人とのつながりを感じ、安全で安心して暮らせるまち 

第２節  安全で安心な暮らしの確保 

章  節  施策 施策の名称 

６ - ２ - ６ 葬葬祭祭事事業業のの充充実実 

 

 

 

 現斎場は、昭和５１年に改築し、平成 9年から１１年には大規模な火葬炉の改修を行い、
更に利用しやすい施設となるようにエレベーターの設置や待合室の改修などを行いました。 
しかし、最近建設された他の火葬施設と比べると、設備面において一般的になっている

告別室や収骨室等が明確に分けられていない状況にあること、また、待合室も狭あいであ

ることなど現在のニーズにそぐわなくなってきました。 
今後、高齢社会が進むことで火葬件数が増加し、現斎場の火葬能力では対応が困難にな

ると予想されるため、新斎場を早期に建設する必要があります。 
また、それまでの間、現斎場の適切な維持管理を行っていく必要があります。 
平成１２年に開設された市民聖苑やすらぎのさとは、自宅などで葬儀を行うことのでき

ない市民の要望に応えて多くの市民に利用されています。今後とも人生の終えんを飾るに

ふさわしい施設としてご利用いただけるよう、より充実した運営管理を図っていく必要が

あります。 
 

現状と課題 
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1 新斎場の整備 

① 新斎場を早期に建設します。 

2 現斎場の運営・管理の充実 

① 新斎場建設ができるまでの間、現斎場の適切な維持管理を行います。 
3 市民聖苑やすらぎのさとの運営管理の充実 

① 通夜、告別式及び法要を行う方のため、より充実した運営管理に努めます。 
 

火葬件数の推移
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９ 財政収支見通し                     

（1） 川越市の財政状況 

① 歳入、歳出の推移 

普通会計に基づく本市財政の歳入歳出の推移をみると、歳入規模は平成 12年度以
降ほぼ横ばいで推移した後、平成 17年度以降増加傾向にあります。 
平成 11年度以降の 10年間は、市税が歳入の 6割近くを占め、自立性ある財政を
維持してきました（自主財源1率が約 7割、依存財源2率が約 3割）。 
平成 17年度以降の歳入の増加の要因としては、 
・平成 18年度が景気回復に伴う法人市民税の増収、 
・平成 19年度が税制改正による個人市民税の増収、 
・平成 20年度が資源化センター等の建設に伴う市債の発行及び国庫支出金の増額 
が影響しています。 
歳出規模については、歳入同様に平成 12 年度以降横ばいで推移した後、平成 18

年度から増加傾向にあります。 
歳出全体が増加する中、人件費の占める割合は約 2 割で推移しているものの、扶
助費及び補助費等の割合が高くなっています。 
平成 19年度及び平成 20年度における歳出の増加の要因としては、資源化センタ
ー等の建設、高階市民センターの建設及び川越駅南大塚線の整備などが影響してい

ます。 
歳入と歳出の差額から、さらに翌年度に繰り越すべき財源を引いた実質収支の推

移をみると、平成 11年度以降の 10年間は、黒字で推移しています。 

市税

国庫支出金

県支出金
市債

繰入金

↓

869

その他

843  862  857 
877  868  884  887 

921 

986 
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億円

年度

歳入の推移（普通会計）

市税 国庫支出金 県支出金 市債 繰入金 その他
 

                                                  
1 自主財源：地方公共団体が自主的に収入することができる財源のことです。 具体的には、市税、使用料、手数料、財産収入、基金か
らの繰入金、前年度からの繰越金や貸付金元利収入等の諸収入などをいいます。 
2 依存財源：国や県から交付される財源などのことです。 具体的には、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税や市債などを
いいます。 
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市税

国庫支出金

県支出金

繰入金

市債

その他
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【用語説明】 

市税：市民税（個人、法人）、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、事業所税、都市計画税等。 

国庫支出金：国から支出される原則的に使途が特定されている負担金、補助金、交付金、委託金等。 

県支出金：県が行うべき事業を市へ委託する場合や、市が行う事業に対して一定の割合で県が補助する場合に交付され

るもので、国庫支出金と同様、その目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類される。 

繰入金：一般会計と特別会計との間や、特別会計間で収入される経費。基金から収入される経費を含む。 

市債：市が発行する地方債で、いわゆる市の借金。 

その他：国から交付される地方譲与税、各種交付金及び地方交付税、市が有する財産の貸付や売払いによる収入等。 

 

人件費
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物件費
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人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

繰出金

普通建設事業費

その他
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【用語説明】 

人件費：職員等に対し、勤労の対価、報酬として支払われる経費。 

扶助費：社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者等に対して行っている様々な支援に要す

る経費。 

公債費：市が借り入れた借金の元利償還金等。 

物件費：市が業務を遂行する際に支出する消費的な経費（賃金、旅費、交際費、需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、

印刷製本費、光熱水費、修繕費等）、役務費（通信運搬費、広告料、手数料等）、備品購入費、報償費、委託料、

使用料及び賃借料、原材料費等。 

補助費等：各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金等。 

繰出金：一般会計から他の特別会計への赤字補填など、異なる会計間の予算の相互充用に要する経費。 

普通建設事業費：道路、橋りょう、学校、公園等各種社会資本の新増設事業を行う際の経費。 

その他：公共施設の維持補修費、積立金等。 
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② 市債の状況 

市が資金を調達するため国、県等から借り入れる市債の残高は、平成 11年度以降
増加傾向にあります。平成 20年度末は平成 11年度残高（約 658億円）から 24％増
となる約 814億円となっています。 
市債には、主に公共施設や道路などの整備に充てるための市債と、財源不足の補て

ん措置として経常経費に充てることができる市債（減収補てん債や減税補てん債な

ど）に分けることができます。 
このうち、公共施設や道路などの整備に充てられる市債は全体の 6 割を占めてい
ますが、このような市債は公共施設や道路を利用する将来の世代にも整備費用を分割

して負担してもらうという世代間負担の役割もあります。 
市債残高を市民一人当たりでみた場合には、平成 20 年度は平成 11 年度の残高
（203,568円）から約 20％増となる 244,523円となっています。 
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③ 基金の状況 

本市の基金は、福祉等の特定の事業費に使う目的で積み立てる特定目的基金と、年

度間の財源の不均衡を調整する目的で積み立てる財政調整基金を設置しています。 
特定目的基金は、平成 11年度末に 69億円の積立金がありましたが、平成 12年度

以降 50億円台で推移し、平成 20年度末の残高は 51億円（平成 11年度比 26％減）
になりました。 
財政調整基金は、平成 11 年度末に約 45 億円ありましたが、平成 20 年度末には

1/3 となる約 15 億円まで減少しました。本市の財政調整基金の規模としては、標準
財政規模3の 5％程度に当たる 30億円が目安と考えられますが、収支の均衡を図るた
め財源不足を補ってきた結果、財政調整基金が減少してきたといえます。 
このような財政調整基金の状況は、予想し得ない収入の減少や不測の支出の増加へ

                                                  
3標準財政規模：地方自治体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模。 
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の対応に支障をきたすことも想定されます。 
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④ 指標が示す本市の財政状況 

財政評価に用いられる指標から本市の財政状況をみると、経常収支比率4は年々上

昇する傾向にあります。このことから、歳出に占める人件費、扶助費、公債費など

の義務的経費の割合が増加し、新たな施策の実施や臨時的な行政需要に充てる財源

が減少しつつあるといえます。 
また、公債費比率5も平成 16年度以降 10％以上で推移しています。今後は、更新
の時期を迎える公共施設の増加も見込まれることから、一般財源に占める公債費の

割合が上昇するものと想定されます。 
今後も大幅な税収の伸びが期待できない状況の下でのこうした財政構造の硬直化

により、今後も厳しい財政状況が続くものと懸念されます。 
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4 経常収支比率：地方自治体の財政における弾力性を示すもの。75～80％未満は妥当、80％以上は弾力性を失いつつあ
るとされています。 
5 公債費比率：一般財源に占める公債費（元金および利子）の割合を示すもの。10％未満が望ましいとされています。 
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（2） 今後の財政収支 

本市は、これまで歳入の根幹となる市税を安定的に確保してきましたが、今後は

少子高齢化を背景とした生産年齢人口の減少や先行き不透明な経済状況の影響で、

これまで同様に税収を確保することが困難であると懸念されます。 
歳出においても、本市は高齢化が急速に進むことが予想されるため、扶助費は確

実に増加し、また公債費負担の上昇の可能性もあるなど、ますます財政構造の硬直

化が進み、現状を維持していくことも困難となる状況が想定されます。 
これまでの財政状況やこのような社会状況を踏まえ、今後 5年間における一般会計
の財政収支は、次のように推計されます。 
 

今後５年間の財政収支の試算（一般会計）     単位：百万円 

 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

歳 

入 

市税 52,811 53,100 52,744 52,392 52,046
国・県支出金 24,879 24,505 24,467 24,603 24,751
市債 8,843 11,576 7,278 7,278 7,278
その他 14,621 14,492 14,566 14,619 14,695
歳入合計 101,154 103,673 99,055 98,892 98,770

歳 

出 

人件費 22,070 21,592 21,278 21,125 20,813
公債費 10,458 10,476 10,707 10,554 9,787
扶助費 27,655 28,197 28,767 29,365 29,994
普通建設事業費 11,107 14,997 9,277 9,277 9,277
その他 34,200 34,557 34,804 34,896 34,991
歳出合計 105,490 109,819 104,833 105,217 104,862
収支差 △4,336 △6,146 △5,778 △6,325 △6,092

 
【推計の前提条件】 
・平成 22 年度一般会計予算額を基に、人口推計やこれまでの歳入歳出の傾向を考慮して、平成 23
から平成 27年度までの 5年間の財政収支を試算しています。 

・財政収支の試算に当たっては、現時点で改正等が明らかなものは反映に努めています。特に平成

23年度以降は子ども手当の満額支給（１人月額 13,000円から 26,000円への増額）を反映してい
るため、平成 22 年度と比較して歳入歳出それぞれで 60 億円以上の増額の影響が見込まれていま
す。今後の社会経済情勢や新たな制度の導入により前提条件が大きく変動する可能性があります。

 
歳入については、子ども手当や高齢化に伴う扶助費の増加に対する負担・補助分

の増加は見込まれるものの、生産年齢人口の減少と引き続き厳しい経済情勢により、

税収は減少する傾向にあります。 
歳出については、退職手当の減少に伴い人件費は徐々に減少していくものの、扶

助費は増加する傾向にあり、公債費も当面は増加するものと見込まれます。 
このような歳入歳出の見通しから、上の表のような収支の差が発生し、本市の財
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政は今後も厳しい状況が続くと見込まれます。 
この収支の差を解消するためには、本市に見合った行財政規模の適正化に向けた

行財政改革を進める必要があります。歳入の確保に向けては、市税収入率の向上や

受益者負担の適正化などにさらに取り組んでいきます。歳出の削減に向けては、事

業の目的や効果を検証しながら徹底した経費の縮減を図るとともに、選択と集中に

よる事業の見直しにさらに取り組んでいきます。 
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  ＜問い合わせ＞※ 

川越市 総合政策部 政策企画課 

〒350-8601 川越市元町１丁目３番地１ 

電話 049-224-8811（大代表） 

ファクシミリ 049-225-2895 

E-mail seisakukikaku@city.kawagoe.saitama.jp 

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/ 

 

※平成 22 年 4 月 1 日から問い合わせ先の名称は、「川越市 政策財政部 政策企画課」に

変わりました。 
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○この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づく基本方針

の判断を満たす紙を使用しています。 
 

 

 


